
医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

第3 部門毎の業務運営の改善に関する事項及び国民
に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する事項

1 健康被害救済給付業務

健康被害救済給付業務については、医薬品副作用被
害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度 (以

下「救済制度」という。)を より多くの方々に周知し、
適切に運用するとともに、医薬品による副作用及び生
物由来製品を介した感染等による健康被害を受けられ
た方々に対し、適正かつ迅速な救済を行うことが重要
である。

このような考え方を踏まえ、以下の目標を達成する。

1)救済制度に関する情報提供の拡充及び見直 し

救済制度に関する情報提供の内容を充実させ、
度運営の透明化を図ること。

イ 請求書類の不備等により処理に時間を要する事案
を減 らし、業務の効率化を図ること。

(2)救済制度周知のための広報活動の積極的実施

救済制度を幅広く国民に周知すること。

第 2 部門毎の業務運営の改善に関する事項及び国民
に対 して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する事項に係る目標を達成するためにとるべき措置

～PMDAの 使命である審査・安全・救済のセイフ
ティ・ トライアングルの推進に全力を傾注する～

1 健康被害救済給付業務

健康被害救済給付業務は、審査及び安全対策の適正
な遂行に資する、セイフティ・ トライアングルの一角
を担 う我が国独自の制度であり、これを一層推進 して
いくためには、医薬品副作用被害救済制度及び生物由
来製品感染等被害救済制度 (以 下「救済制度」という。)

について、より多くの方々に周知 し、適切に運用する
とともに、医薬品による副作用及び生物由来製品を介
した感染等による健康被害を受けられた方々に対 し、
適正かつ迅速な救済を行つていくことが必要であるこ
とから以下の措置をとることとする。

ア

1)救済制度に関する情報提供の拡充及び見直し

給付事例等の公表
・ホームページ等において、給付事例、業務統計等
の公表を行い、国民、医療関係者及び製造販売業者
等に対 し、引き続き給付実態の理解 と救済制度の周
知を図る。

制度に関する情報提供
・ パンフレット及び請求手引の改善、インターネ
ットを通じた情報提供の内容の改善等、情報の受け
手にとつての使い易さ・分か り易さといつた観点で
情報提供の実施方法について見直しを行 う。

(2)救済制度周知のための広報活動の積極的展開

・救済制度について、効果的な広報を検討 し、積極
的に実施する。

・ホームページや新聞広報等の媒体を活用し、
多くの方に、引き続き救済制度の周知を図る。

第 2 部門毎の業務運営の改善に関する事項及び国民に
対して提供するサー ビスその他の業務の質のFpl上 に関す
る事項に係る目標を達成するためにとるべき措置

健康被害救済給付業務

1)救済制度に関する情報提供の拡充及び見直し

給付事例等の公表
・ホームページ等において、給付事例、業務統計等の
公表を行い、国民、医療関係者及び製造販売業者等に
対し、給付実態の理解と救済制度の周知を図る。

なお、公表に当たっては、個人情報に配慮 して行 う
ものとする。

制度に関する情報提供
・パンフレット、請求手引きについては、患者や医師
等にとつて、使いやす く、かつ、分かりやす くした内
容に改善する。また、インターネ ットを通 じた情報提
供の実施方法についても、同様の観点から、見直 しを
する。

・請求書の書式等のダウンロー ドサイ トについて、患
者や医師等にとって、より使いやす く、かつ、分か り
やす くした内容に改善する。

(2)救済制度周知のための広報活動の積極的展開

・救済制度について、広告会社、外部コンサルタント
等を活用するなど、効果的な広報を検討し、実施する。

・ホームページ、新間、パンフレット等の媒体を活用
し、より多くの方に対し、救済制度の周知を図る。
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中 期  日 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(3)相談窓口の拡充

相談窓口を拡充 し、救済制度の給付手続きに関する
相談を広 く受け付ける体制を充実させること。

・ 国民、医療関係者及び製造販売業者等に対する
制度の周知や理解をさらに促進するため、関係団体
等との連携による周知徹底をはじめとした既存の施
策を推進するとともに、次のことを重点的に実施す
ることにより、中期目標期間終了時までに認知度を
向上させる。なお、認知度調査については、毎年度
実施することとし、その成果についても検証を行う。
①患者への周知徹底を図るため、薬袋等を利用した
広報を推進する。

②医療関係者への周知徹底を図るため、臨床研修医、
薬学部及び看護師養成施設に在学中の学生等に対
する広報を推進する。

③医薬情報担当者 (MR)への周知徹底を図るため、
MR教育研修の場を活用した広報を推進する。

④中学校等で行われる医薬品の教育に関し、教材と
して活用可能な資料の提供支援等を通じた制度周
知に努める。

(3)相談窓口の円滑な運営確保

・相談窓口に専任の職員を配置し、制度利用に関す
る相談や副作用給付や感染給付手続きに関する相談
を専門に受け付ける体制を確保する。

・国民、医療関係者及び製造販売業者等に対する制度
の周知や理解をさらに促進するため、関係団体等との
連携による周知徹底をはじめとした既存の施策を推進
するとともに、次のことを重点的に実施する。なお、
実施に当たっては、認知度調査を行つた上で、広報計
画を作成し効果的な広報を実施する。
①患者への周知徹底を図るため、薬袋等を利用した広

報を実施するに当たり、 日本薬剤師会等に協力を求
め、また、他の効果的な方策を検討する。

②医療関係者への周知徹底を図るため、臨床研修医並
びに薬学部及び看護師養成施設に在学中の学生等に
対する広報の教材の改善を行うとともに、他の効果
的な方策を検討する。

③医薬情報担当者 (MR)へ の周知徹底を図るため、
MR教育研修の場を活用した広報を実施するに当た
り、関係団体等に対して協力を求め、研修方法や教
材の制作を検討する。

④中学校等で行われる医薬品の教育に関し、関係機関
等に対して協力を求め、教材として活用可能な資料
の提供支援や制度周知の方策を検討する。

(3)相談窓日の円滑な運営確保

・相談窓口に専任の職員を配置し、制度に関する相談
や副作用・感染救済給付手続きに関する相談を専門に
受け付ける体制を確保する。また、相談マニュアルは、
使いやすく、かつ分かりやすくした内容に改善する

評価項目 【評価項目6 救済制度の情報提供、相談体制の充実】 自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価 の視点 (案 )

[数値目標 ]

○ホームページのアクセス件数を中期 目標終了時までに、 15年度比で 20%
程度増加 させること。

○相談窓口における年間相談件数を中期 目標終了時までに、 15年度比で 20
%程度増加 させること。

[評価の視点]

○ホームページ等において給付事例、業務統計等が公表されているか。

○ホームページヘのアクセス件数について中期計画に掲げる目標値 (対平成
15年度 20%程度の増加)の 達成に向けた取 り組みが講 じられ、着実に進
展 しているか。
(具体的取 り組み)

・パンフレット、請求手引きを改善する。
・請求書の書式等のダウンロー ドを可能にする。

○救済制度を幅広く国民に周知す るとい う観点から、中期計画に掲げる各種取
組みが和極的に講 じられ、制度普及が着実に進んでいるか。
(具体的取 り組み)

・効果的広報の検討及び実施
・新聞等の媒体を活用 した救済制度の周知
・専門誌を活用した医療関係者に対する制度の普及

[数 値目標]

○救済制度に関する一般国民の確実認知度を、平成 25年度までに 10
%以上にす る。

[評価の視点]

○ホームページ等において給付事例、業務統計等を公表 し、給付実態の理解 と
救済制度の周知を図つているか。

○請求書の不備等を減らし、業務の効率化を図るために、パンフレット、請求
手う整 及び誼求書の書式等のダウヱ 早―上サイトについて、使いやすくかつ
分かりやすくした内容に改善 したか。

○救済制度を幅広く国民に周知するという観点から、中期計画に掲げる各種取
組みが積極的に講 じられ、制度普及が着実に進んでいるか。
(具体的取組 )

・効果的広報の検討及び実施
。新聞等の媒体を活用 した救済制度の周知
・専門誌等を活用 した医療関係者に対する制度の普及
,国 民、医療関係者等に対する認知度の向上
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○救済制度に関する認知度調査を実施し、広報成果について検証を行つたか。

〇年間相談件数について、中期計画に掲げる目標値 (対 15年度比 20%程度
の増加)の達成に向けた取 り組みが講 じられ、着実に進展しているか
(具体的取り組み)

・相談窓口に対する専任職員の配置
。相談マニュアルの作成
・昼休みの相談対応
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(4)情報のデータベース化による一元管理

堪[[』!言i援
穆事2E香墨だrτ黛霧み易峯花傍

5)事実関係の調査等による請求事案の迅速な処理

救済給付の請求事実の迅速な処理を図ること。

標準的事務処理期間 (厚生労働省における医学的
薬学的判定を行う期間を含む。ただし、医学・薬学
的判断等のため、請求者、医療機関等に対し、追加
・補足資料及び調査が必要とされ、事務処理を行う
ことができなかつた等の期間については除く。)内 の
短縮目標を設定し、業務の改善を図ること。

(4)データベースを活用した業務の効率化の推進

・副作用救済給付業務に関する情報、特に原因薬や
健康被害に関する情報のデータベースヘのデータ蓄
積を進めるとともに、蓄積 されたデータについて統
計的に処理 し、様々な角度から分析・解析を行い、
それらの結果を活用 して、迅速かつ効率的に救済給
付を実現するシステムを運用する。

・救済給付請求の増加や業務状況に対応 したシステ
ムの改修や業務支援ツールの策定を行 う。

(5)請求事案処理の迅速化の推進

ア 請求内容の事実関係の調査・整理
・請求事案の迅速な処理を図るため、救済給付の請
求を受け、厚生労働大臣に医学・薬学的事項に関す
る判定を申し出るに当たり、請求内容の事実関係を
調査・整理する。

標準的事務処理期間内における迅速な事務処理
・厚生労働省との連携を図 りつつ、上記アの調査・

整理を迅速に行 うことにより、請求から支給・不支
給決定までの事務処理期間については、第 1期 中期
計画において、総件数の 60%以 上を 8ヶ 月以内に
処理 したことから、これをさらに推進 し、平成 25
年度までに、各年度に支給・不支給決定をした全決
定件数のうち、 60%以 上を 6ヶ 月以内に処理でき
るようにする。

・ただし、医学・薬学的判断等のため、請求者、医
療機関等に対 し、追加・補足資料及び調査が必要と
され、事務処理を行 うことができなかった等の期間
については、事務処理期間からは除くものとする。

(4)データベースを活用した業務の効率化の推進

・副作用救済給付業務に関する情報、特に原因薬や
健康被害に関する情報のデータベースヘのデータ蓄
積を進める。

蓄積されたデータについて統計的に処理 し、様々
な角度から分析・解析を行い、それらの結果を活用
して、迅速かつ効率的に救済給付を実現するシステ
ムを運用するとともに、業務状況等に応 じた改修や
支援ツールの策定を行 う。

(5)請求事案処理の迅速化の推進

ア 請求内容の事実関係の調査・整理
・厚生労働省における請求事案の迅速な処理に資す
るため、厚生労働大臣に医学・薬学的事項に関する
判定を申し出るに当たり、次の文書を提出する。

①提出された診断書等の検討を行い、資料が必要
と認められる場合には、関係する医療機関や製
造販売業者に対して、その提出を求め、得 られ
た回答文書

②提出された診断書等に基づき、時系列に作成 し
た症例経過概要表

③救済給付の請求内容について、提出された資料
に基づき、事案の概要及び類似事例等を調査・
整理 した調査報告書

標準的事務処理期間内における迅速な事務処理
・請求から支給・不支給決定までの事務処理を年度
内に決定した総件数のうち 70%以上を 8ヶ 月以内
に処理することを維持 しつつ、さらなる迅速な事務
処理を図ることによって、 6ヶ 月以内に処理できる
件数の増加を図る。ただし、医学・薬学的判断等の
ため、請求者、医療機関年に対 し、追加・補足資料
及び調査が必要とされ、事務処理を行 うことができ
なかった等の期間については、事務処理期間からは
除くものとする。

・救済給付業務の処理体制の強化を図 り、標準的事
務処理期間内の支給・不支給の決定件数の増加を図
る。

・支給・不支給決定に係る事務処理について、迅速
化を図るための方策を厚生労lrlJ省 と検討する。
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評価項目 I評価項目7 業務の迅速な処理及び体制整備】 自己評定 評  定

評価の視点等 (現行) 評価の視点 (案 )

[数値 目標]

〇救済給付における事務処理期間を 8ヶ 月とし、中期 目標終了時までに、その
達成率を全請求件数の60%以 上とすること。

[評価の視点]

°
裂準里勢英竺宴秀讀穆黎者指免甲畠彙嚢碧お符曇恩ラ奏撃蜃管言写冒落鸞唇
れているか。

○請求事案の迅速な処理を図るため、医療機関や製造業者に対 して請求内容の
事実関係の調査・整理が適切に行われ、厚生労働大臣への医学的薬学的事項
に関する判定の申出に活用されているか。

○標準的事務処理期間 (8ヶ 月)内 に支給・不支給を決定する件数が、日標値
である全請求件数の 60%以 上にするための取 り組みが講 じられ、着実に進
展 しているか。

○請求事案の迅速な処理を図るため、医療機関や製造業者に対して請求内容の
事実関係の調査・整理が適切に行われ、厚生労働大臣への医学・薬学的事項
に関する判定の申出に活用されているか。

[数値目標]

[評価の視点]
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(6)部門間の連携を通じた適切な情報伝達の推進

機構内の各部門との連携を図り、特に救済業務にお
ける給付事例を審査関連部門や安全対策部門に適切に
情報提供すること。

(7)保健福祉事業の適切な実施に関する検討

保健福祉事業において、救済給付受給者の被害実態
等に関する調査の結果を踏まえ、保健福祉事業の着実
な実施を図ること。

(6)審査・安全対策部門との連携の推進

・機構内の各部門との連携を図 り、特に救済業務に
おける給付事例については、個人情報に配慮 しつつ、
審査関連部門や安全対策部門に適切に情報提供する。

7)保健福祉事業の適切な実施及び拡充

・医薬品の副作用による健康被害実態調査の結果等
を踏まえ、重篤で稀少な健康被害者に対するQOL
向上策等を検討するための資料を得る調査研究事業
を引き続き実施する。

・精神面などに関する相談事業を平成 21年度から
着実に実施 していく。

(6)審査・安全対策部門との連携の推進

・機構内の各部門との連携を図り、特に救済業務にお
いては、判定結果等において得られた情報を、個人情
報に配慮しつつ審査関連部門や安全対策部門に適切に
提供する。

7)保健福祉事業の適切な実施及び拡充

・医薬品の副作用による健康被害実態調査の結果等を
踏まえ、重篤で稀少な健康被害者に対するQOL向 上
策等を検討するための資料を得る調査研究事業を引き
続き実施する。

・精神面に関する相談事業について、相談体制を整備
するとともに、相談事業実施要領の作成等を行い、着
実に実施する。

評価項目 | 【評価項目8 部門間の連携及び保健福祉事業の実施】 自己評定 評  定

評価の視点等 (現行) 評価の視点 (案 )

[数値 目標コ
○特になし

[評価の視点]

〇救済業務における給付事例が、個人情報に配慮 しつつ安全対策業務に適切に
提供されているか。

○救済給付受給者の被害実態等に関する調査の実施について、 16年度中に検
討を行い、平成 17年度中に調査が行われたか。

[数 1慮 目標 ]

○特になし

[評価の視点]

〇救済業務における給付事例が、個人情報に配慮 しつつ安全対策業務に適切に
提供されているか。

○重篤で稀少な健康被害者に対するQOL向 上策等を検討するための資料を得

○精神面などに関する相談事業を着実に実施 したか。
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(8)ス モン患者及び血液製剤によるHIV感 染者等
に対する受託支払業務等の適切な実施

スモン患者及び血液製剤によるHIV感 染者等に対
する受託支払業務等を適切に実施すること。

(9)特 定フィブ リノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ
因子製剤によるC型肝炎感染被害者に対する給付業務
等の適切な実施

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子
製剤によるC型肝炎感染被害者に対する給付業務等を
適切に実施すること。

(8)ス モン患者及び血液製斉」によるHIV感染者等
に対する受話支払業務等の適切な実施

・スモン患者に対する受託支払業務及び血液製剤に
よるHIV感染者等に対する受託給付業務の実施に
当たっては、個人情報に特に配慮し、委託契約の内
容に基づき、適切に業務を行う。

(9)特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ
因子製斉」によるC型肝炎感染被害者に対する給付業務
等の適切な実施

・特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ
因子製剤によるC型肝炎感染被害者に対する給付
業務等の実施に当たつては、個人情報に特に配慮
し、適切に業務を行 う。

(8)ス モン患者及び血液製斉」によるHIV感染者等に対
する受託支払業務等の適切な実施

・スモン患者に対する受託支払業務及び血液製剤によ
るHIV感 染者等に対する受託給付業務の実施に当た
つては、個人情報に特に配慮し、委託契約の内容に基
づき、適切に業務を行う。

(9)特定フィブ リノゲン製斉」及び特定血液凝固第Ⅸ因子
製剤によるC型肝炎感染被害者に対する給付業務等の適切
な実施

・特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子
製斉りによるC型肝炎感染被害者に対する給付業務等の
実施に当たっては、個人情報に特に配慮 し、適切に業
務を行 う。

評価項 目 【評価項目9 スモン患者及び血液製剤によるHIV感染者等
に対する受託支払業務等の実施】

自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価の視点等 (案 )

[数値 目標ヨ
○特になし

[評価の視点]

○スモン患者に対する受託支払業務及び血液製剤によるHIV感 染者等に対す
る受託給付業務について、個人情報に配慮 した上で、委託契約の内容に基づ
き適切に行われているか。

○特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染
被害者に対する給付業務について、個人情報に配慮した上で、適切に行われ
ているか。

[数値 目標 ]

○特になし

[評価の視点]

○スモン患者に対する受託支払業務及び血液製剤によるHIV感 染者等に対す
る受話給付業務について、個人情報に配慮 した上で、委託契約の内容に基づ
き適切に行われているか。

○特定フィブリノゲン製斉」及び特定血液凝固第Ⅸ因子製斉Jに よるC型肝炎感染
被害者に対する給付業務について、個人情報に配慮 した上で、適切に行われ
ているか。
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

審査等業務及び安全対策業務

ヽ
る
り
療

の

果ヽ
　
安
に
　
審
員
び

(1)先端的な医薬品・医療機器に対するアクセスの
迅速化

国民や医療関係者が、そのニーズに即 した先端的
でかつ安全な医薬品・医療機器の便益を速やかに享受
し、その恩恵を最大限に得ることができるよう努める
こと。

ア ドラッグ・ラグ解消に向けた審査迅速化のための
工程表を基に、各種施策を実施するとともに、その
進行状況について評価・検証を行い、必要な追加方
策を講ずること。

速章ふにI層護難慇霧季Fi標
期間終了後、

2 審査等業務及び安全対策業務

審査等業務及び安全対策業務については、国民が、
国際的水準にある医薬品・医療機器を安心 して用いる
ことができるよう、よりよい医薬品・医療機器をより
早く安全に医療現場に届けるとともに、医薬品 。医療
機器が適正に使用されることを確保 し、保健衛生上の
危害発生の防止、発生時の的確・迅速な対応を行い、
医薬品・医療機器がその使命をより長期にわたつて果
たすことができるよう、相談・審査及び市販後安全対
策の体制を強化するとともに、これらを有機的に連携
させるため、以下の措置をとることとする。

)先端的な医薬品・医療機器に対するアクセスの
迅速化

【新医薬品】
革新的医薬品 。医療機器創出のための 5か年戦略

(平成 19年 4月 26日 )及び審査迅速化のための工
程表に基づき、平成 23年度までに、欧米において最
初に新医薬品が承認 されてから我が国において承認 さ
れるまでの期間を2 5年短縮すること等を目指 して、
機構 として以下の措置を実施することとする。

また、新医薬品の審査期間をはじめとする審査迅速
化のための工程表については、毎年度その進捗状況に
ついて評価・検証等を行 うとともに必要な追加方策を
講 じた うえで、平成 23年度終了後、速やかにその成
果を検証する。

ア 的確かつ迅速な審査の実施

・新医薬品及び生物系医薬品に関する審査チーム数
について、現状のおおむね倍程度まで増強し、審査
の迅速化を図る。

・プロジェク トマネジメン ト制度の着実な実施によ
り、審査業務の進行管理機能を高めるとともに、申
請者側にとっても、審査の進捗状況と見通 しについ
ての透明性の向上を図る。

審査等業務及び安全対策業務

)先端的な医薬品・医療機器に対するアクセスの
迅速化

【新医薬品】

的確かつ迅速な審査の実施
・新医薬品の審査期間をはじめとする審査迅速化の
ための工程表については、毎年度その進捗状況につ
いて評価・検証等を行 うとともに必要な追カロ方策を
講 じる。

・新医薬品及び生物系医薬品に関する審査チームに
ついて、審査チームの増加が必要な分野及び今後必
要となる分野の選定のための検討を行 うとともに、
適切な増員・配置により審査チームの増強を実施
し、審査の迅速化を図る

。プロジェク トマネジメン ト制度を展開し、申請品
目の経過、総審査期間の状況の適切な把握等により
進行管理の充実を図る。

・審査等業務進行管理委員会等で、審査の進捗状況
に係る関係情報を総合的にとらえ、課題解決のため
の方針を、決定する。

-21-



中 期  目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

・審査の透明化及び効率化を促進するため、「新医
薬品承認審査実務に関わる審査員のための留意事
項」の周知徹底を図るとともに、審査業務プロセス
の手引書を作成 し、周知を行 うなど、審査業務プロ
セスの標準化を推進する。

・学会や医療関係者等 との連携を強化 し、最新の医
療動向や医療ニーズを踏まえた相談や審査を実施す
るとともに、医薬品の適正使用に向けた協力を進め
る。

・治験相談及び審査の内容の整合性を図るため、相
談と審査の連携を保ちつつ、柔軟なチーム編成を行
い、的確かつ迅速な審査・相談を実施する。

・新医薬品の再審査について、的確かつ迅速な審査
を実施する。また、再評価についても、適切に対応
することとする。

・治験相談及び審査手続における電子化の促進並び
に職員の ITリ テラシーの向上を図る。

・eCTDに 関する更なる環境整備等を行 うことに
より、新医薬品の申請書類の電子資料による提出を
促進する。

・日本薬局方などの医薬品等の品質に関する基準作
成を推進することにより、的確かつ迅速な審査を実
施する。

新 しい審査方式の導入等
・新医薬品について、治験相談、審査及び安全対策
業務の連携をさらに強化 し、開発段階から安全性及
び有効性に関する評価を行 う仕組みを、平成 21年
度から順次試行・導入するとともに、適宜必要な見
直しを実施する。

・新医薬品について、治験段階から市販後までの医
薬品の安全性を一貫して管理する仕組みを、平成 2
1年度から順次試行・導入する。

・申請者の求めに応 じて部長による審査の進捗状況
と見通 しについての確認のための面談を適切に実施
する。

・審査の透明化及び効率化を促進するため、平成 2
0年 4月 に公表 した 「新医薬品承認審査実務に関わ
る審査員のための留意事項」の周知徹底を図る。ま
た、審査業務プロセスの手引書を作成するための検
討に着手する。

・医療関係者のニーズを把握するため、学会や医療
関係者等との対話を実施 し、それを踏まえた相談や
審査を実施する。

・治験相談及び審査の内容の整合性を図るため、相
談と審査の連携を保ちつつ、必要に応 じて、柔軟な
チーム編成を行い、的確かつ迅速な審査・相談を実
施する。

・新医薬品の再審査について、的確かつ迅速な審査
を実施する。また、再評価についても、適切に対応
することとする。

・治験相談及び審査資料等の電子化を促進 し、審査
手続きにおける種々の電子 ドキュメン トのよリー層
の活用を図ることによって、審査業務の効率化を目
指せるよう体制を整備する。

・電子 ドキュメン トのよリー層の活用を図れるよ
う、少人数の職員を対象にITリ テラシー研修の試行
を行 う等の措置を講じ、効果的なITリ テラシー研修
の実施を検討する。

・eC TDに よる審査をさらに展開するため、現状
のシステムの問題点を洗い出し、問題を解決するた
めの検討を行い、必要に応 じてシステム改修等を実
施する。

・関係部署との連携により、 日本薬局方原案作成業
務の推進を図る。

新しい審査方式の導入等
・新医薬品について、治験相談段階から有効性及び
安全性に関する評価を行 う仕組みを平成 21年度中
に試行する。

・新医薬品について、治験段階から市販後までの医
薬品の安全性を一貫して管理する仕組みを平成 21
年度中に検討・試行する 。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

馨査事多危鐙掲謂 「2瞬 危lttl惟 1官 電繰管暑
査機関側の処理時間Jをいう。)に係る短縮目標 (大幅
な制度変更、社会情勢の変化など例外的な場合を除く
通常時における目標。)を設定し、業務の改善を図るこ
と。また、効率的な審査体制を確立すること。

欧米やアジア諸国との連携により、積極的な国際
活動を推進 し、医療サー ビスの向上 と機構の国際
的地位 の 確 立 を図ること。

ウ ドラッグ・ラグ解消に向けた日標設定
・平成 16年 4月 1日 以降に申請された医薬品に係
る総審査期間 (申 請 日から承認 日までの日数を言 う。
以下同じ)、 並びにその うちの行政側期間 (厚生労
働省における期間を含む。以下同じ)及び申請者側
期間の目標は、次のとお りとし、その目標を達成す
ることができるよう、行政側、申請者側の双方が努

力することにより、取 り組むものとする。

①新医薬品 (厚生労働大臣が指定した優先審査の対
象品目 (以下 「優先品目Jと い う。))の審査期間

以下の表に定められた審査期間に関 し、それぞれ
50%(中 央値)について達成することを確保する。

<別表 1>参照

②新医薬品 (通 常品日)の 審査期間

以下の表に定められた審査期間に関 し、それぞれ
50%(中 央値)について達成することを確保する。

<別表 2>参照

国際訓和及び国際共同治験の推進
「PMDA国 際戦略」に基づき、厚生労働省 とと
もに欧米や アジア諸国 との連携 によ り、積極的
な国際活動を推進 し、医療サー ビスの向上と機構
の国際的地位 の 確 立 を図ることとし、下記 を
は じめ とす る諸 々の施策 を実施す る。

①欧米アジア諸国、諸国際機関との連携強化
・米国 FDA及 び欧州委員会及び EMEAと 協
力 し、秘密保持契約に基づ くバイラテラル協議
の推進及び情報の受発信の促進を図る。

。他の欧米アジア諸国、諸国際機関 との協力関
係の構築を図 る。

ドラッグ・ラグ解消に向けた目標設定
・平成 16年 4月 1日 以降に申請された医薬品に係
る総審査期間(申 請日から承認日までの日数を言う。
以下同じ)、 並びにそのうちの行政側期間 (厚生労
働省における期間を含む。以下同じ)及び申請者側
期間の日標は、審査迅速化のための工程表を踏まえ、
次のとおりとし、その目標を達成することができる
よう、行政側、申請者側の双方が努力することとに
より取り組むものとする。

・新医薬品 (厚生労働大臣が指定した優先審査の対
象品目 (以 下「優先品目Jと いう。))については、
総審査期間 1lヶ 月 (行政側期間6ヶ 月・申請者側
期間5ヶ 月)を 50%(中 央値)について、達成す
る。そのため、次の取り組みを行う。

①申請件数の増加等により総審査期間、行政側期間
の増大が見込まれる分野について、審査員の増員、
審査チームの数の増加等により、対応を図る。

②審査業務の進捗状況等を把握し、進行情報を各審
査チームに提供するとともに、審査等業務進行管
理委員会で分析・検討し、進捗管理の実施を行う。

③ 「新医薬品承認審査実務に関わる審査員のため
の留意事項」を審査業務において、積極的に活用
し、審査の透明化及び効率化を促進する。

・新医薬品 (通 常品目)については、総審査期間 1

9ヶ 月 (行政側期間 12ヶ 月・申請者側期間 7ヶ 月)

を50%(中 央イ直)について、達成する。そのため、
次の取 り組みを行 う。

①申請件数の増加等により総審査期間、行政側期間
の増大が見込まれる分野について、審査員の増員、
審査チームの数の増加等により、対応を図る。

②審査業務の進捗状況等を把握 し、進行情報を各審
査チームに提供するとともに、審査等業務進行管
理委員会で分析・検討 し、進捗管理の実施を行 う。

③ 「新医薬品承認審査実務に関わる審査員のための
留意事項」を審査業務において、積極的に活用 し、
審査の透明化及び効率イヒを促進する。

国際調和及び国際共同治験の推進
「PMDA国 際 女ヽ略Jに基づき、下記をは
す る諸々の施策を実施す る。

①欧米アジア諸国、諸国際機関との連携強化
・米国 FDA、 欧り1lEMEA及 びEuropean Commi
ssionと 協力 し、秘密保持契約に基づくバイラテ
ラル協議を継続するとともに、情報の受発信の促
進を図る。

・他の欧米アジア諸国・諸国際機関との協力関係
の構築を図る。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

・医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基
準 (以下GLPと いう。)・ 医薬品の臨床試験の実
施の基準 (以 下GCPと い う。)・ 医薬品及び医薬
部外品の製造管理及び品質管理の基準 (以 下GM
Pと い う。)に関する調査に関して、他国との連
携を強化し、調査報告書の交換等の実施環境の整
備を図る。

②国際調和活動に対する取 り組みの強化
・日米EU医薬品規制調和国際会議 (以下 ICH
とい う。)において日米EUが合意 した承認申請
データの作成基準などの国際的なガイ ドライン等
との整合化・調和を推進するとともに、薬局方 F75

和検討会議 (PDG)に おいて薬局方の国際調和
を推進する。

・ ICH等の国際会議において、日本の意見を積
極的に表明し、国際基準の策定に貢献する。

・WHO、 OECD等 における国際調和活動への
参画と貢献を図る。

③人的交流の促進
・海外規制当局とのネットワーク構築の促進のた
め、国際学会、国際会議への職員の積極的な参加
並びにFDA及びEMEAへ の派遣機会の充実を
図る。

・中国、韓国及びその他の諸国並び に国際機関 と
の人材交流を促進 し、審査及び安全対策関連情報
を定常的に交換できる体制の構築を進める。

④国際感覚、コミュニケーション能力を備えた人材
の育成 。強化
・ ICH等の国際会議において、国際的に活躍で
きる人材の育成を図るため、対外交渉や国際会議
への出席等を含む職員の研修プログラムの策定及
び実施を図る。

・役職員向けの英語研修等の継続・強化による
語学力の向上を図る。

⑤国際広報、情報発信の強化・充実
・英文ホームページの強化・充実を図るため、薬
事制度、業務内容、審査報告書及び安全性情報等
の英訳公開を推進する。

・国際学会における講演、ブース出展等を継続的
に実施する。

・GLP・ GCP・ GMPに 関する調査に関 し
て、他国等との連携を強化 し、rll査報告書の交換
等の実施環境の整備を図る。

・厚生労働省が進めている日本 とECと の間の医
薬品GMPに 関するMRAの 対象範囲の拡大のた
めの交渉に協力する。

②国際調和活動に対する取 り組みの強化
・ ICHにおいて日米EUが合意 した承認申請デ
ータの作成基準などの国際的なガイ ドライン等 と
の整合化・調和を推進する。

また、厚生労働省と協議の上、米国やEUと 共
同して相談や審査、安全対策を行 うための情報交
換等の体制を充実する。

・東アジア レギュラ トリーシンポジウムを開催
し、東アジア関係各国との連携強化を図る。

・PIC/S及 び ISPE等 の会議へ参加するこ
とにより、GMP調 査方法の海外 との整合性・調
和を推進するとともに、情報の交換を図る。

・PDGに おける薬局方の国際調和を推進すると
ともに、 ICH/PDGに おける合意事項を踏ま
え日本薬局方原案作成業務の推進を図る。

・WHO、 OECD等 における国際調和活動へ参
画し貢献を図る。

③人的交流の促進
。国際業務担当部署の更なる充実を進め、職員の
派遣・研修生の受入等を活用 し、審査等業務及び
安全対策業務に関し、欧米の規制当局との連携強
化を図る。

・中国、韓国及びその他の諸国並びに国際機関と
の人材交流を促進 し、審査及び安全対策関連情報
を定常的に交換できる体制の構築を進める。

④国際感覚、コミュニケーション能力を備えた人材
の育成・強化
・国際的に活躍できる人材育成のため、 lCH、
DIA等 の国際会議や対外交渉への出席を含む研
修プログラムを策定する。

・既存の一般体系コースの英語研修の継続・強
化を図る。

⑤国際広報、情報発信の充実 。強化
・英文ホームページの充実、強化を図るため、薬
事制度、業務内容、審査報告書及び安全性情報等
の英訳公開を推進する。

・国際学会における講演、ブース出展等を継続的
に実施する。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

申請前相談を充実 し、有用性が高いと期待される
医薬品 。医療機器については、優先的に治験相談を
実施 し、承認に至る期間を短縮すること。

バイオ・グノム・再生医療といつた先端技術の急
速な発展を視野に入れ、この分野における指導・審
査技術水準を向上させるとともに、先端技術を利用
した新医薬品及び新医療機器開発に対応した相談・
審査の在り方につき必要な措置を計ずること。

・海外関係プレスヘの情報配信を推進する。

⑥国際共同治験の推進
・国際共同治験の実施を推進するため、試験デザイ
ンなどに関するガイダンスに基づいて、国際共同治
験に係る治験相談の申し込みに適切に対応すること
により、日本の積極的な国際共同治験への参加を推
進する。

・国際共同治験の実施件数については、平成25年
度までに、大幅な増加が実現できるよう積極的に環
境整備等を行う。

治験相談等の円滑な実施
・優先相談、事前申請資料確認等を引き続き実施 し、
承認申請までに指導・助言を提供する機会を増加 さ
せる。

・新医薬品の治験相談については、現在の治験相談
の申し込みから対面相談までの期間 (2ヶ 月程度 )

を堅持するとともに、優先治験相談については随時
相談申込みを受け付け、治験相談の手続きの迅速化
を図る。

・また、新医薬品の治験相談については、質の高い
相談を実施するとともに、全ての相談に対応するこ
ととし、処理可能な枠数として、平成 23年度まで
に、最大で 1,200件 程度を確保することとする。

新技術の評価等の推進
・バイオ・ゲノム・再生医療といった先端技術の評
価については、中期目標期間を通 じ、高度な知見を
有する外部専門家を活用する。

・先端技術を応用 した製品に係る国の評価指針の作
成に協力するとともに、本機構としても、評価の際
に考慮すべき事項 (pOint to consider)を 積極的
に公表する。

・臨床試験実施前の細胞・組織利用医薬品及び遺伝
子治療用医薬品に関する事前審査について、迅速な
実施を図る。また、遺伝子組換え生物等の使用等の
規制による生物の多様性の確保に関する法律 (以下
「カルタヘナ法」 とい う。)に関する事前審査につ
いて、行政側期間を第 1種使用の承認については 6
ケ月、第 2種使用の確認については 3ケ月とし、そ
れぞれ 50%(中 央値)について達成することを目
標とする。

・海外関係プレスヘの情報配信を推進するための
方策を検討し、具体化を進める。

⑥国際共同治験の推進
・国際共同治験の実施を推進するために整備したガ
イダンス (平成 19年 9月 28日 薬食審査発第09
28010号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通
知「国際共同治験に関する基本的考え方について」)

を治験相談の場において、積極的に活用し、更なる
国際共同治験の推進を図る。

・国際共同治験に係る治験相談について、全ての需
要に対応できるように努める。

治験相談等の円滑な実施
・優先相談、事前申請資料確認等を引き続き実施す
るとともに、承認申請までに指導・助言を提供する
機会の増カロを目指して、相談メニューの拡充等の検
討を行 う。

・新医薬品の治験相談について、担当者の適正配置
及び柔軟な相談体制の構築を図ることにより、申し
込みのあつた全ての治験相談に対応する。また、申
し込みから対面相談までの期間の 2ヶ 月程度を堅持
する。

・優先治験相談について、引き続き、随時相談申込
みを受け付けるとともに、治験相談の手続きの迅速
化を図る。

・相談に対する機構の見解を予め相談者に対 して示
す方式 (機構事前見解提示方式)を 引き続き実施 し、
質の高い相談の実施を確保する。また、対面助言か
ら記録確定までの期間 30勤務 日を60%について
達成する。

新技術の評価等の推進
・バイオ・グノム・再生医療といった先端技術を応
用 した医薬品の治験相談、承認審査について、高度
な知見を有する外部専門家を活用する。

・先端技術を応用 した製品に係る国の評価指針の作
成に協力するとともに、評価の際に考慮すべき事項
(point to― consider)の 作成対象を選定する。

・臨床試験実施前の細胞・組織利用医薬品及び遺伝
子治療用医薬品に関する事前審査について、資料整
備相談等の利用等を促 し、迅速な実施を図る。また、
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多
様性の確保に関する法律 (以下 「カルタヘナ法」と
い う。)に 関する事前審査について、行政側期間の
目標 (第 1種使用の承認については 6ケ月、第 2種
使用の確認については 3ケ月とし、それぞれ 50%
(中 央値))を 達成するため、申請の手引きを作成
し、意見等を求める。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

一般用医薬品及び後発医薬品等に関しても、新医
薬品に準 じて、審査の迅速化に関する措置を講ずる
こと。

・国民により有効でより安全な医薬品を速やかに提
供 していくため、先端技術を利用した新薬開発が適
切に行われるよう、早い段階から薬事上の相談に応
じる体制を整備する。

「経済財政改革の基本方針2008」 において示 され
「先端医療開発特区 (以 下「スーパー特区」 とい

,)」 について、必要な対応を行 う。

【一般用医薬品及び後発医薬品等】
国民におけるセルフメディケーションの推進及びジ

ェネリック医薬品の普及を図るため、機構として以下
の措置を実施することとする。

的確かつ迅速な審査の実施
・学会や医療関係者等との連携を強化 し、最新の医
療動向や医療ニーズを踏まえた相談、審査を実施す
るとともに、医薬品の適正使用に向けた協力を進め
る。

・審査手続における電子化の促進及び職員の ITリ
テラシーの向上を図る。

・ 日本薬局方などの医薬品等の品質に関する基準作
成や添加物規格の公定規格化を推進す ることによ
り、的rlEかつ迅速な審査を実施する。

・漢方製剤及び生薬製斉」に関する審査体制の効率化
・充実を図る。

審査期間短縮に向けた目標設定
・平成 16年 4月 1日 以降に申請された医薬品等に
係る行政側期間の目標は、次のとお りとし、その目
標 を達成することができるよう取 り組むものとす
る。

①後発医療用医薬品の審査期間
平成 23年度までに、以下の表に定められた審査
期間に関し、 50%(中 央値)について達成する
ことを確保する。

<別表 3>参照

・「バイオ品質分野」の相談に努めるとともに、新
たに 「PGx/ゲ ノム・バイオマーカーに関する対面助
言」の相談区分を設ける。

さらに、治験相談 とは別にベンチャー企業のため
の相談事業を実施する。

・「先端医療開発特区 (以 下「スーパー特区」とい
う。)」 に採択された案件について、厚生労働省が実
施する薬事相談に協力する。

【一般用医薬品及び後発医薬品等】

的確かつ迅速な審査の実施
・医療関係者のニーズを把握するため、学会や医療
関係者 との対話を実施 し、それを踏まえた相談や審
査を実施する。

・審査資料等の電子化を促進 し、審査手続きにおけ
る種々の電子 ドキュメン トのよリー層の活用を図る
ことによつて、審査等業務の効率化を目指せるよう
体制を整備する。

・電子 ドキュメン トのよリー層の活用を図れるよ
う、少人数のI■i員を対象にITリ テラシー研修の試行
を行 う等の措置を講 じ、効果的なITリ テラシー研修
の実施を検討する。

・関係部署との連携により、 日本薬局方原案作成及
び医薬部外品原料規格原案作成業務の推進を図る。

・漢方製剤及び生薬製剤に関する審査の効率化を検
討 しつつ、審査体制の充実強化を図る。

審査期間短縮に向けた目標設定
・平成 16年 4月 1日 以降に申請された医薬品等に
係る行政rlll期 間の目標 として、後発医療用医薬品に
ついては、平成 23年度までに、行政側期間 10ヶ
月を一般用医薬品については同 8ヶ 月を医薬部外品
については同 5 5ヶ 月をそれぞれ 50%(中 央値)

達成する。そのため、次の取 り組みを行 う。

①審査 。調査実施要領、業務手順書の見直し等を適
宜行い、行政側期間の達成にかかる自己点検の実施、
行政lU期 間目標の達成状況の審査担当者への周知等
により、業務を適切に管理する。

②関係部局との連携のもと、審査の迅速化のための
具体的な改善方策の検討を行 う。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

②一般用医薬品 (OTC)の 審査期間
平成 23年度までに、以下の表に定められた審査
期間に関し、 50%(中 央値)について達成する
ことを確保する。

<別表 4>参照

③医薬部外品の審査期間
平成 23年度までに、以下の表に定められた審査
期間に関し、 50%(中 央値)について達成する
ことを確保する。

<別表 5>参照

治験相談等の円滑な実施
・後発医療用医薬品について、簡易相談とは別の申
請前相談制度を創設する。

・一般用医薬品について、開発前から申請直前まで
相談ができる制度に見直し、相談の充実を図る。

・専門協議が必要な医薬部外品について、申請前相
談の充実を図る。

治験相談等の円滑な実施
・後発医療用医薬品と専門協議が必要な医薬部外品
に関する新たな申請前相談制度の創設に向け、主に
業界のニーズ把握等のための検討を進める。

・一般用医薬品については、新申請区分及び業界の
ニーズを踏まえた新たな相談制度の構築を目指 し検
討する。

評価項 目 【評価項目10 業務の迅速な処理及び体制整備 (医 薬品)1 自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価の視点等 (案 )

[数値目標]

○厚生労llt大臣が指定した優先審査の対象製品について、中期目標期間終了時
までに、医薬品については、審査事務処理期間6ヶ 月を50%について達成
すること。

○新医薬品については、中期目標期間中を通じて、審査事務処理期間 12ヶ 月
を70%について達成することを確保するとともに、中期目標期間終了時に
は80%に ついて達成すること。

[数値目標]

○新医薬品 (優 先品 目)の 審査期間 (下 記の審査期間に関 し、それぞれ
50%について達成)

平成 21年度 総審査期間 1lヶ 月、行政 lll期 間 6ヶ 月、申請者側期間
5ヶ 月
平成 22年度 総審査期間 10ヶ 月、行政側期間 6ヶ 月、申請者側期 間
4ヶ月
平成 23～ 25年度 総審査期間 9ヶ 月、行政側期間 6ヶ 月、申請者側

○新 EII薬 品 (通 常品 日)の 審査期間 (下 記の審査期間に関 し、それぞれ

平成 21年度 総審査期間19ク 月、行政 llltt FH5 1_2ヶ 月、申請者側期
間 7ヶ 月
平成 22年度 総審査期間 16ヶ 月、行政側期間 1lヶ 月、申請者側期
間 5ヶ 月
平成 23～ 25年度 総審査期間 12ヶ 月、行政側期間 9ヶ 月、申請者

○断医薬品の治験狙談について、処理可能な枠数として、平成 2撃
でに最大で 1, 200件 程度 を確保。
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[評価の視点]

○先端的な医薬品や医療機器に迅速にアクセスするために、学会や医療関係者
等 との意見交換やニーズ調査が行われているか。

○治験相談及び審査の内容の整合性を図るため、治験相談及び審査を同一チー
ムで実施 されているか。

○新医薬品、新医療機器、優先審査対象製品の審査事務処理期間について、中
期計画に掲げる目標値の達成に向けた取 り組みがそれぞれ講 じられ、着実に
進展 しているか。 (※医薬品・医療機器 共通 機器関係はN0 11)

OICHに おいて日米EUが合意 した審査データの作成基準などの国際的な基
準その他国際基準との整合性・調和を推進するための取 り組みが積極的に行わ
れているか。 (※ 医薬品 。医療機器 共通 機器関係はN0 11)

○中期 日標期間を通 じ、国際的な動向を踏まえ、総審査期間について毎年度確
認するとともに、審査品目の滞留の抑制、効率的な審査体制の構築が図られ
ているか。

○ ドラッグ・ラグの解消方策が、着実に進展 し、その結果が現れているか。
(具体的取組)

・審査要員の充実による体制整備
・審査の基本的な考え方の明確化
・治験相談段階から有効性及び安全性に関する評価を実施するためのガイ

ダンスの整備
・国際共同治験に関するガイダンスの整備
・プロジェク トマネジメン トの導入

[評価の視点]
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(1)先端的な医薬品 。医療機器に対するアクセスの
迅速化

国民や医療関係者が、そのユーズに即 した先端的で
かつ安全な医薬品・医療機器の便益を速やかに享受 し、
その恩恵を最大限に得ることができるよう努めることら

キ 医療機器に関しても、新医薬品と同様にデバイス
・ラグの解消に向け医療機器の審査迅速化アクション
プログラムを基に、審査の迅速化に関する各種施策を
講ずること。

１
化

＜
速

先端的な医薬品・医療機器に対するアクセスの迅

【医療機器】
医療機器の審査迅速化アクションプログラムに基づき、

米国において最初に新医療機器が承認 されてから我が国
において承認 されるまでの期間を 19ヶ 月短縮すること
等を目指 して、機構 として以下の措置を実施することと
する。

ア 的確かつ迅速な審査の実施
・ 学会や医療関係者等との連携を強化 し、最新の医療

動向や医療ニーズを踏まえた相談、審査を実施すると
ともに、医療機器の適正使用に向けた協力を進める。

・新医療機器、改良医寮機器、後発医療機器について、
審査の効率化・迅速化を図ることとし、それぞれの区
分ごとに専門の審査チームを設ける 3ト ラック審査制
を平成 23年度から順次実施する。

・審査手続における電子化の促進及び職員の ITリ テ
ラシーの向上を図る。

・審査の透明化及び効率化を促進するため、審査業務
プロセスの手引書を作成し、周知を行うなど、審査業
務プロセスの標準化を推進するとともに、各チームに
おける審査業務の進行管理機能を高めること等により、
マネジメント機能の強化を図る。

・改良医療機器、後発医療機器の申請資料の合理化 (―

部変更承認申請を含む)について、厚生労働省ととも
に、平成 21年度から順次検討・実施する。

新しい審査方式の導入等
・新医療機器についても、治験相談、審査及び安全対
策業務の連携をさらに強化し、治験相談段階から安全
性及び有効性に関する評価を行う仕組みを導入するた
めのガイダンスを平成 21年度中に整備した上で、平
成 22年度から導入する。

・医療機器に係る特定内容の一部変更承認に関する短
期審査方式について、平成 21年度よリー部実施を行
った上で、平成22年度より本格的な実施を図る。

1)先端的な医薬品・医療機器に対するアクセスの迅速化

【医療機器】

的確かつ迅速な審査の実施
・医療関係者のニーズを把握するため、学会や医療関係者との

対話を実施 し、それを踏まえた相談や審査を実施する。

・平成 23年度より3ト ラック審査制を順次実施 していくた
め、申請区分の考え方について整理 し、後発医療機器の審査ガ
イ ドラインの策定作業に協力する。    、

・審査資料等の電子化を促進 し、審査手続きにおける種々の電
子 ドキュメン トのよリー層の活用を図ることによつて、審査等
業務の効率化を目指せるよう体制を整備する。

・電子 ドキュメン トのよリー層の活用を図れるよう、少人数の
職員を対象にITリ テラシー研修の試行を行 う等の措置を講 じ、
効果的なITリ テラシー研修の実施を検討する。

・審査の透明化及び効率化を促進するために、平成 20年度に
公表 した「新医療機器等の承認申請資料に関する留意事項」の

周知徹底を図る。また、審査プロセスのメ トリックス管理シス
テムのためのマイルス トーンについて検討する。

改良医療機器及び後発医療機器の申請資料合理化のためのガ
ダンス作成に協力する。

新しい審査方式の導入等
・新医療機器等の事前評価制度を導入するにあたり、治験相談
の運用の見直し、ガイダンス等の作成を行う。

・特定内容の一部変更承認に関する相談の仕組みを設けて製造
販売業者等の質問に対応するとともに、厚生労働省発出の通知
に従つて一部実施する。

11
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

・医療機器承認基準、医療機器認証基準、医療機器審
査ガイ ドライン等の策定に協力し、HP等での公表の
推進を行うことにより、審査の迅速化を進めていく。
また、その際には特に以下の事項についての明確化を
図るものとする。
①軽微な変更についての一部変更承認申請の不要な範
囲、軽微変更届の必要な範囲の明確化については、
平成 21年度中に実施。

②臨床試験の必要なケースの明確化については、平成
21年度中に実施。

③一品目の範囲や類似変更の手続きの明確化について
は、平成 21年度から検討に着手し、方針を明確化。

後発医療機器について同等性審査方式の導入を平成
1年度より実施する。

・平成 23年 度までに、原興1、 全てのクラスⅡ医療機
器が第二者認証制度へ移行 されることに対応 して、ク
ラスIII、 Ⅳ医療機器 といつたハイ リスク品目に対する
審査の重点化に努める。

デバイス・ラグ解消に向けた目標設定
・平成 16年 4月 1日 以降に申請された医療機器に係
る総審査期間、並びにそのうちの行政側期間及び申請
者側期間の目標は、次のとお りとし、その目標を達成
することができるよう、行政側、申請者側の双方が努
力することにより、取 り組むものとする。

①新医療機器 (優先品日)の 審査期間
以下の表に定められた審査期間に関し、それぞれ 5
0%(中 央値)について達成することを確保する。

<別 表 6>参照

②新医療機器 (通 常品目)の審査期間
以下の表に定められた審査期間に関し、それぞれ 5

0%(中央値)について達成することを確保する。

(別 表 7>参照

③改良医療機器 (臨床あり品日)の審査期間
以下の表に定められた審査期間に関し、それぞれ 5
0%(中 央値)について達成することを確保する。

<別表 8>参照

④改良医療機器 (臨床なし品日)の審査期間
以下の表に定められた審査期間に関し、それぞれ 5
0%(中央値)について達成することを確保する。

く別表 9>参照

・厚生労働省が行 う医療機器承認基準、医療機器認証基準、医
療機器審査ガイ ドライン等の策定に協力するとともに、HP等
による公表を推進する。

・厚生労働省より発出された通知に従い、軽微な変更について
の一部変更承認申請の不要な範囲、軽微変更届けの必要な範囲
について明確化を行い、簡易相談により製造販売業者等の質問
に対応する。
・臨床試験の要不要の明確化について、厚生労働省が行 う通知
の運用に係るQ&Aの 作成に協力する。
・一品目の範囲の明確化等について、医療機器・体外診断用医
薬品に関する実務 レベル合同作業部会のWGにおいて検討する。

・厚生労働省が行 う後発医療機器の同等性のガイ ドライン作成
作業に協力するとともに、同等性審査方式の導入を実施する。

・厚生労働省が行 う認証基準策定の作業に、協力する

デバイス・ラグ解消に向けた目標設定
・平成 16年 4月 1以降に申請された医療機器に係る総審査期
間、並びにその うちの行政側期間及び申請者側期間の目標は、
次のとお りとし、その日標を達成することができるよう、行政
側、申請者側の双方が努力することにより取 り組むものとする。

・新医療機器 (優先品目)の審査期間
総審査期間 ;16ヶ 月、行政側期間 ;8ヶ 月、申請者側期間
;9ヶ 月、のそれぞれについて 50%(中 央値)を 達成する
ことを確保する。

・新医療機器 (通常品日)の審査期間
総審査期間 ;21ヶ 月、行政側期間 ;8ヶ 月、申請者lll期 間
:14ヶ 月、のそれぞれについて50%(中 央値)を 達成す
ることを確保する。

・改良医療機器 (臨床あり品目)の審査期間
総審査期間 :16ヶ 月、行政側期間 ;8ヶ 月、申請者側期間
;7ヶ 月、のそれぞれについて 50%(中 央値)を達成する
ことを確保する。

・改良医療機器 (臨床なし品目)の審査期間
総審査期間 ;1lヶ 月、行政側期間 ;6ヶ 月、申請者lll期間
;5ヶ 月、のそれぞれについて 50%(中 央値)を達成する
ことを確保する。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

⑤後発医療機器の審査期間
以下の表に定められた審査期間に関し、それぞれ 5
0%(中 央値)について達成することを確保する。

<別表 10>参照

工 国際調和及び国際共同治験の推進
「PMDA国 際戦略Jに基づき、厚生労働省 とと
もに、欧米やアジア諸国 との連携により積極的な国
際活動を推進 し、医療サービスの向上 と機構の国際
的地 位 の 確 立 を図ることとし、下記 をは じめ と
す る諸 々の施策 を実施す る。

①欧米アジア諸国、諸国際機関との連携強化
・米国FDAと 協力 し、秘密保持契約に基づ くバイラ
テラル協議及びHBD活 動の推進及び情報の受発信
の促進 を図る。

・他の欧米アジア諸国・諸国際機関との協力関係の構
築を図る。

・GLP・ GCP。 医療機器及び体外診断用医薬品の

製造管理及び品質管理の基準 (以 下QMSと い う。)

に関す る調査に関 して、他国 との連携 を強化 し、
調査報告書 の交換等の実施環境 の整備 を図 る。

②国際調和活動に対する取り組みの強化
・医療機器規制調和国際会議 (以下GHTFと い う。)

において決定された承認申請データの作成基準などの

国際的な基準及び ISO等のその他国際基準との整合
性・調和を推進する。

・GHTF等 の国際会議において、 日本の意見を積極
的に表明し、国際基準の策定に貢献する。

・WHO、 OECD等 における国際調和活動への参画
と貢献を図る。

後発医療機器の審査期間
総審査期間 ;8ヶ 月、行政側期間 :

3ヶ 月、のそれぞれについて50%
とを確保する。

5ヶ 月、申請者側期間 ;

(中 央値)を達成するこ

・上記の日標を達成するため、厚生労働省より発出された「医
療機器の審査迅速化アクシヨンプログラムJに基づき、次の取
り組みを行う。
①医療機器審査部の審査員の増員を図る。
②審査担当者の能力向上のため、研修の充実を図る。
③新医療機器・改良医療機器・後発医療機器の区分毎に専門の
審査チームを設ける3ト ラック審査制を導入するため、審査
体制の検討に着手する。

④承認基準、審査ガイドライン等の策定により審査基準の明確
化を図り、審査の迅速化を進める。

国際調和及び国際共同治験の推進
「PMDA国 際戦略」に基づき、下記をはじめと
する諸々の施策を実施する。

①欧米アジア諸国、諸国際機関との連携強化
・米国FDAと 協力 し、秘密保持契約に基づくバイラテラル協
議及びHBD活 動を推進するとともに、情報の受発信の促進を
図る。

・他の欧米アジア諸国・諸国際機関との協力関係の構築を図
る。

・GLP・ GCP・ QMSに 関する調査に関して、他国等 との
連携を強化 し、調査報告書の交換等の実施環境の整備を図る。

②国際調和活動に対する取り組みの強化
・GHTFに 積極的に参加するとともに、日米E
U加豪で決定された承認申請データの作成基準の国際的な基準
及び ISO等の国際基準とわが国の基準との整合性を確保する
ための活動を推進する。

・東アジアレギュラトリーシンポジウムを開催し、東アジア関
係各国との連携強化を図る。

・GHTFの 会議へ参カロすることにより、QMS調査の方法の
海外との整合性・調和を推進するとともに、情報の交換を図る。

・WHO、 OECD等 における国際調和活動への参画 と貢献を
図る。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

③人的交流の促進
・海外規制当局とのネットワーク構築の促進のため、
国際学会、国際会議への職員の積極的な参カロ並びに
FDAへの派遣機会の充実を図る。

・中国、韓国及びその他の諸国並びに国際機関との人
材交流を促進し、審査及び安全対策関連情報を定常
的に交換できる体制の構築を進める。

④国際感覚、コミュニケーション能力を備えた人材の育
成

, 
強 化

・ GHTF等 の国際会議において、国際的に活躍でき
る人材の育成を図るため、対外交渉や国際会議への
出席等を含む職員の研修プログラムの策定及び実施
を図る。

・役職員向けの英語研修等の継続・強化による語学力
の向上を図る。

⑤国際広報、情報発信の強化・充実
・英文ホームページの強化・充実を図るため、薬事制
度、業務内容、審査報告書及び安全性情報等の英訳
公開を推進する。

・国際学会における講演、ブース出展等を継続的に実
施する。

・海外関係プレスヘの情報配信を推進する。

治験相談等の円滑な実施
。優先相談、事前申請資料確認等を実施 し、承認申請
までに指導・助言を提供する機会を増加 させる。

・新医療機器等の治験相談等については、相談の申し
込みから対面相談までの期間及び優先治験相談の第 1

回 目対面までの期間等を短縮 し、相談の手続きの迅速
化を図る。

・また、治験相談については、質の高い相談を実施す
るとともに、全ての相談に対応することとすることと
し、処理可能な枠数 として、平成 25年度までに、最
大で 200件程度を確保することとする。

・平成 21年度中に相談区分の見直 しを行い、治験相
談を含む相談の質・量の向上を図る。

③人的交流の促進
・国際業務担当部署の更なる充実・強化を進め、職員の派遣・
研修生の受入等を活用し、審査等業務及び安全対策業務に関
し、欧米の規制当局との連携の強化を図る。

・中国、韓国及びその他の諸国並びに国際機関との人材交流を
促進 し、審査・安全対策関連情報を定常的に交換できる体制
の構築を進める。

④国際感覚、コミュニケーション能力を備えた人材の育成・強化
・国際的に活躍できる人材育成のため、GHTF等 の国際会議

や対外交渉への出席を含む研修プログラムを策定する。

・既存の一般体系コースの英語研修の継続 。強化を図る。

⑤国際広報、情報発信の充実・強化
・英文ホームページの充実、強化を図るため、薬事制度、業務

内容、審査報告書及び安全性情報等の英訳公開を推進する。

・国際学会における講演、ブース出展等を継続的に実施する。

・海外関係プレスヘの情報配信を推進するための方策を検討
し、具体化を進める。

治験相談等の円滑な実施
。優先相談、事前面談申請資料確認等を引き続き実施 し、承認
申請までの指導・助言に努める。優先治験相談について、引き
続き、随時相談申し込みを受け付け、治験相談の手続きの迅速
化を図る。

・新医療機器等について、治験相談担当者の適正配置及び柔軟
な相談体制の構築を図ることにより、申し込みのあった全ての
治験相談に対応する。また、新医療機器等の治験相談について、
申し込みから対面相談までの期間を短縮する。

・実施要領、業務手順書の見直し等を行い、対面相談から記録
確定までの期間の達成にかかる自己点検の実施、日標の達成状
況の相談担当者への周知、治験相談の実施方法や記録作成方法
の改善等により、業務を適切に管理する。
具体的には、対面相談から記録確定までの期間 30勤務 日を

60%に ついて、達成する。

・平成 21年度中に相談区分の見直等 しを行い、新医療機器等
の事前評価制度を導入するにあたり、治験相談の運用等につい
て見直 しを行 う。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

新技術の評価等の推進
・バイオ・ゲノム・再生医療といった先端技術の評価
については、中期 目標期間を通じ、高度な知見を有す
る外部専門家を活用する。

・先端技術を応用 した製品に係る国の評価指針の作成
に協力するとともに、本機構 としても、評価の際に考
慮すべき事項 (point to consider)を積極的に公表す
る。

・臨床試験実施前の細胞・組織利用医療機器に関する
事前審査について、迅速な実施を図る。また、カルタ
ヘナ法に関す る事前審査について、行政側期間を第 1

種使用の承認については 6ケ月、第 2種使用の確認に
ついては 3ケ月 とし、それぞれ 50%(中 央値)につ
いて達成することを目標 とする。

・国民により有効でより安全な医療機器を速やかに提
供 していくため、先端技術を利用 した新医療機器開発
が適切に行われるよう、早い段階から薬事上の相談に
応 じる体制を整備する。

・スーパー特区について、必要な対応を行 う。

新技術の評価等の推進
・バイオ・ゲノム・再生医療といつた先端技術を応用した医療
機器の治験相談、承認審査について、高度な知見を有する外部
専門家を活用する。

・先端技術を応用した製品に係る国の評価指針の作成に協力す
るとともに、評価の際に考慮すべき事項 (point to consider)
の対象を選定する。

・臨床試験実施前の細胞・組織利用医療機器に関する事前審査
について、資料整備相談等の利用等を促し、迅速な実施を図る。
また、カルタヘナ法に関する事前審査について、行政側期間の
日標 (第 1種使用の承認については6ケ月、第 2種使用の確認
については 3ケ月とし、それぞれ 50%(中 央値))を達成す
るため、申請の手引きを作成し、意見等を求める。

・「バイオ品質分野」の相談に努めるとともに、治験相談とは
別にベンチャー企業のための相談事業を実施する。

・スーパー特区に採択された案件について、厚生労lJJ」省が実施
する薬事相談に協力する。

評価項 目 【評価項目11 業務の迅速な処理及び体制整備 (医療機器)】 自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価の視点等 (案 )

[数値 目標 ]

○厚生労lflb大 臣が指定した優先審査の対象製品について、中期 目標期間終了時
までに、医療機器については、審査事務処理期間 9ヶ 月を 70%について達
成すること。

○新医療機器について、審査事務処理期間 12ヶ 月を平成 16年度においては、
70%について達成するとともに、平成 17年度及び 18年度においては、
80%、 平成 19年度及び20年度においては、90%について達成するこ
と。

[数値目標 ]

○新医療機器 (優 先品日)の審査期間 (下 記の期間に関し、それぞれ 50%に
ついて達成 )

平成 21～ 22年度 総審査期間 16ヶ 月、行政4111期 間 8ヶ 月、申請者 llll期

間9ヶ 月
平成23年度 総審査期間 15ヶ 月、■政側期間7ヶ星、鬼請者側期間8ヶ
月
平成 24年度 総審査期間 13ヶ 月、行政lll期間 7ヶ 月、申請者側期間6ヶ
月
平成 25年度 総審査期間 10ヶ 月、行政lll期 間6ヶ 月 申請者側期間4ヶ

．　
　
器一月一財

(通常品目)の審査期間 (下記の期間に関し、それぞれ 50%に

lヶ 月、行政側期間 8ヶ 月、申請者側期
間 14ヶ 月
平成 23年度 総審査期間 20ヶ 月、行政側期間 8ヶ 月、申請者側期間 12
ヶ月
平茂 24年度 総審査期間 17ヶ 月、行政側期間 7_ヶ え、申請者側期間 10
ヶ月
平成 25年度 総審査期間 14ヶ 月、行政側期間 7ヶ 月 申請者側期間 7ヶ
月
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[評価の視点]

○新医薬品、新医療機器、優先審査対象製品の審査事務処理期間について、中
期計画に掲げる日標値の産成に向けた取 り組みがそれぞれ講 じられ、着実に
進展 しているか。

(※ 医薬品 。医療機器 共通 医薬品はN0 10)

OICHに おいて日米EUが合意 した審査データの作成基準などの国際的な基
準その他国際基準 との整合性 調ヽ和を推進するための取 り組みが積極的に行
われているか。 (※医薬品・医療機器 共通 医薬品はN0 10)

療 機 器 の 相 談 件 数 に つ い

[評価の視点]

してい くために、
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医薬品医療機器総合機構

中 期  目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績
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GMP/QMS調 査に関 し、中期 目標期間終了時
までに、適切に実地調査を実施できる体制を構築す
ること。

|」薯奮[「

的な医薬品 。医療機器に対するアクセ

ぅ

医薬品及び医療機器に関して、承認申請等に係る試
験及び治験の適正な実施の促進並びに申請資料の信頼
性の確保を図るとともに、その製造工程や品質管理体
制を適正に維持管理していくために、下記のとお り、
各種調査をはじめとした取組を実施する。

ア 新医薬品の信頼性適合性調査の円滑な実施
。今後、治験関係の資料・記録の電子化が高まるこ
と、国際共同治験に関係する施設 (医療機関、治験
の運用管理システムの企業拠点)が国内外にまたが
ることから、国内治験を想定した現行の調査手法の
見直 しを行い、新医薬品の信頼性適合性調査につい
ては、機構職員が企業に訪問して実施する方式 (企
業訪問型書面調査)を 平成 21年度から段階的に導
入 し、平成 25年度までに調査件数の 50%以 上を
同方式により実施できるようにする。

・申請品目ごとに実施 している信頼性適合性調査の
効率化を目的として、治験を実施するうえで共通す
る、企業、医療機関、治験審査委員会等のシステム
を調査するGCPシ ステム調査制度の導入に向けた
検討及び検証を行 う。

イ 再審査適合性調査の円滑・効率的な実施
・製造販売後調査等が既に終了した品目に関し、よ
り適切かつ効果的な時期にGPSP実 地調査、書面
調査を実施することにより、効率化を進める。

GMP/QMS調 査の円滑な実施
・GMP/QMS調 査の効率的な在 り方について
検討・実施する。

・GMP/QMS調 査については、平成 25年度ま
でに、以下のとおり、リスク等を勘案して、一定の
頻度で実地調査を実施できる体制を構築する。
①厚生労働大臣許可施設は、概ね 2年に一度
②都道府県知事許可施設 (機構調査品目の製造施設

に限る。)は、概ね 5年に一度
③国外の施設 (機構調査品目の製造施設に限る。ま

た、MRA等 の対象品日の製造施設を除く。)は、
過去の調査歴等を踏まえ、道切に実施。

6通送|ヒ 
端的な医薬品 。医療機器に対するアクセ

ぅ

オ 治験相談等の円滑な実施
・優先相談、事前申請資料確認等を引き続き実施す
るとともに、承認申請までに指導・助言を提供する
機会の増加を目指 して、相談メニューの拡充等の検
討を行 う。

ア 新医薬品の信頼性適合性調査の円滑な実施
・業務の効率化のため、書面調査と実地調査の進捗
管理を統合する。企業訪問型書面調査 (以下 「訪問
書面調査」という。)を導入 し、 20調査を訪問書
面調査方式で実施する。特に優先・迅速品目につい
ては実地調査と同時に訪問書面調査を実施する。

・急速に進んでいる治験の電子化に対応するため、
EDCシ ステムを中心にシステム調査の検討を進
める。

再審査適合性調査の円滑・効率的な実施
・製造販売業者側の専門家を含めた検討会を設け、
再審査適合性調査の現状の課題を整理 し、適切な時
期に効率的な調査を行 うための手法の検討を開始す
る。

GMP/QMS調 査の円滑な実施
・医薬品・医療機器の製造販売承認に係るGMP/
QMS調 査については行政lll期 間に影響を及ぼさな
いように処理することが重要であり、このため、G
MP/QMS調 査の申請を適切な時期に行 うよう申
請者に要請する。

GMP/QMS調 査業務を適切に管理すると
、調査の迅速化・効率化のための改善を図る

・GMP/QMS調 査に係る相談窓回の円滑な運用
を図る。

・GMP/QMS調 査については、 リスク等を勘案
して一定の頻度で実地調査を実施できる体制の構築
に努める。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

・アジア等の海外の製造所に対する実地調査を積極
的に実施する。

・審査の担当者をGMP/QMS調 査チームに組み
入れるとともに、GMP/QMS調 査の担当者を審
査チームに組み入れることにより、調査及び審査の
連携を推進 し、それぞれの質を高める。

・アジア等の海外の製造所に対する実地調査を積極
的に実施する。

・審査の担当者をGMP/QMS調 査チームに組み
入れるとともに、GMP/QMS調 査の担当者を審
査チームに組み入れることにより、調査及び審査の
連携を推進し、それぞれの質を高める。

・調査部門としての品質システムの充実 。強化を図
る。

評価項 目 【評価項目12 業務の迅速な処理及び体制整備 (各種調査)】

【旧評価項目12 業務の迅速な処理及び体制整備 (治験相談)】

自己評定 評  定

評価の視点等 (現行) 評価の視点 (案 )

[数 lLI目 標 ]

○治験相談について、 20年度に年間 420件 の処理能力を確保 し、申請から
対応までの期間を 2ヶ 月程度に短縮すること。
・対面相談から記録確定までの期間 30勤務日を 10%を達成すること。
・優先対面助言指定品目の第 1回 目対面助言までの期間 30勤務 日を 50%

を達成すること。

[評価の視点]

○優先治験相談制度を創設 し、承認申請までの指導の機会の増加を図るための
取組みが講 じられているか。また、治験相談の申し込みから対面相談までの
期間等を短縮するための取 り組みが講 じられているか。

○バイオ・ゲノムといった先端技術の評価について、高度な知見を有する外部
専門家を活用 し、新技術を応用 した製品に係る国の評価指針作成に協力して
いるか。

[数値日標 ]

[評価の視点]
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○新医薬品の信頼性適合性調査について、企業訪問型書面調査を導入 し、
着実に実施 しているか。

○治験を実施する上で共通する、企業、医療機関、治験審査委員会等のシ
ステムを調査するCCPシ ステム調査制度の導入に向けた検討、検証を
実施しているか。

○再審査適合性調査について、円滑かつ効率的に実施 されているか。
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(2)審査等業務及び安全対策業務の信頼性の向上

審査等業務及び安全対策業務の信頼性を一層向上さ
せることにより、国民や医療関係者が安心 して使用で
きる医薬品 。医療機器を提供すること。

ア 審査等業務及び安全対策業務において、国際的に
見ても遜色のない水準の技術者集団を構築するため
職員の技能の向上に努めること。また、欧米やアジ
アの規制当局、内外の研究機関・研究者 との更なる
連携の強化を図ること。

(2)審査等業務及び安全対策業務の信頼性の向上

研修の充実
・審査等業務及び安全対策業務の質の向上を図るた
め、医薬品審査等を念頭に平成 19年度に策定 した
研修プログラムについて、実施状況を評価するとと
もに、内容の充実を図り、その着実な実施を図る。

・医療機器審査等及び安全対策業務を念頭においた
研修について、内外の大学や研究所等への派遣や米
国FDAの 審査機関の研修方法を参考にして充実を
図ることとし、平成 21年度中に、そのための研修
プログラムを策定する。

・医薬品、医療機器等の適切な安全対策や医療安全
対策を検討する上で臨床現場の経験や企業による安
全対策業務の知識が必須であることから、臨床現場
や企業に対する調査の現場での研修を実施する。

・医療機器等の製造工程や品質管理方法の理解を深
め、医療機器等の市販後安全対策業務の質の向上を
図る。

各国規制当局との連携の推進
・審査等業務及び安全対策業務に関し、中期 目標期
間を通 じ、欧米やアジアの規制当局との連携の強化
を図る。特に米国FDAや欧州EMEAに ついて、
リアルタイムでより詳細な情報収集や意見交換が可
能な体制を整備する。

外部研究者 との交流及び調査研究の推進
・連携大学院 として大学院生の受け入れを通 した交
流を推進することにより、臨床現場等における臨床
研究・臨床試験に関する基盤整備及びレギュラ トリ
ーサイエンスの普及に協力するとともに、レギュラ
トリーサイエンスに関する国内外の研究動向等の把
握や研究活動に関する情報発信等を積極的に行 う。

・大学院生の受け入れについては、内部規程等の整
備を行い、適正に実施 していく。

(2)審査等業務及び安全対策業務の信頼性の向上

研修の充実
・平成 20年度に実施 した研修結果をもとに評価方
法を検討 し、本格的な評価のための準備を行 う。
また、安全対策及び機器審査担当者の増員も考慮し、
①安全対策について、基礎研修を充実強化させる。
②医療機器についても研修カリキュラムの強化を図

る。

・専門領域ごとの職務精通者による教育・指導等を
行 うことにより、職員の技能の向上を図る。

・GMP/QMS調 査担当者の教育研修の実施等に
よる調査体制の整備を進める。

・内外の大学・研究所 とのよリー層の交流を目指す
とともに、米国FDAの 審査機関の研修プログラム
を参考にした研修プログラムの充実強化を図る。

・医薬品等の安全対策に資することを目的とし、臨
床現場等における研修の機会の増加及び研修プログ
ラムの内容の強化を目指す。

・医療機器等の製造工程や品質管理方法の理解を深
めるため、企業の協力を得ながら製造施設などの見
学等を実施 し、市販後安全対策業務の質の向上を図
る。

各国規制当局との連携の推進
・審査等業務及び安全対策業務に関し、欧米やアジ
アの規制当局との連携の強化を図る。特に米国FD
Aや欧州EMEAと はリアルタイムでより詳細な情
報収集や意見交換が可能 となるような体制構築につ
いて検討を進める。

外部研究者 との交流及び調査研究の推進
・連携大学院の実施に向け、各大学に対する説明を
推進するとともに、連携大学院協定が締結され しだ
い、大学院生の受け入れを行い、その研究指導等を
実施する。

・連携大学院に基づ く大学院生の受け入れに際 し
て、その身分及び服務規律をはじめとした各種規程
を整備する。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

効暑京る妻基な自媒誉壇震早きるデ亥景富奨蜃単富
療機器に係る治験が円滑に実施できるように支援す
るとともに、当該製品に係 る審査を円滑に実施する
こと。

審査報告書の公開をはじめとした審査等業務及び
安全対策業務の透明化をよリー層推進すること。

審査等業務及び安全対策業務の信頼性確保及び―
層の効率化を図るための情報システム基盤を整備す
ること。

ゲノム薬理学等への対応の推進
・中期目標期間を通じ、新技術を応用 した製品に係
る国の評価指針の作成に協力する。

・ゲノム薬理学の医薬品開発への利用を促進するた
め、国の評価指針の作成に協力するとともに、海外
規制当局との連携、情報共有を推進 して、米国FD
A、 欧州EMEAと の 3極合同での助言を実施でき
る体制を確立するなど、国際的な手法の確立に貢献
できるよう、そのための検討を進める。

適正な治験の推進
・中期目標期間を通じ、国内における治験の質を確
保するため、医療機関等における実地調査等を踏ま
え、適正な治験の普及についての啓発を行 う。

審査報告書等の情報提供の推進
・業務の透明化を推進するため、厚生労働省と協力
し、優先審査の結果を含む審査報告書やその他審査
等業務に係る情報を、国民、医療関係者からみて、
よリアクセスしやすい形で速やかに提供するととも
に、審査に関連する情報の提供内容を拡充するなど、
情報公開の充実のための取り組みを積極的に推進す
る。

・新医薬品及び新医療機器に関する審査報告書につ
いては、行政側、申請者側の双方が努力することに
より、承認後直ちに、機構HPに掲載するとともに、
医薬品に関する再審査報告書の公表についても適切
に対応することとする。また、新医薬品及び新医療
機器に関する資料概要についても、承認後 3ヶ 月以
内にHPへ の掲載を行 うこととする。

・審査に関連する情報公開請求への対応のあり方に
ついて、中期 目標期間中に、厚生労働省 とも連携 し
て検討を行い、その結果を踏まえ、適切に対応する。

外部専門家の活用における公平性の確保
・適切な知見を有する外部の専門家を活用する。そ
の際、公正なルールに基づき、審査等業務及び安全
対策業務の中立性・公平性を確保するとともに、必
要に応 じてルールの見直しを行 う。

ク 情報システムの充実による審査・安全業務の質の
向上
・取 り扱 う情報量の増加及び各情報の相関性・正確
性の深化が予想 される審査業務及び安全対策業務
においては、その変化に対応できるための情報シ
ステムの機能追加を行い、業務の質の向上を図る。

ゲノム薬理学等への対応の推進
・ゲノムを利用 した医薬品評価など新技術を応用
た製品に係る国の評価指針の作成に協力する。

・ゲノム薬理学に関する国の評価指針作成に向けて
の検討に協力するとともに、ゲノム薬理学の医薬品
開発への応用について、積極的に貢献できる体制の
構築について検討を進める。

適正な治験の推進
・医療機関等における実地調査の充実を図るととも
に、医療関係者、患者への治験の啓発、関係団体と
の連携に努める。

審査報告書等の情報提供の推進
。国民に対する業務の透明化を推進するため、厚生
労働省 と協力 し、関係企業の理解と協力を得て、優
先審査の結果を含む審査報告書やその他審査等業務
に係る情報を、速やかに医薬品医療機器情報提供ホ
ームページに掲載する。

・機構の審査等業務及び安全対策業務の海外への広
報のため、継続的に審査報告書及び安全情報等の英
訳版を作成 し、機構の英文ホームページにおいて公
表する。

・公表に係 るガイ ドラインを整備 し、行政側、申請
者側の双方が速やかに公表資料の作成及び確認がで
きるようにすることにより、審査報告書については
承認後直ちに、資料概要については承認後 3ヶ 月以
内に情報公開する割合を高める。

・審査に関連する情報公開請求への対応のあり方に
ついては、対象となりうる文書の取扱い等について、
厚生労働省 との関係 も含めて整理を開始する。

外部専門家の活用における公平性の確保
・適切な知見を有する外部の専門家を活用する。

・当該専門家の活用に当たつては、専門協議等の実
施に関するルールに基づき、審査等業務又は安全対
策業務に関与する場合における寄付金等の状況を確
認 し、その結果を公表等することで透明性を確保す
る。

情報システムの充実による審査・安全業務の質の
向上
。審査等業務・安全対策の拡充に必要な既存の情報
システムの機能改善等の充実を計画的に進め、業務
の質の向上を図る。
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評価項目
３

４

５

１

目

目

目

目
項
項
項

項
価
価
価

価
評
評
評

評
旧
旧
旧
―

Ｉ
Ｉ
‥
Ｉ
等

審査等業務及び安全業務の信頼性の向上】
審査等業務及び安全業務の質の向上】
適正な治験の普及等】
審査等業務及び安全業務の透明化の推進

自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価の視点 (案 )

[数値 目標 ]

○特になし

[評価の視点]

○審査等業務及び安全対策業務の質の向上を図るための各種取組みが講 じられ
ているか。
(具体的取 り組み)

・業務等の目標に応 じた系統的研修機会の提供
・短期間で異なる分野の業務への職員の異動を行わない。
・適切な知見を有する外部専Fi家の活用
・情報支援システムの 18年度までの構築
・欧米やアジア諸国の規制当局との連携

〇ゲノムを利用した医薬品評価など新技術を応用 した製品に係る国の評価指針
作成に協力するとともに、国内における治験の質的向上を図るために、医療
機関等の実地調査や適正な治験の普及啓発の取組みが講 じられているか。

○厚生労働省や関係企業 と協力 し、審査報告書や新薬承認情報及び安全対策業
務に係 る情報を的確に医薬品情報提供システムに掲載 し、国民へ情報提供を
行つているか。

○医療機器の構造上の欠陥とは言えない不具合の発生率を把握 し、科学的に医
療機器の安全性を評価する体制の構築が図 られているか。また、ペースメー
カーなど埋め込み型で リスクの高い トラッキング医療機器についての経時的
な不具合発生率など医療機器の稼働状況に係るデータを収集 し、安全性を評
価するシステムの整備が図られているか。

[数値日標]

○特になし

[評価の視点]

一̈　蜀
査等に係る研修について、内容の充実を図るため研修プログ
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

安全対策業務の強化・充実

薬害肝炎検証委員会の中間とりまとめを踏まえ、医
薬品 。医療機器の使用における副作用等のリスクを回
避 し、副作用等発生時の早期対応のための関係者の危
機管理 (リ スクマネジメン ト)体制をよリー層強化す
ること。

副作用等情報の評価の高度化、専門化に的確に対
応できるよう、all作用等情報の整理及び評価分析体
制を大1日 に充実強化 し、体系的、恒常的に副作用情
報の網羅的な評価を実施すること。また、 IT技術
の活用により、複数の副作用情報に新たな関連性を
見いだ し、新規の安全性情報の発見・解析を行 う手
法を研究、活用する等効率的・効果的な安全性情報
の評価体制を構築し、随時改善を図ること。

(3)安全対策業務の強化・充実

市販後安全対策の体制整備により、厚生労働省とと
もに、迅速かつ的確な安全対策を講 じ、副作用被害等
の発生・拡大の防止を図る。それにより、患者の治療
が確保 され、医薬品等が医療の場で有効にその役害Jを

果たせるようにする。
また、医薬品等の研究開発、審査、市販後に至る一

貫したリスク・ベネフィットの管理・評価ができるよ
う、審査部F5と 安全対策部門の連携を強化 し、もつて、
承認審査の迅速化の基盤 とする。

副作用等の分析・評価に当たっての基本的姿勢を職
員が理解するものとする。すなわち、副作用等の分析
・評価の際には、先入観を持たず、命の尊さと最新の
科学的知見に立脚 して評価にあたるものとする。また、
医学・薬学の進歩が知見の不確実性を伴 うことから、
常に最悪のケースを想定 し、予防原則に立脚 し、安全
対策の立案・実施に努めるものとする。

ア 副作用・不具合情報収集の強化
・医療機関報告について、厚生労働省 と連携し、報
告の増加を促す対策を講 じる。

・患者からの冨1作用に関する情報について、厚生労
働省 と連携 し、安全対策に活用する仕組みを構築す
る。

・昌1作用情報・不具合情報等の報告システムについ
て、 ICHの E2B等 の国際的な開発状況、情報技
術の進展等を踏まえ、システムの強化・高度化を図
り、効率的・効果的な安全性情報等の収集を推進す
る。

・使用成績調査等の副作用情報の電子化を行い、電
子化 された情報を安全対策に活用するためのデータ
ベースを構築する。

イ 副作用等情報の整理及び評価分析の体系化

<整理及び評価分析の体系化>
・医薬品の副作用等情報の評価の高度化、専門化に
的確に対応できるよう、平成 23年度には、審査部
門に対応 した薬効分類、診療領域を踏まえた分野ご
とのチーム編成 (おおむね 12チーム)の実現を目
指 し、段階的にチーム数を拡充するなど、副作用等
情報の整理及び評価分析体制を大幅に強化・充実
し、同時に IT技術を活用する等の方策を講 じ、国
内の医薬品副作用・感染症報告全体を精査する。

(3)安全対策業務の強化・充実

副作用・不具合情報収集の強化
・医療機関報告について、報告の増加を促すための
対策を厚生労働省 とともに検討する。

・患者からの副作用に関する情報について、厚生労
lrt省 と連携 し、安全対策に活用するためのプロセス
を検討する。

・副作用情報・不具合情報等の報告システムについ
て、 ICHの E2B等 の国際的な開発状況、情報技
術の進展等を踏まえ、必要なシステム開発のための
検討を行 う。

・使用成績調査等の副作用情報のデータベース化の
ため、必要な要件について検討する。

イ 副作用等情報の整理及び評価分析の体系化

<雫
置嚢ご所』雀質峯籍奪劣鼻価の調ヒ′専門化に

的確に対応できるよう、平成 21年度においては 4
チームの体制に拡充を行 う。

・評価者が標準的な業務を行えるよう新支援システ
ムを利用 した新たな手順を策定する。

・国内の医薬品副作用・感染症報告について、 15
日報告全体の精査を実施する。
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中 期  目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

・目l作用等情報の整理及び評価分析に当たつては、
副作用を早期に発見し、その拡大防止策を講ずるた
め、データマイニング手法を積極的に活用するとと
もに、諸外国の例を参考に随時改善を図る。

・医療機関からの副作用等報告に係るフォローアッ
プ調査を機構自ら行 う体制を、平成 21年度から段

階的に整備 し、平成 22年度には、全報告について

実施できるようにする。

・ 副作用等情報入手から添付文書改訂等の安全対
策措置立案までのプロセスを標準化 し、透明化を図
るとともに、処理の的確化及び迅速化を図る。

<企業に対する指導・助言体制>
・添付文書については、企業が最新の知見を医療現
場に情報伝達する重要なものであることから、承認
審査時点以降も最新の知見を反映 し、厚生労働省 と
ともに、之、要な公的確認が行われる仕組みを明確化
する。

・安全対策措置立案までの目標を設定 し、プロセス

の標準化・効率化を図ることにより、着実に迅速化
する。 日標については、例えば、企業との初回面会
から調査結果通知までの期間を、中央値でみて現行
の期間から短縮することなどを検討する。

・医薬品・医療機器の添付文書や医療関係者・患者
への情報伝達ツールの作成・改訂を企業が自主的に
行 う際の相談について迅速に対応する。

・医療現場において、より安全に医薬品・医療機器
が用いられることを目的 とした企業からの医療安全

相談について、迅速に対応する。

く安全対策の高度化等>
・レセプ トデータ等の診療情報データベースのアク
セス基盤を平成 25年度までに整備 し、薬剤疫学的

解析を行い、薬剤の リスクを定量的に評価すること
とする。具体的には、平成 23年度からその試行的
活用を開始 し、平成 25年度までに、副作用の発現
頻度調査や薬剤疫学的な解析を実施できる体制を構
築する。

・副作用等情報の整理及び評価分析に当たつては、
副作用を早期に発見し、その拡大防止策を講ずるた
め、データマイニング手法の活用方法について業務
手順を策定する。

・データマイニング手法のさらなる高度化について
も、諸外国の情報を収集 し専門家を含む検討会で検
討の上、随時改善を図る。

・医療機関からの副作用等報告について、詳細情報
が必要な報告については報告者に問い合わせる等を
行い、安全対策に積極的に活用する。

・医療機関からの副作用等報告に係るフォローアッ
プ調査を機構自らが行 う体制整備に着手する。

・医薬品の副作用等情報入手から安全対策措置案を
策定するまでのプロセスの検証を行 う。

企業に対する指導・助言体制>
・医薬品の添付文書の作成要綱の改訂作業が行われ
ているところであり、厚生労働省 とともに必要な公
的確認が行われる仕組みを検討する。

・安全対策措置立案までの目標を設定し、迅速化に
向けて作業工程を検討する。

・業務の迅速化を図るため、業務の標準手順を策定
する。

・医薬品 。医療機器の添付文書や医療関係者・患者
への情報伝達ツールの作成 。改訂を企業が自主的に
行 う際の相談について迅速に対応する。

・医療現場において、より安全に医薬品・医療機器
が用いられることを目的とした企業からの医療安全
相談について、迅速に対応する。

く安全対策の高度化等 >
・各種診療情報データを入手した上で、それぞれの

特徴を整理 しつつ、薬剤疫学的な活用可能性の検討
を行 う。

・医療機関からの副作用情報の収集について検討を
イ子う。

・レセプ トデータから医薬品の使用量等、副作用発
現頻度に関連す る情報の抽出方法について検討す
る。
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中 期 日 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

収集した安全性情報の解析結果等の医療関係者、
企業へのフィー ドバック情報の利用拡大及び患者へ|
の適正使用情報の提供手段の拡大を図り、医療機関

[13][ら ,El綸
否i貰 :そ[1

救済業務及び審査関連業務 との連携を図 り、適切
な安全性の評価を実施すること。

・埋め込み型のリスクの高い トラッキング医療機器
(埋め込み型補助人工心臓)について、経時的な不

具合発生率など医療機器の稼働状況に係るデータを
収集、評価するシステムを構築 し、安全対策等に活
用すべく適切な運用を図る。

・医療機器の特性から一定の害1合で発生する、構造
上の欠陥とは言えない不具合の発生率を把握 し、科
学的な評価手法を開発する。

・ゲノム薬理学の市販後安全対策への利用につい
て、調査研究を促進する。

の恒翌
のフィー ドバック等による市販後安全体市ll

救済業務 との連携及び審査から一貫 した安全性管
理の体制
。個人情報に十分配慮 しつつ、被害救済業務の情報
を安全対策業務に活用する。

・新医薬品について、審査等業務担当及び安全対策
業務担当が共同で助言を行 うなど、治験段階から市
販後までの医薬品の安全性を一貫して管理する体制
を、平成 21年度から段階的に導入 し、平成 23年
度から本格的に実施する。また、これ らの業務を円
滑に行 うための情報支援システムを整備する。

・安全対策業務全体のマネジメン ト機能を強化 し、
各チームが有機的に連携 し、業務を的確に遂行する。

・医薬品等のリスクに応 じ、国際的な市販後安全対
策の取組 とも整合を図りつつ、承認時に求める市販
後の調査、安全対策等を合理的、効果的なものとし、
それ らの実施状況・効果の評価を適時適切に行い、
厚生労働省とともに、必要な見直し等を図る仕組み
を構築する。そのための検討を平成 21年度から開
始 し、平成 23年度までには、新たな仕組みを導入
する。

・承認条件 として全例調査が付された品目について
は、製造販売後調査等によって得られた安全性及び
有効性に関する情報を適時適切に評価 し、国民、医
療関係者に速やかに提供できるようにする。

・埋め込み型のリスクの高い トラッキング医療機器
(埋め込み型補助人工心臓)について、経時的な不

具合発生率など医療機器の稼働状況に係るデータを
収集、評価するシステム開発に着手する。

・医療機器の特性から一定の割合で発生する、構造
上の欠陥とは言えない不具合の発生率を把握 し、科
学的な評価手法について検討する。

・ゲノム薬理学の市販後安全対策への利用につい
て、調査研究を促進する。

情報のフィー ドバ
の確立

ク等による市販後安全体制

救済業務 との連携及び審査から一貫した安全性管
理の体制
・個人情報に十分配慮 しつつ、被害救済業務の情報
を安全対策業務に活用する。

・新医薬品について、審査等業務担当及び安全対策
業務担当が共同で助言を行 うなど、治験段階から市
販後までの医薬品の安全性を一貫して管理する体制
を、平成 21年度から段階的に導入する。また、こ
れ らの業務を円滑に行 うための情報支援システムを
整備する。

・安全対策業務の進1/9管理を行い、業務を効率的に
遂行する。

・医薬品等のリスクに応 じ、国際的な市販後安全対
策の取組とも整合を図 りつつ、承認時に求める市販
後の調査、安全対策等を合理的、効果的なものとし、
それらの実施状況・効果の評価を適時適切に行い、
厚生労働省 とともに、必要な見直 し等を図る仕組み
を構築する。そのための検討を開始する。

・市販直後調査対象品日の実施方法の見直しを厚生
労lJll省 と協力して行 う。

・承認条件 として全例調査が付された新医薬品につ
いては製造販売後調査等によって得られた安全性及
び有効性に関する情報を適時適切に評価 し、国民、
医療関係者に速やかに提供できるような仕組みを検
討する。
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評価項目 【新評価項目14 副作用・不具合情報収集の強化並びに整理
及び評価分析の体系化】
【旧評価項目16 副作用等の情報の収集】

自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価の視点等 (案 )

[数値 目標 ]

○医薬品の副作用・感染症情報等報告について、中期 目標終了時までに、電送
化率を年平均 80%以上とすること。

[評価の視点]

○副作用を早期に発見し、その未然防止策を講ずる観点から、企業や医療機関
等からの副作用等情報を用いたデータマイニング手法の導入に向けた取 り組
みが着実に進められ、その結果、中期 目標期間終了時までに安全対策業務に
導入され、適宜公表 されているか。
(具体的取 り組み)

・ 16～ 17年度に研究を実施
・ 18年度に手法の確立

○副作用情報の解析の精度を高めるために、情報収集拠点医療機関ネットワー
クの構築に向けた取 り組みが着実に進められているか。

また、ネッ トワーク医療機関にとつてメリッ トのある副作用情報等の提供
が行われているか。

○医薬品の副作用・感染症等情報について、電送化率 目標達成に向けた取 り組
みが言Fじ られ着実に進展 しているか。
(具体的取 り組み)

・電送 しやすい環境の整備
・電送化率年平均 80%以 上 (中 期目標期間終了時 )

〇医療機関、薬局等からのBll作 用・感染症等報告についての情報処理が、厚生
労lrll省 とオンラインにより行われるよう取組みが講 じられているか。

標
し

目
な

値
に

数
特

Ｅ
Ｄ

[評価の視点]

○中期計画に掲げる副作用・不具合情報収集の強化のための施策を適切に

○副作用を早期発見し、その拡大防止策を講ずるため、データマイニング

○医療機関からの副作用等報告に係るフォF― アツプ調査をPMDAカ 自

化し、透明化を図るとともに、処理の的確化及び迅速化を図つているか。

○中期計画に掲げる企業に対する指導・助言体制に関する施策を着実に実
施 しているか。
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

医
回
危
す
　
ノ

をヽ
の
化

え
ク
者
強

ま

ス
係
層

踏
り
関

一

を
の
の
り

め
等
め
よ

と
用
た
を

ま
作
の
制

・充実的］嚇瑯

全
炎
療
作
リ

球
訓
・医悧
駁
と。

３
薬
品
し
管
こ

ド

爆

鷹

ｒ

収集 した安全性情報の解析結果等の医療関係者、
企業へのフィー ドバック情報の利用拡大及び患者ヘ
の適正使用情報の提供手段の拡大を図 り、医療機関
での安全対策の向上に資する綿密な安全性情報提供
体制の強化を図ること。同時に、安全対策業務の成
果を国民に分か りやす くする観点から成果をより的
確に把握できる指標を設定すること。

(3)安全対策業務の強化・充実
市販後安全対策の体制整備により、厚生労働省 とと

もに、迅速かつ的確な安全対策を講 じ、副作用被害等
の発生・拡大の防止を図る。それにより、患者の治療
が確保され、医薬品等が医療の場で有効にその役割を
果たせるようにする。

また、医薬品等の研究開発、審査、市販後に至る一
貫 したリスク・ベネフィントの管理・評価ができるよ
う、審査部門と安全対策部門の連携を強化 し、もつて、
承認審査の迅速化の基盤 とする。

日1作用等の分析・評価に当たっての基本的姿勢を職
員が理解するものとする。すなわち、副作用等の分析
・評価の際には、先入観を持たず、命の尊さと最新の
科学的知見に立脚 して評価にあたるものとする。また、
医学・薬学の進歩が知見の不確実性を伴 うことから、
常に最悪のケースを想定 し、予防原則に立脚 し、安全
対策の立案・実施に努めるものとする。

ウ 情報のフィー ドバック等による市販後安全体制の
確立

・医薬品医療機器情報提供ホームページについて、
平成 25年度までにアクセス数の倍増を目指す。

・副作用のラインリス トについて、関係者がより
活用 しやすい内容 とするとともに、副作用報告か
ら公表までの期間を、平成 23年度から4か月に
短縮する。

・当該ラインリス トにおいて、平成 22年度から
機構が調査 した医療機関からのコl作用報告につい
て迅速に公表する。

・医療用医薬品の添付文書改訂の指示について、
指示書の発出から2日 以内にWebに 掲載する。

・副作用報告データ及び使用成績調査データにつ
いて、平成 23年度から関係者が r・n査・研究のた
めに利用できるようにするものとし、そのための
検討を平成 21年度から開始する。

・医薬品医療機器情報配信サー ビスについて、内
容をより充実 したものにするとともに、医療機関
や某局の医薬品安全管理責任者、医療機器安全管
理責任者等の本サービスヘの登録について、関係
機関の協力を得て強力に推進すること等により、
平成 23年度までに 6万件程度、平成 25年度ま
でに 15万件程度の登録を目指す。

・医療用医薬品・医療機器の添付文書改訂の根拠
となった症例など、副作用・不具合症例に係る情
報を提供する。

(3)安全対策業務の強化・充実

情報のフィー ドバック等による市販後安全体制の
確立

・医薬品医療機器情報提供ホームページについて、
広報活動等により月知を図 り、アクセス数につい
て対 20年度比で 25%増 を目指す。

・副作用のラインリス トについて、関係者がより
活用しやすい内容 とす るとともに、副作用報告か
ら公表までの期間短縮に向けた検討を行 う。

・副作用のラインリス トについて、関係者がより
活用 しやすい内容や公表方法の検討を行 う

・当該ラインリス トにおいて、機構が調査 した医
療機関からの副作用報告についても公表できるよ
う内容や公表方法の検討を行 う。

・医療用医薬品の添付文書改言Tの指示について指
示書の発出から2日 以内にWebに 掲載する。

・副作用報告データ及び使用成績調査データにつ
いて、関係者が調査・研究のために利用できるよ
う必要な項 目、フォーマ ット及び公開のための条
件について検討する。

・医薬品医療機器情報配信サー ビスについて、内
容をより充実 したものにするとともに、医療機関
や薬局の医薬品安全管理責任者、医療機器安全管
理責任者等の本サービスヘの登録について、関係
機関の協力を得て強力に推進する。

・医療用医薬品・医療機器の添付文書改訂の根拠
となった症例など、副作用・不具合症例に係る情
報を提供する。
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中 期  目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

講 じた安全対策措置について、企業及び医療機関
等における実施状況及び実効性が確認できる体制を
構築すること。

・患者に対する服薬指導に利用できる情報の提供
の充実を図る。

・「緊急安全性情報」等について、医療機関に対す
る情報伝達の方法等についても、平成 21年度に
厚生労働省 とともに検討を行い、その結果を踏ま
え、適切に対応するも

・「緊急安全性情報J、
「医薬品・医療機器等安全性

情報J等 を全面的に見直 し、医療機関において、
提供 される情報の緊急性・重大性を判別 しやす く
する方策を、厚生労働省 とともに推進する。

・後発医療用医薬品の適正使用推進のための情報
提供の充実を図る。

・医療現場においてより安全に医薬品 。医療機器
が用いられることを目的とした医療安全情報の発
信を定期的に行なう。

・各職能団体等が発信する医療安全情報を収集 し、
情報提供の充実を図る。

講 じた安全対策措置のフォローアップの強化・充
実
・安全対策措置の効果について、企業が実施する評
価 と並行 して、必要に応 じて独自に調査・確認・検
証できる体制を、平成 23年度から構築する。

・企業が医療機関等に対 して確実に情報を伝達して
いるかなど、企業における安全対策措置の実施状況
を確認するとともに、企業から伝達された情報の医
療機関内での伝達 。活用の状況を確認するための調
査を平成 22年度から段階的に実施する。

・患者に対する服薬指導に利用できる情報の充実
を図り、提供する。

・「緊急安全性情報」等について、医療機関に対す
る情報伝達の方法等についても、平成 21年度に
厚生労働省 とともに検討を行い、その結果を踏ま
え、適切に対応する。

・「緊急安全性情報」、「医薬品・医療機器等安全性
情報」等を全面的に見直 し、医療機関において、
提供 される情報の緊急性・重大性を判別 しやす く
する方策を、厚生労働省 とともに推進する。

・後発医療用医薬品の適正使用推進のための情報
提供の充実を図る。

・医療現場においてより安全に医薬品・医療機器
が用いられることを目的とした医療安全情報の発
信を定期的に行なう。

・各職能団体等が発信する医療安全関連の指針や
提言などの情報について、情報提供ホームページ
ヘの掲載依 1頂 などを行ない、情報の充実を図る。

講 じた安全対策措置のフォローアップの強化・充
実
・安全対策措置の効果について、企業が実施する評
価 と並行 して、必要に応 じて独自に調査・確認・検
証できる体制を検討する。

・企業が医療機関等に対 して確実に情報を伝達 して
いるかなど、企業における安全対策措置の実施状況
を確認するとともに、企業から伝達された情報の医
療機関内での伝達・活用の状況を確認するための調
査方法等の検討を行 う。

- 50 -



評価項 目

」雷型,3)「 
企業・医療関係者への安全性情報の提供とフ

【1日 評価項目17 企業、医療関係者への安全性情報の提供】

自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価の視点等 (案 )

[数値 目標 ]

°
]塘『 炉腎寒揚倉羹ど翼 ¥ξ反

薬品の副作用情報等について、報告受理後

°
5欝『 婿雪,『吸R意層チ]且

指示から当該指示文書のWebへ の掲載まで

[評価の視点]°
冒狂彗胃僧潔2ざ輩偲握羹ぶ讐9芳弯贅専きな5奏テ?刷鷹彙涙番言月そ潔
るか。

○中期計画に掲げる企業に対する相談・助言事業が適切に実施されているか。

○中期計画に掲げられた医療関係者への情報提供事業が適切に実施 されている
か 。

○副作用報告から公表までの期間を平成 23年度から4ヶ 月に短縮する。

[評価の視点]

信 サ ー ビ ス に つ い

のライ ン リス トについ
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

講 じた安全対策措置について、企業及びEII療機関
等における実施状況及び実効性が確認できる体制を
構築すること。

鳥
Ｆ

」

情報のフィー ドバ ック等による市販後安全体制
の確立

医薬品・医療機器 を安全かつ安心 して使えるよ
う、医薬品・医療機器に関する一般消費者や患者
からの相談業務を実施する。

患者への情報発信を強化するため、患者向医薬品
ガイ ドのよリー層の周知を図るとともに、利便性
の向上を図る。

その他国民等への情報発信の更なる充実を図る。

講 じた安全対策措置のフォローアップの強化・充
実

,情報提供業務の向上に資するため、機構が一般消
費者、医療関係者に対 して提供 した情報の活用状況
に関する調査を行い、情報の受け手のニーズや満足
度等を分析 し、情報提供業務の改善に反映する。

〔
ウ情報のフィー ドバック等による市販後安全体制
の確立

医薬品・医療機器を安全かつ安心 して使 えるよ
う、医薬品・医療機器に関する一般消費者や患者
からの相談業務を実施する。

患者向医薬品ガイ ドについてより利用 しやすい形
でインターネットで提供するとともに一層の周知
を図る。

報斃層晃異力全3秀履肇思各弯∫
国ヽ民等への情

実
講 じた安全対策措置のフォローアップの強化・充

・情報提供業務の向上に資するため、機構が一般消
費者、医療関係者に対 して提供 した情報の活用状況

ET曹参霧念「 鱈鞘提模羹多雰装馨2震戻М
足

評価項目
硝禦裾暑占98患言暑「盤湛信書を1秀婁基檀稽鞘信縫L 自己評定 評  定

評価の視点等 (現行) 評価の視点等 (案 )

[数値 目標 ]

○特になし

[評価の視点]

°
裏禦誌界経虎ど皇藷≧殿 ■ g長療機器に関する一般ツ肖費者や患者からの相

°
含券琥鮨歴裏皇言菫T広 2啓習煮戻羹黎,97聾紫ヴ〒暮誓智9尋億棋]侮
ているか。

[数値 目標 ]

○特になし

[評価の視点]
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○個人情報に十分配慮 しつつ、被害救済業務及び審査等業務 との連携を通 じ、
承認から救済まで一貫 した安全性の評価の実施へ向けた取組みが講 じられて
いるか。

○一般消費者や医療関係者に対 して提供 した情報について平成 19年度までに
調査 し、情報の受け手のニーズや満足度等を分析 し、情報提供業務の改善ヘ

向けた取組みが講 じられているか。

用 の た め の
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医薬品医療機器総合機構

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

第 4 財務内容の改善に関する事項

すξ留麿層、
2援
秀『
`詑

ヰ長
の財務内容の改善に関

本目標第 2の (1)及 び (2)で 定めた事項につい
ては、経費の節減を見込んだ中期計画の予算を作成し、
当該予算による運営を行うこと。

第 3 予算、収支計画及び資金計画

1 予算   別紙 1の とお り

2 収支計画 別紙 2の とおり

3 資金計画 卿j紙 3の とおり

第 4 短期借入額の限度額

(1)借入限度額

22億 円

(2)短期借入れが想定される理由

ア 運営費交付金、補助金、委託費等の受入れの遅延
等による資金の不足

イ 予定外の退職者の発生に伴 う退職金の支給

ウ その他不測の事態により生じた資金の不足

第5 重要な財産を譲渡 し、又は担保に供 しよ
るときは、その計画

なし

とす

第 6 剰余金の使途

審査等勘定において、以下に充てることができる。
・業務改善に係る支出のための原資
・職員の資質向上のための研修等の財源
なお、副作用救済勘定、感染救済勘定については、

独立行政法人医薬品医療機器総合機lVl法 (平成 14年
法律第 192号 )第 31条第 4項 の規定により、残余
の額は積立全 として整理する。

第 3 予算、収支計画及び資金計画

1 予算   別紙 1の とお り

2 収支計画 別紙 2の とお り

3 資金計画 卿1紙 3の とお り

第 4 短期借入額の限度額

(1)借入限度額

22億 円

(2)短期借 り入れが想定される理由

ア 運営費交付金、補助金、委託費等の受入れの遅延等に
よる資金の不足

イ 予定外の退職者の発生に伴 う退職金の支給

ウ その他不測の事態により生 じた資金の不足

第 5 重要な財産を譲渡 し、又は担保に供 しようとすると
きは、その計画

なし

第 6 乗」余金の使途

審査等勘定において、以下に充てることができる。
・業務改善に係る支出のための原資
・職員の資質向上のための研修等の財源
なお、副作用救済勘定、感染救済勘定については、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構法 (平成 14年法律第 1

92号 )第 31条 第 4項 の規定により、残余の額は積立金
とする。

評価項 目 １
目

目
項

項
価

価
評

評
旧

7 予算、収支計画及び資金計画】
9 予算、収支計画及び資金計画】l

自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価の視点等 (案 )

[数値 目標 ]

○特になし

[評価の視点]

○予算、収支計画及び資金計画について、各費日に関して計画と実績 との間に
差異がある場合には、その発生理由が明らかにされ、かつ、合理的なもので
あるか。

○利益乗1余金が発生している場合には、
なものであるか。

その発生要因となった業務運営は適切

[数値 目標 ]

○特になし

[評価の視点]

○予算、収支計画及び資金計画について、各費 目に関 して計画と実績 との間に
差異がある場合には、その発生理由が明らかにされ、かつ、合理的なもので
あるか。

○利益乗」余金が発生 している場合には、その発生要因となつた業務運営は適切
なものであるか。
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医薬品医療機器総合機構 18

中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21、 年 度 の 業 務 の 実 績

第 5 その他業務運営に関する重要事項

通則法第 29条第 2項第 5号のその他業務運営に関
する重要 目標は、次のとお りとする。

1)人事に関する事項

職員の専門性を高めるために外部機関との交流等
をはじめとして適切な能力開発を実施するとともに、
職員の勤務成績を考慮した人事評価を適切に実施す
ること。また、このような措置等により職員の意欲
の向上を図ること。

総合科学技術会議の意見具申、医療機器の審査迅
速化アクションプログラム及び薬害肝炎検証委員会
の中間とりまとめに基づき、必要な審査・安全対策
に係る人員数を確保すること。

なお、採用に当たっては、本機構の中立性等に十
分、配慮すること。

第 7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並
びに財務及び会計に関する省令 (平成 16年厚生労働
省令第 55号 )第 4条 の業務運営に関する事項は、次
のとお りとする。

(1)人事に関する事項

ア・業務の質の向上を図るため、業務等の日標に応 じ
て系統的に研修の機会を提供するとともに、企業と
の連携による研修の充実並びに厚生労働省、内外の
大学及び研究機関等との交流等によって、職員の資
質や能力の向上を図る。

・特に新規職員に対する指導を充実させ、増員によ
る体制強化の実行性を図る。

・組織運営を支える事務系職員の質の向上を図るた
め、総合職職員に対する研修プログラムについても
充実を図る。

・職員の意欲向上につながる人事評価制度を実施
し、職員の評価・ 目標達成状況を報酬や昇給・昇格
に適切に反映する。

・職員の専門性や業務の継続性を維持するため、将
来的なキャリア形成 を見据えた戦略的な配置を行
う。

・総合科学技術会議の意見具申、医療機器の審査迅
速化アクションプログラム及び薬害肝炎検証委員会
の中間取りまとめを踏まえた常勤職員の増員を行 う
ため、公募を中心に専門性の高い有能な人材を採用
する。なお、採用に当たつては、本機構の中立性等
に十分、配慮することとする。

※人事に係る指標
期末の常勤職員数は、期初の 108 1%を 上限
とする。

(参 考 1)期 初の常勤職員数
695ノ｀

医療機器の審査迅速化アクションプログラムを踏
まえて、

平成 22年度に新たに増員する審査部門の常勤職
員数 14人

平成 23年度に新たに増員する審査部門の常勤職
員数 14人

平成 24年度に新たに増員する審査部門の常勤職
員数 14人

平成 25年度に新たに増員する審査部門の常勤職
員数 14人

第 7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

11)人事に関する事項

。日標に応 じた系統的な研修の機会を提供する。
また、施設見学、企業講師による特別研修を充実

するとともに、内外の大学・研究所とのよリー層の
交流を目指す。

・中堅職員、管理職員の研修を充実させることによ
り新規職員に対する指導を充実させる。

・機構内文書研修の新設をはじめとする総合職職員
に対する研修プログラムを充実させ、事務処理に関
するスキルの底上げを図るとともに、総合職職員が
施設見学に参加 しやすい環境の整備に努める。

・職員の評価・目標達成状況を報酬や昇給・昇格に
適切に反映 し、職員の意欲を向上させるため、平成
19年 4月 に導入 した新人事評価制度を着実に実施
する。

・職員の専門性や業務の継続性を確保するため、適
正な人事配置を行 う。

・職員の専門性を維持するため、短期間で異なる分
野の業務に異動 しない等の配慮を行 う。

・総合科学技術会議の意見具申、医療機器の審査迅
速化アクションプログラム及び薬害肝炎事件の検証
及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員
会中間とりまとめを踏まえた審査・安全部門の常勤
職員の人材確保状況に応 じて、必要な分野の有能な
人材を公募を中心に、計画的に確保 していく。
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中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

機構の業務が製薬企業等 との不適切な関係を疑わ
れることがないよう、役職員の採用、配置及び退職
後の再就職等に関し適切な措置を講 じること。

(2)セ キュリティの確保

個人及び法人等の情報保護を徹底するため、事務室
等のセキュリティを確保するとともに情報管理に万全
を期すこと。

期末の常勤職員数  751人 (上 限)

(参考 2) 中期 目標期間中の人件費総額
27, 627百 万円 (見込)

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、
職員諸手当及び時間外勤務手当に相当する範囲の費
用である。

製薬企業等との不適切な関係を疑われることがな
いよう、役職員の採用、配置及び退職後の再就職等
に関し一定の制約を設け、適切な人事管理を行 う。

2)セ キュリティの確保

・防犯及び機密保持のために事務室の入退室管理設
備を用い、昼夜を問わず、入退室に係る管理を徹底
するなど内部管理体制の強化を引き続き図る。

・情報システムに係る情報のセキュリティの確保に
努める。

・保有文書の特性を踏ま
き確保する。

えた文書管理体制を引き続

・就業規則等の服務関係規程に基づき、採用時にお
ける誓約書の提出や、配置及び退職後の再就職等に
関する制約の規程を厳格に適用し、適切な人事管理
イ予う。

(2)セ キュリティの確保

・入退室管理システムの適正な運用を図るととも
に、入退室管理について、職員への周知徹底を図る。

・平成 20年度に実施 した情報システムに係るセキ
ュリティ監査結果を踏まえ、情報セキュリティの確
保に努めるとともに、テープヘのバ ックアップを行
い遠隔地にある委託業者の倉庫において適切に保管
する。

・情報セキュリティについて、現状を把握 し、情報
セキュリティ向上のための対応策を検討する。

・保有文書の特性を踏まえた文書管理体制を引き続
き確保する。
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評価項目 【評価項目18 人事に関する事項及びセキュリティの確保】
【旧評価項目20 人事に関する事項及びセキュリティの確保】

自己評定 評  定

評価の視点等 (現行 ) 評価の視点等 (案 )

[数値 目標 ]

○特になし

[評価の視点]

○業務等の目標に応 じた系統的な研修計画を策定し、当該計画に基づく研修が
実施されているか。

○職員の評価・目標達成状況が報酬や昇給・昇格に適切に反映されるような、
人事評価制度を導入 し、有効に機能 しているか。

○職員の専門性や業務の継続性を確保 した適正な人事配置が行われているか。

○ドラッグ・ラグを解消するための審査部門の常勤職員の増員等について、専
門性の高い有能な人材が、中立性等に配慮しつつ、公募を中心に確保されて
いるか。

○製薬企業等との不適切な関係を疑われることがないよう、役職員の採用、配
置及び退職後の再就職等に関しどのような制約が設けられ、それに基づき適
切な人事管理が行われているか。

○事務室の入退室に係る管理体制が強化されているか。情報システムに係る情
報セキュリティの確保が図られているか。

[数 lLI目 標 ]

○特になし

[評価の視点]

〇業務等の目標に応 じた系統的な研修計画を策定し、当該計画に基づく研修が

図つているか。

○新規職員に対する指導を充実させ、増量によ五 体制強化を図つているか。

○事務系職員の質の向上を図るため、総合職職員に対する研修プログラムにつ
いて充実を図つているか。

○職員の評価、目標達成状況が報酬や昇給・昇格に適切に反映されるような、
人事評価制度が有効に機能 しているか。

○職員の専門性や業務の継続性を確保した適正な人事配置が行われているか。

止等は適切 に行われたか。

○独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポス トの見直しを図っているか

○ ドラッグ・ラグを解消するための審査部門の常勤職員の増員等について、専
門性の高い有能な人材が、中立性等に配慮 しつつ、公募を中心に確保されて
いるか。

○製薬企業等との不適切な関係を疑われることがないよう、役職員の採用、配
置及び退職後の再就職等に関しどのような制約が設けられ、それに基づき適
切な人事管理が行われているか。

○事務室の入退室に係る管理体制が強化されているか。情報システムに係る情
報セキュリティの確保が図られているか。

○保有文書の特性を踏まえた文書管理体制が確保 されているか。
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資料2-2-①
独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員給与規程新旧対照表

改正後 現 行

第 1条 ～ 第 3条  (略 )

(俸給 )

第 4条 役員の俸給の月額は、次のとお りとする。

(1) 理事長    908, 000円
(2)理 事     798, 000円
(3) 監事     746, 000円

第 5条 ～ 第 8条  (略 )

(特別手当)

第 9条  (略 )

2 特別手当の額は、それぞれの基準 日現在 (退職 し、又は角旱任 された役員にあ

つては、退職 し、又は解任 された 日現在)において当該役員の受けるべき俸給

及び特別調整手当の月額並びに俸給の月額に 100分 の 25を乗 じて得た額並

びに俸給及び特別調整手当の月額に 100分 の 20を乗 じて得た額の合計額

に、 6月 に支給する場合においては 100分 の 145、 12月 に支給する場合

においては 100分 の 165を 乗 じて得た額を基礎 として、別に定める在職期

間の割合を乗 じて得た額 とする。ただし、特別手当の額は、厚生労働省独立行

政法人評価委員会が行 う業績評価の結果及びその者の職務実績等を考慮 し、こ

れを増額 し、又は減額することができる。

3 ～ 4 (略 )

(非常勤役員手当)

2条 非常勤役員手当の月額は、次のとおりとする。

監 事 199, 500円
(略 )

3条 第 1

(略 )1条第 10条第 1

第 1

(略 )4条第 1

第 1条 ～ 第 3条  (略 )

(俸給)

第 4条 役員の俸給の月額は、次のとお りとする。

(1) 理事長    911, 000円
(2) 理事     800, 000円
(3) 監事    748, 000円

第 5条 ～ 第 8条  (略 )

(特別手当)

第 9条  (略 )

2 特別手当の額は、それぞれの基準日現在 (退職 し、又は解任 された役員にあ
つては、退職 し、又は解任 された日現在)において当該役員の受けるべき俸給
及び特別調整手当の月額並びに俸給の月額に 100分の 25を乗 じて得た額並

びに俸給及び特別調整手当の月額に 100分の20を乗 じて得た額の合計額
に、 6月 に支給する場合においては 100分の 160、 12月 に支給する場合

においては 100分の 175を乗 じて得た額を基礎 として、別に定める在職期

間の割合を乗 じて得た額 とする。ただし、特別手当の額は、厚生労働省独立行

政法人評価委員会が行 う業績評価の結果及びその者の職務実績等を考慮し、こ

れを増額 し、又は減額することができる。
3 ～ 4 (略 )

(非常勤役員手当)

2条 非常勤役員手当の月額は、次の とお りとす る。

監 事  200, 000円
(略 )

(略 )1条第 10条第 1

第 1

(略 )4条第 13条第 1



資料2-2-②

独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員給与規程

平成 16年 4月 1日

16規 程 第 3号

改正 平成 17年  2月  2日  17規 程第 3号
平成 21年  3月 18日  21規 程第 3号
平成 21年  6月 11日  21規 程第 6号
平成 21年 11月 30日  21規 程第 17号

(総則 )

第 1条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (以下「機構」とい う。)の役員に対す

る給与の支給については、この規程の定めるところによる。

(給与の区分 )

第 2条 役員 (常勤の役員をい う。以下同 じ。)の給与は、俸給、特別調整手当、通勤

手当及び特別手当とし、非常勤役員の給与は、非常勤役員手当とする。

(給与の支払 )

第 3条 役員の給与は、その全額を通貨で、直接役員に支払 うものとす る。ただし、法

令及び理 :事長が別に定めるところにより役員の給与から控除すべき金額がある場合

には、その役員に支払 うべき給与の金額か ら、その金額を控除 して支払 うものとする。

2 役員が給与の全部又は一部につき自己の預貯金への振 り込みを申し出た場合には、

その方法によって支払 うことができる。

(俸給 )

第 4条 役員の俸給の月額は、次のとお りとす る。

(1) 理事長   908, 000円
(2) 理事     798, 000円
(3)監 可f   746,000円

(特別調整手当)

第 5条 特別調整手当は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和 25年法律第 95号 c

以下「一般llil給与法」とい う。)第 11条の 3の規定に準 じて役員に対 し支給する。

2 特別調整手当の月額は、東京都特別区に在勤する役員にあっては、俸給に 100分
の 12を乗 じて得た額 とす る。

(給与の支給日)

第 6条 俸給、特別調整手当及び通勤手当は、その月の月額の全額を毎月 15日 に支給

する。ただし、15日 が休 日に当たるときは前日 (そ の日が休 日に当たるときは、そ



の 日以後において、その 日に最も近い休 日でない日)に支給するもの とする。

2 特別手当は、 6月 30日 及び 12月 10日 に支給す る。ただし、その日が 日曜 日に

当たるときは、その日の前々 日に支給 し、その日が土曜 日に当たるときは、その日の

前 日に支給する 1)の とす る。

3 前 2項に規定する支給 日に給与を支給することができない場合には、理事長が指定

した日を、支給 日とす ることができるものとする。

(日 割計算 )

第 7条 新たに役員 となつた者には、その 日か ら俸給及び特別調整手当を支給する。

2 役員が退職 し、又は角旱任 された場合には、その日までの俸給及び特別調整手当を支

給する。

3 役員が死亡により退職 した場合には、その月までの俸給及び特別調整手当を支給す

る。

4 第 1項又は第 2項の規定により俸給及び特別調整手当を支給する場合であって、そ

の月の初 日から支給す るとき以外のとき、又はその月の末 日まで支給するとき以外の

ときは、その俸給及び特別1調整手当の額は、その月の現 日数から日曜 日及び土曜 日の

日数を差 し引いた 日数を基礎 として日割 りによって計算する。

(通勤手当)

第 8条 通勤手当は、一般職給与法第 12条第 1項に規定す る通勤手当の支給要件に該

当する役員に支給する。

2 通勤手当の額は、一般職給与法第 12条第 2項に規定す る額 とする。

3 前 2項に規定す るもののほか、通勤の実情の変更に伴 う支給額の改定その他通勤手

当の支給に関 し必要な事項は、国家公務員の例に準 じて別に定める。

(特別手当)

第 9条 特別手当は、6月 1日 及び 12月 1日 (以 下これ らの 目を「基準 日」とい う。)

にそれぞれ在職する役員に対 して支給する。 これらの基準 日前一箇月以内に退職 し、

又は解任 された役員についても同様 とする。

2 特別手当の額は、それぞれの基準 日現在 (退職 し、又は解任 された役員にあつては、

退職 し、又は解任 された 日現在)において当該役員の受けるべき俸給及び特別調整手当

の月額並びに俸給の月額に 100分の25を乗じて得た額並びに俸給及び特別調整手当

の月額に 100分の 20を乗じて得た額の合計額に、6月 に支給する場合においては 1

00分の 145、 12月 に支給する場合においては 100分の 165を乗 じて得た額を

基礎として、別に定める在職期間の害1合を乗 じて得た額 とする。ただし、特別手当の額

は、厚生労llll省独立行政法人評価委員会が行 う業紺1評価の結果及びその者の職務実績等

を考慮し、これを増額 し、又は減額することができる。

3 基準 日以前 6筒 月以内の期間において、任命権者又はその委任を受けた者の要請に

応 じ、国家公務員から引き続いて役員 となつた者については、その者の国家公務員 と

して引き続いた在職期 1出]を役員 としての引き続いた在職り切間 とみなす。



4 基準 日以前に引き続き国家公務員 となるため退職 した役員に対 しては、第 1項の規

定にかかわ らず、特別手当は支給 しない。

第 10条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第 1項の規定にかかわらず、当

該各号の基準 日に係 る特別手当 (第 3号に掲げる者にあつては、その支給を一時差 し

止めた特別手当)は支給 しない。

(1)基準 日から当該基準 日に対応する支給 日の前 日までの間に独立行政法人通則法

(平成 11年法律第 103号 )第 23条第 2項第 2号の規定に基づき解任 された

役員

(2)基準 日前一箇月以内又は基準 日か ら基準日に対応する支給 日の前 日までの間に

離職 した役員 (前号に掲げる者を除 く。)で、その離職 した 日か ら当該支給 日の

前 日までの間に禁錮以上のTllに処せ られたもの

(3)次条第 1項の規定により特別手当の支給を一時差 し止める処分を受けた者 (当

該処分を取 り消 された者を除 く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関 し禁錮以上の刑に処せ られたもの

第 11条 理事長は、支給 日に特別手当を支給することとされていた役員で当該支給 日

の前 日までに離職 したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特別手当の

支給を一時差 し止めることができる。

(1)離職 した 日から当該支給 日の前 日までの間に、その者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関 して、その者が起訴 (当 該起訴に係 る犯罪について禁錮以上の刑

が定められているものに限 り、刑事訴訟法 (昭和 23年法律第 131号 )第 6編

に規定する略式手続きによるものを除 く。第 2項において同 じ。)を され、その

判決が確定していない場合

(2)離職 した日から当該支給 日の前 日までの間に、その者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関 して、その者が逮捕 された場合又はその者か ら聴取した事項若 し

くは調査により半1明 した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った

場合であつて、その者に対 し特別手 当を支給することが、機構の公共的使命に対

する国民の信頼を確保 し、特別手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持す

る上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取 り消 さなければならない。ただ し、第 3号に該当

する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係 る刑事

事件に関 し現に逮捕 されているときその他これを取 り消すことが一時差止処分の目

的に明らかに反すると認めるときは、この限 りではない。

(1)一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係 る刑事事

件に関 し禁錮以上の刑に処せ られなかつた場合

(2)一 時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件につき公訴を提起 しない処分があつた場合

(3)一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係 る刑事事件に関 し起



訴をされ ることなく当該一時差止処分に係る特別手当の基準 日か ら起算 して 1

年を経過 した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明 した事実又は生 じた事情に基づき、

特別手当の支給を差 し止める必要がなくなったとして当該一時差 lL処分を取 り消す

ことを妨げるものではない。

4 理事長は、一時差止処分を行 う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対 し、

当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載 した説明書を交付 しなければなら

ない。

(非常勤役員手当 )

第 12条 非常勤役員手当の月額は、次のとお りとする。

監  事  199, 500円

2 第 3条、第 6条、第 7及び第 13条の規定は、前項の非常勤役員手当の支給につい

て準用する。

(端数の処理 )

第 13条  この規程 によ り算出した金額に 1円未満の端数を生 じた ときは、これを切 り

捨てるものとす る。

(実施に関 し必要な事項 )

第 14条  この規程の実施に関 し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期 日)

1 この規程は、平成 16年 4月 1日 から施行する。

2 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (平成 14イ
「 法律第 192号 )附則第 13

条の規定による医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 (本項において 「旧機 llll」

とい う。)の解散 に伴い、旧機構の役員を退職 し、引き続き機構の役員に任命 された

者の第 9条第 2項の在職期間の算定については、旧機構の役員であった期間を機構の

役員の在職期間 とみなす。

附 則 (平成 17年 2月 2

この規程は、平成 17年 2月 2

総合機構役員給与規程の規定は、

附 則 (平成 21年 3月 1

この規程は、平成 21年 4月 1

附 則 (平成 21年 6月 1

この規程は、平成 21年 6月

目17規程第 3号 )

日から施行 し、改正後の独立行政法人医薬品医療機器

平成 16午 4月 1日 から適用する。

8日 21規程第 3号 )

日から施行する。

1日 21規程第 6号 )

11日 から施行する。



2 平成 21年 6月 に支給す る特別手当に関す る第 9条第 2項の適用については、同項

中 「100分 の 160」 とあるのは「100分 の 145」 とするc

附 則 (平成 21年 11月 30日 21規程第 17号 )

この規程は、平成 21年 12月 1日 か ら施行する。



料 3-1-⊂

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の
中期計画の変更 (案)の概要

中期計画の変更について

(1)変更の理由

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 (以下「のぞみの園」
という。)に対する中期目標における「施設・設備に関する計画」の指示 (施

設整備や改修等については、適切な支援サービスの確保に留意しつつ、施設
利用の状況、社会経済情勢を踏まえ、その必要性や経費の水準等について十
分に精査すること。)を達成するため、平成 22年度予算において、診療所
用自家発電の設置、耐震診断調査費、寮舎等空調・給湯設備改修工事に係る
予算が計上されたことに伴い、中期計画を変更する必要が生じたものである。

(参 考 )

(所 管)厚生労働省 一般会計

(組織)厚生労働本省

(項)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費

(目 )独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費補助金

当初予算額 (案 ) 291,200千 円

(2)変更の内容

「第 7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」の うち、「2 施設・

整備に関する計画」、「第 3 予算 (人件費の見積もりを含む )、 収支計画及び資

金計画」の うち、「 1 予算」、F3 資金計画」の別紙 コ及び 3を変更する。

(3)参考 (中期計画変更の手続き)

① のぞみの園から厚生労働大臣への中期計画変更の認可申請 (独立行政法人国
立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する
省令 (平成15年厚生労働省令第 149号 )第 2条第2項 )

② 厚生労働大臣は、中期計画変更の認可をしようとするときは、評価委員会の

意見を聴く (通則法第30条第 3項 )

③ 厚生労働大臣から財務大臣への協議 (通則法第6フ 条第2号 )

④ 厚生労働大臣による認可 (通則法第30条第 1項 )、 のぞみの園による公表
(同条第5項 )



資料3-1-②

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園中期計画 一部改正案 新旧対照表(改正部分のみ)

新 1日

第3

1

2

3

第7

1

2

予算 (人件費の見積りを含む)、 収支計画及び資金計画

予算

別紙1のとおり

収支計画

別孫低2のとおり

資金計画

別紙 3のとおり

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

(田各)

施設 。設備に関する計画

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費補助金の

金額である。

施設・設備の内容 予定額 (単位 :百万円) 財  源

スプリンクラー設置工事 90
20年度施設整備費
補助金

スプリンクラー設置工事及び特定寮の
バリアフリー化等改修工事

107
20年度施設整備費
補助金 (第 2次補正)

診療所用 自家発電機の設置

耐震診断調査費

寮舎等空調・給湯設備改修工事

291
22年度施設整備費
補助金

については、中期 目 に lT

第3 予算 (人件費の見積りを含む )、 収支計画及び資金計画

1 予算                  ・

別紙 1のとおり

2 収支計画

別糸氏2のとおり

3 資金計画

別紙3のとおり

第7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1  (田各)

2 施設・設備に関する計画

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費補助金の
金額である。

施設・設備の内容 予定額 (単位 :百万円 ) 財  源

スプリンクラー設置工事 90
20年度施設整備費
補助金

スプリンクラー設置工事及
び特定寮のバリアフリー化
等改修工事

107
20年度施設整備費
補助金 (第2次補正)

については、中期 目標期間中に実施する独立行政法人

1



表“
¨

対

中期計画 (平成20年度～平成24年 度)の予算

分区 額全

(収 入科日)

運営費交付金
事業収入

うち、介護給付費 剖1練等給付費等収入

うち、地域生活支援事業姜収入

うち、サービス利用計画作成費等収入
うち、診療収入
うち、実習生等受入負担金竿収入

受託収入
施設整備費補助金

属十

12, 100

7,042

6.454

0

0

440

148

0

488

19 630

(支出科目)

役員及び管理部門職員に係る人件升
うち、基本給竿
うち、退職手当

一般管理費
業務経費

施lti運 営業務経費
うち 人件費 (基本給宇 退職手当)

うら、物件費
知的障害者自立支援等調査 研究費

うち、人件費 (基本給年 退職手当)

うち、物件費
知的障害者自立支援等情報提供費

うち 人件贄 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
知的障害者支援関係職員等養成研修費

うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち 物件費
知的障害者支援関係施設援助 助言経費

うち、人件費 (基本給午 退P.l手 当)

うち、物件費
附帯業務経費

うち、障害福祉サービス業務経費
うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
うち、地域生活支援業務経費

うち 人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
うち 診療業務経費

うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
ぅち、実習生等受入業務経費

うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
受話経費

うち 人件費 (基本給竿 退職手当)

うち、物件費
施設整備費

計

1 376

1,246

130

510

17.25G

16,481

12.654

3.830
322

227
95

120

50

70

301

141

160

101

101

0

928

45

30

15

10

0

10

866

651

217

5

0

5

0

。
仰
一ｍ

の

期間中総額11.6Sl百万円を支出する。
ただし、上記の額は 役員報酬並びに職員基本給、臓員諸手当、超過勤務手当及び休職者

給与に相当する範囲の費用である。                        |
[運営費交付金の算定ルール〕
別l紙 1-2参 照。

中期計画 (平成20年度～平成24年度)の予算

期間中総額12.58]百 万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びにItt員基本給、Itl員諸手当、超過動務手当及

給与に相当する範囲の費用である。
〔運営費交付金の算定ルール〕
別紙 1-2参 照.

分区 額金
(収 入ll目 )

運営費交付金
事業収入

うち、介護給付費 訓練等給付費等収入
うち、地域生活支援事業費収入
うち、サービス利用計画作成費等収入
うち、診療収入
うち、実習生等受入負担金等収入

受託収入
施設整備費補助金

計
Ш
蜘

12,100

7,042
6.454

0

0

440

148

(支 出科日)

役員及び管理部門職員に係る人件費
うち 基本給等
うち、退職手当

一般管理費
業務経費

施設運営業務経費
うち 人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
知的障害者自立支援牢調査 研究費

うち、人件費 (基 本給等 退職手当)

うら、物件賢
知的li害者自立支援等情報提供費

うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
知的障害者支援関係職員等姜成研修費

うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
知的障害者支援関係施設援D71 助言経費

うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件贄
附帯業務経費

うち、障害福祉サービス業務経費
うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち 物件費
うち、地域生活支援業務経費

うち 人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件■
うち 診療業務経費

うち、人件費 (基本F.・ 等 :退職手当)

うち、物件費
うち 実習生等受入業務経費

うち、人件費 (基本給等 退職手当)

うち、物件費
受託経費

うち、人件費 (基本給等 退rtl手 当)

うち 物1牛 費
施設整備費

:十

1,

1,

17.

15,

12.

2,

120

50

70
301

141

160

101

101

0

928

45

30

15

10

0

10
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新 1日 対 照 表

新 1日

別紙 3

資金計画 (平成20年度～平成24年度)

分区 額金

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期日標期間への繰越金

19.630

19, 142

488

0

0

資金収入

業務活動による収入

運営費交付金による収入

事業収入

介護給付費 .訓練等給付費等収入

地域生活支援事業費収入

診療収入

実習生等受入負担金等収入

受託収入

投資活動による収入

施設整備費による収入

前期中期日標期間よりの繰越金

19.630

19,142

12,100

7,042

6,454

0

440

148

0

畑
一４８８
一〇

別紙 3

資金計画 (平成20年度～平成24年度)

区 分 額金

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標期間への繰越金

19,339

19, 142

197

0

0

資金収入

業務活動による収入

運営費交付金による収入

事業収入

介護給付費 訓練等給付費等収入
、地域生活支援事業費収入

診療収入

実習生等受入負担金等収入

受託収入

投資活動による収入
flt設 整備費による収入

前期中期日標期間よりの繰越金

19 339

19,142

12,100

7,042

6,454

0

440

148

0
‐ ９ ７

一
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一
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料 3-1-

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 第二期中期計画

平成 20年 3月 31日 付厚生労働省発障第0331002号 認可

変更 :平成 21年 3月 26日付厚生労働省発障第0326003号 認可

変更 :平 成 22年※月※※日付厚生労働省発障第※※※※※※※号認可

独立行政法人通則法第 29条第 1項の規定に基づき、平成20年 2月 29日 付けをも

つて厚生労働大臣から指示のあつた独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ

の園中期目標を達成するため、同法第30条の定めるところによる独立行政法人国立重

度知的障害者総合施設のぞみの園中期計画は、次のとおりとしたい。

平成 20年 2月 29日

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

理事長  遠 藤  浩

第 1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 (以下「国立のぞみの

園」という。)は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第 1

1条に規定する業務を効率的かつ効果的に実施するため、次に掲げる措置を講ず

る。

1 効率的な業務運営体制の確立

独立行政法人整理合理化計画 (平成 19年 12月 24日行政改革推進本部決定。

以下、「整理合理化計画」という。)等に基づき、業務の質の確保を図りつ つ、

独立行政法人に求められている運営の効率性 。自律性を高める取組を一層進め

るため、次の措置を講ずる。

(1)効率的な業務運営体制の確立

①組織体制

重度かつ高齢の知的障害者に対し、自立のための支援を先導的、総合的に

行うため、柔軟に組織再編を実施し、効率的かつ効果的な業務運営に努める。

なお、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」 (平成可8年法律第47号 )等を踏まえ、常勤職員数について、平成24
年度末 までに期首 (20年度当初)に比較して 200//0を 削減する。

②人件費改革と給与水準の適正化

ア 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」 (平成 ¬8年 7



月 7日 閣議決定)や「整理合理化計画」等に基づき、国家公務員の給与構  .
造改革を踏まえた給与体系の見直しを行う等、引き続き人件費改革に取 り

組む。

なお、給与の水準については、国立のぞみの園の業務内容と国からの財

政支出の状況、同種の民間施設等の状況などを踏まえ、給与水準の適正化

に取 り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表し、十分に国民の理

解が得られるものとする。

イ 法人の業務実績や職員の能力、勤務成績を適切に評価 し、その結果等を

役員報酬や職員給与に反映させる。

③人事配置

職員の能力と勤務成績を適切かつ厳正に評価した適材適所の人事配置を

行うとともに、外部の関係機関との人事交流等を実施する。

(2)内部統制・ガバナンス強化への取組

①内部統制の向上を図るための取組

役職員の職務執行のあり方をはじめとする内部統制について、その向上を

図るための検討を行い、具体的な取組状況を公表する。

②内部進行管理の充実

各業務部門ごとに業務目標を設定し、継続的に業務のモニタリングを行い業

務の進行管理を行うことにより、計画的な業務遂行に努める。

③リスク回避・軽減への取組

国立のぞみの園の施設運営業務においてリスク要因への徹底した対応を図

るため、施設利用者等に係る感染症予防対策や事故防止対策、防災対策につ

いて組織的な取り組みを進める。

④業務内容の情報開示

国立のぞみの園の運営状況や財務状況、業務の遂行状況等について、国民に

とつて分かりやすいよう情報開示を行う。

⑤取組を有効に機能させるための監査実施に係る条件整備

随意契約の適正化等の効率的な業務運営に向けた取組を有効に機能させる

ため、監事及び会計監査人からの厳格な監査を受けることができるよう、必

要な条件整備を図る。

(3)業務運営の効率化に伴う経費節減

①経費の節減



中期目標に基づく運営費交付金の節減目標を達成するため、常勤職員数の縮

減、給与体系・給与水準の適正化、「随意契約見直し計画」 (平成 19年 ¬

2月 策定)(以下、「随意契約見直 し計画」という。)等に基づく合理化に

取 り組む。

②運営費交付金以外の収入の確保

ア 地域の二一ズを踏まえた多様な事業の実施や、施設・設備等の効率的な

活用を引き続き検討 し、事業収入の増加を図る。

イ 利用者負担を求めることができるサービスについて、社会一般情勢を踏

まえ適切な額の負担を求める。

2 効率的かつ効果的な施設・設備の利用

土地、建物等の資産について、資産の利用頻度、本来業務に支障のない範囲内

での有効活用の可能性の観点から、利用方法等の検討を行う。併せて、老朽化等

により不用となった建物の処分等を検討する。

(¬ )施設利用者の状況を考慮 した利用方法の検討

施設・設備等について、施設利用者の減少や能力・障害の状況等に合わせた

見直 しを図るなど、効率的かつ効果的な利用を図る。

(2)地域の社会資源 。公共財としての活用

①診療所の機能の活用

診療所の機能を活用 して、地域の知的障害者等に医療を提供する。

②福祉関係者等への活動の場としての活用

施設・設備等について、福祉関係者、ボランティア等の活動の場に提供する

など、一層の利用促進を図る。

3 合理化の推進

重度かつ高齢の知的障害者という施設利用者の特性を十分考慮 しながら、契約

は原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、随意契約の適

正化を推進する。

①「整理合理化計画」に基づき、国立のぞみの園において策定した「随意契約

見直 し計画」の取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。

②一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行

う場合には、競争性、透明性が十分に確保される方法により実施する。

③監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について

徹底的なチェックを受ける。

つ
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第 2 国民に対 して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

自立支援のための取組

重度の知的障害者に対する先導的かつ総合的な支援の提供等を目的とする

国立の施設であることを踏まえ、次の取組を行うことにより、重度かつ高齢

の知的障害者の自立に向けたモデル的な支援の確立に努めるとともに、他の

知的障害関係施設等に対し、これ らの知的障害者に対する支援方法等のモデ

ルを提供する。

(1)地域移行に向けた取組

中期 目標に基づき、より多くの地域移行の実現に向けて、地域移行の取組

を丁寧かつきめ細か 〈進める。

①実施計画の作成と実践

厚生労働省、関係地方自治体及び事業所等の協力のもと、施設利用者一人

ひとりについて、次により地域移行に取り組むこととする。

本人及び保護者等家族への説明と同意の確保

地域移行に向けた個別支援計画に基づ く生活・日中活動に関する個別

支援の提供や、地域生活体験の実施

厚生労働省、関係地方自治体、事業所等の協力による移行先の確保

移行後の生活について、移行先の協力によ り本人、保護者が安心・信

頼できる環境を整備

②地域移行モデルの情報提供

これまで蓄積された地域移行の実績等を踏まえ、他の知的障害関係施設等に

対して、重度かつ高齢の知的障害者の地域移行に向けた支援モデルの情報提

供を行う。

(2)行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支援

行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者の自立した生活が可能とな

るようなサービスモデル等を構築するとともに、他の知的障害関係施設等に

対して情報提供を行う。

2 調査・研究

(1)調査・研究のテーマ等の設定

調査・研究のテーマ等の設定に当たつては、重度知的障害者の地域移行プロ

セスの確立に関すること、行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者の支

ア
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援方法等に関すること、及び知的障害者の健康管理、医療と福祉の連携に関す

ること等、障害福祉施策の動向や社会的二―ズを踏まえ、障害福祉施策の推進

に資するものとなるようにし、その成果が知的障害関係施設等で活用されるな

ど実効性のあるものとなるように、各年度ごとに厚生労1動省の意見等を踏まえ

て設定する。

(2)調査・研究の実施体制等

①方針・内容の協議

各年度において行う調査・研究の基本的な方針や具体的な内容について、外

部の有識者等から構成する「国立のぞみの園研究会議」において協議を行う。

②業務の計画的・効率的な実施

調査・研究業務について、計画的かつ効率的に進めるため、国立のぞみの園

研究会議の下に「調査 ‐研究調整会議」を引き続き設置 し、具体的な実施体

制の検討や関係各部所との連携 。調整、進捗状況の把握並びに調査・研究の

成果の検証等を行う。

③外部の研究者等との連携・協力

調査 ‐研究の内容に応じて、外部の研究者・関係機関等と連携・協力して実

施することが効果的な場合には、適切な連携・協力体制の確保に努めること

とする。

(3)成果の積極的な普及・活用

調査・研究の成果について、以下により積極的な情報発信を行うことにより、

知的障害関係施設等への普及・活用を図る。

①広報媒体の活用

研究紀要を年間 1回 以上発行するほか、ニュースレターや法人のホームペー

ジに分か りやす〈掲載するなど、情報発信に努める。

また、関係学会や関係団体等の協力を得て学会誌、機関誌への掲載を図る。

②研修会、講演会等における発表

国立のぞみの園が主催する研修会等において、調査・研究の成果を発表する

機会を設ける。

また、関係団体等の講演会、研究会等において、出席の機会を活用して、調

査・研究の成果を紹介するなどの普及に努める。

3 養成・研修

次代の福祉の担い手を養成するための効果的なプログラムを策定し、全国の

知的障害関係施設職員等を対象とした養成・研修を行 うとともに、ボランティ

Ｅ
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アを希望する者には、実践の機会を提供する。

なお、養成・研修の成果等が、知的障害関係施設等で活用されるなど実効性

のあるものとなるように、具体的な内容、達成すべき目標等について、各年度

ごとに厚生労働省の意見等を踏まえて設定する。

(1)養成・研修

国の政策課題や知的障害者に対する支援技術に関すること等をテーマに

設定して研修会等を開催する。

また、国立のぞみの園のフィール ドを活用 した大学・専門学校の学生等の

実習生の受入れについては、実習の目的に沿つた実習プログラムを作成す

ることとし、計画的かつ効果的な実習を提供する。

なお、こうした研修会等の場において、調査・研究の成果等を発表する機

会を確保するよう、養成・研修プログラムを工夫する。

(2)ボランティアの養成

国立のぞみの園のフィール ドを活用 して、ボランティアを実践する機会を

積極的に提供するとともに、多様な二一ズに対応したメニューを用意する。

4 援助・助言

援助・助言の業務について、地方自治体等に周知することにより利用拡大を

図るとともに、国立のぞみの園における地域移行の取組や障害者自立支援法に

基づくサービスの実践、調査・研究の成果等を踏まえ、地域移行や様々なサー

ビスの実施方法、支援技術等に関すること等について、専門的かつ効果的な援

助・助言を実施する。

5 その他の業務

前 4事項に附帯する業務として、主に次の業務を行う。

(1)診療所について、施設利用者の高齢化等に対応した適切な医療を行 うとと

もに、地域の知的障害者等に対しても診療を行う。

また、心理外来等の利用の拡大に努める。

(2)地域の障害者支援の拠点として、中核的な役害1を担うとともに、地域の障

害者等に対する相談や短期入所、日中一時支援等の地域生活を支援するサー

ビスを実施する。

サービス提供等に関する第二者から意見等を聴取する機会の確保

国立のぞみの園の業務運営の向上を図るため、第二者から意見等を聴取する

機会の確保を図るとともに、福祉サービスに係る第二者評価機関による定期的

な評価を実施する。

また、その評価結果等の公表を図るとともに、国立のぞみの園の事業運営に



反映させるよう努める。

(1)第二者から意見等を聴取する場の開催

総合施設の運営や調査・研究、養成・研修等の業務全般に関する第二者の意

見等を事業運営に反映させるため、有識者、行政担当者、地域代表、保護者等

から構成 される会合を原則年 1回以上開催する。

(2)第二者評価機関による評価

第三者評価機関による評価について、概ね 3年に 1回実施する。

第 3 予算 (人件費の見積 りを含む)、 収支計画及び資金計画

1 予算

男1紙 1のとおり

2 収支計画

別紙 2の とおり

3 資金計画

別紙 3の とお り

第 4 短期借入金の限度額

1 限度額  450, 000,000円

2 想定され る理由

(1)運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不足に対応するため。

(2)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費に対応する

ため。

第 5 重要な財産 を譲渡 し、又は担保に供 しようとするときは、その計画

なし

第 6 剰余金の使途

1 職員の資質の向上のための学会、研修会等への参加及び外部の関係機関との

人事交流

2 施設・設備及び備品の補修、整備並びに備品の購入

3 施設利用者の個別支援計画の適切な運用や地域における支援体制づくりな

７
ｆ



どの地域移行の取組み

4 退職手当 (依願退職等)への充当

第 7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

¬ 人事に関する計画

(1)方針

施設利用者の減少等を踏まえ、業務運営の効率化を図 りつつ、人員の適切

な配置等に努める。

(2)人 員に係る指標

期末 (24年度末)の常勤職員数 を期首 (20年度当初)の 80%と する。

(参考 1)職員の数

期首の常勤職員数          279名
期末の常勤職員数の見込み      223名

(参考 2)中期目標期間中の人件費総額

中期目標期間中の人件費総額見込み

11,58可 百万円

(注)金額については、中期目標期間中に実施する独立行政法人国立重度知的

障害者総合施設のぞみの園施設整備費補助金の金額である。

3 積立金処分に関する事項

なし

０
０

2 施設・設備に関する計画

施設 ・設備の内容
予定額

(単位 :百万円 )
財  源

スプリンクラー設置工事 90 20年度施設整備費

補助金

スプリンクラー設置工事及び特定寮の

バリアフリー化等改修工事

107 20年度施設整備費

補助金 (第 2次補正)

診療所用自家発電機の設置

耐震診断調査費

寮舎等空調・給湯設備改修工事

291 22年度施設整備費

補助金



別紙 1

中期計画 (平成20年度～平成24年度)の予算

分区 額金

(収入科 目)

運営費交付金

事業収入

うち、介護給付費・ 31練等給付費等収入

うち、地域生活支援事業費収入

うち、サービス利用計画作成費等収入

うち、診療収入

うち、実習生等受入負担金等収入

受託収入

施設整備費補助金

計

12,100

7,042

6,454

0

0

440

148

0

488

19,630

(支出科 目)

役員及び管理部門職員に係る人件費

うち、基本給等

うち、退職手当

一般管理費

業務経費

施設運営業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

知的障害者自立支援等調査 。研究費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

知的障害者自立支援等情報提供費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

知的障害者支援関係職員等養成研修費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物 件費

知的障害者支援関係施設援助・助言経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

附帯業務経費

うち、障害福祉サニビス業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

うち、地域生活支援業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

うち、診療業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

うち、実習生等受入業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

受託経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

施設整備費

計

|:|

101

0

10

868

651

217

5

0

5

0

0

0

488

19,630

の見積もり〕

期間中総額H,581百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に

相当する範囲の費用である。

〔運営費交付金の算定ルール〕

月晰低1-2参照。



男lJ紙 1-2

中期 目標期間中 (平成 20年度～平成 24年度)については、次の算定ルールを用いる。

運営費交付金額=〔人件費十一般管理費 (A)+業務物件費 (B)〕 Xα ×β十特殊要因

(定年退職者に係る退職手当に相当する経費)(X)一事業収入 (Y)

人件費=前年度人件費 (定年退職者に係る退職手当に相当する経費を除く)× s

一般管理費 (A)=(人 件費以外の前年度一般管理費)× γ

業務物件費 (B)=(人 件費以外の前年度業務経費)× γ

特殊要因 (X)=定年退職者に係る退職手当に相当する経費

事業収入 (Y)=(運 営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろ

う事業収入の見積額)× y

α :効率化係数

β :政策係数

γ :消費者物価指数

s :人件費調整係数

y :事業収入調整係数

(注 1)上記により算出した人件費については、「役員及び管理部門職員に係る人件費」と「各業

務経費」の区分が明確になるよう、各事業年度毎に定める。

(注 2)上記により算出した業務物件費 (B)については、「各業務経費」の区分が明確になるよ

う、各事業年度毎に定める。

(注 3)γ 、 s及び yについては、各年度の運営費交付金算定時に具体的な数値を定める。

(注 4)α 及びβについては、運営費交付金額 (定年退職者に係 る退職手当に相当する経費を除

く)に ついて、中期 目標期間の最終年度 (平成 24年度)の額が、前中期 目標期間最終年

度 (平成 19年度)に比べ 23%以 上節減となるよう、各事業年度毎に具体的な数値を定

める。

(注 5)中期計画期間全般にわたる予算の見積に際 しては、β、 γ及び yについては、伸び率を

0と 推定し、特殊要因 (X)|こ ついては定年退職者に係る退職手当に相当する経費を、事業

収入 (Y)については各事業年度に想定される全額を勘案 し、αについては 09817、 sにつ

いては 09606と 推計 し、それぞれ算定 した。算定された一般管理費 ① と業務物件費 (B)

については、双方の合計額の範囲内において西己分の調整を加えた。

ｎ
ｕ



別紙 2

収支計画 (平成 20年度～平成24年度)

(注)当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支
給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について運営費交付金を財源 と

することを想定している。

分区 額金

用の部

経常費用

役員及び管理部門職員に係る人件費

うち、基本給等

うち、退職手当

一般管理費

業務経費

施設運営業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

知的障害者自立支援等調査 ‐研究費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

知的障害者自立支援等情報提供費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

知的障害者支援関係職員等養成研修費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

知的障害者支援関係施設援助・助言経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

附帯業務経費

うち、障害福祉サービス業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

うち、地域生活支援業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

うち、診療業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

うち、実習生等受入業務経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

受託経費

うち、人件費 (基本給等・退職手当)

うち、物件費

施設整備費

減価償却費

その他費用

19,142

19,142

1,376

1,246

130

510

17,256
15,484
12,654

2,830

322
227
95

120

50

70

301

141

160

101

101

0

928
45

30

15

10

0

10

868

651

217

5

0

5

0

0

0

0

0

0

収益の部

運営費交付金収益

事業収入

施設整備費補助金

資産見返運営費交付金戻入

資産見返補助金等戻入

繰越欠損金

その他収入

り
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別紙 3

・資金計画 (平成20年度～平成24年度 )

区 分 額金

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期 目標期間への繰越金

19,630

19,142

488

0

0

資金収入
｀

業務活動による収入

運営費交付金による収入

事業収入

介護給付費・ヨ1練等給付費等収入

地域生活支援事業費収入

診療収入

実習生等受入負担金等収入

受託収入

投資活動による収入

施設整備費による収入

前期中期 目標期間よりの繰越金

19,630

19,142

12,100

7,042

6,454

0

440

148

0

488

488

0

12



資料 3-2

中 H 標 (第 2り切) 中 言「 画 (第 2り切) 「 成 21年 度 需 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

第 2 業務運営の効率化に関する事項

効率的な業務連営体‖」の確立
「独立行政法人整理合理化言1画」

(平 成 19年 12月 24口 行政改革
推進本部決定。以下、「整理合llT化

詩1画 」という。)等 に基づき、業務
の質の確保を図りつつ、独立行政法
人に求められている業務連営の効率
性・自律性を高める取組を 層進め
るため、次の日標を達成すること。

1)効 率的な業務運営体市りの確立
提供するサービスの質を確保 し

つつ、効率的かつ柔軟な組織編成
を行 うとともに、施設利用者の減
少等に応 じた適正な人員の配置を
行い、職員の採用に当たつては資
質の高い人材をより広く求めるこ
とができるよう工大すること。

また、「簡素で効率的な政府を
実現するための行政改革の推進に
関する法律J(平成 18年法律第
47号 )等に基づく人員の肖1減 、
「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方夕12006」 (平成 18
年 7月 7日 閣議決定)、

「整理合理
化計画J等 を踏まえた給与体系及
び給与水準の見直 しをイiう など、
人件費改革に引き続き取り組むこ
と。
さらに、給 与水準について検証

し、これを維持する合理的月1山 が
ない場合には給 与水準の適止化に
取り組むとともに、その検証結果
や取組状i7cを 公表 し、十分にITl民
の理解が得られるtぅ のとするこ
と。

第 1 業務連営の効率化に関する日標を
達成するためとるべきtrl置

1 効率的な業務運営体制の確立
独立行政法人整lT合理化計画 (平

成 19年 12月 24日 行政改革推進
本部決定。以下、「整17FttrT化 言1画 J

という。)等に基づき、業務の質の確
保を図 りつつ、独立行政法人に求め
られている道営の効率性・自律性を
高める取組を ―層進めるため、次の

柑置を講ずる。

(1)効 率的な業務運営体制1の確立
① 組織体 ll

重度かつ高齢の知的障害者に対
し、自立のための支援を先導的、
総合的に行 うため、柔軟に/11繊 再
編を実施 し、効率的かつ効果的な
業務運営に努める。

なお、「簡素で効率的な政府を実
現するための行政改革の推進に関
する法律J(平成 18年法律第47
号)等 を踏まえ、常wl」 職員数につ
いて、14成 24年度末 までに,切 首
(20年度当初J)に 比較 して 20

%を 印1減する。

② 人件費改革 と給 与水準の適止化
「経済I14政 運営 と構造改革に

関する基本方,2006」 (平成
18年 7月 7日 閣議決定)や「整
lT合 理化計画」等に基づき、国
家公務員の給 与構造改革を踏ま
えた給 与体系の見直しを行 う等、
引き続き人件費改革に取 り組む。

なお、給 与の水準については、
ITl立 のぞみの国の業務内容と1司

からの財政支出の状況、同種の
民間施設等の状llLな どを踏まえ、
給 与水準の適正化に取 り組むと
ともに、その検市[結果や取組状
況を公表 し、十分にlTl民 のFIT解

が得 られるものとする。

法人の業務実績や職員の能力、
ll」 務成績を適切に評価 し、その
結果等を役員報酬や ll■ 員給 与に
反映させる。

人事ljL置
lll員 の能力とyl」務成績を適切か
つ厳正に評価 した適材適所の

人事配置 を行 うとともに、外
部の関係機関 との人事交流等
を実施する。

③

第 業務運営の効率化に関する日標を
達成するためとるべき措置
効率的な業務運営体制の確立

ｌ
①

効率的な業務運営体‖Jの確立
組織体市1

業務連営の 層の効率化や、
自立支援の取組に関する課題等
に対応するため組織体制の見直
しを行 う。

常勤職員数について、期首 (平

成 20年度当初)に 対するり切末
(平成 24年度末)の吉1合が 8
0%と なるよう、平成 21年度
においても計画的に肖Jllxを 行う。

人件費改革への右実な取組
平成 21年度から実施する1コ

家公務員の給 与構造改革を踏ま
えた新 しい給 与制度について、
旧11度からのtJl朴 を確実に行い、
新11度への円滑な移行をぼる。

人事評価ルJ度 について、これ
までの実施状況やlF家公務員の
人事評価のリハーサル施行の状
況等を踏まえ、必要な見直 しを
行 うととt,に 、人事評価の結果
等をlll員 給 与へ反映させるため
の具体的な検討を行 う。

②

③ 人事llL置

人事評価の結果等を活用 し、
①lrd員 の意識高揚と能力DΠ 発、
②適材適所の人事配置、③公正
な処遇等に努める。

行LIJ障 害等への対応や調査・

研究等の業務を充実させるため、
実績 と知見をイ「する者などの人
事交流等を平成 20年度に引き
続き実施する。



ウ 施設利用者のlll少 等に応 じた
適正な人員の配置を行う。

自己評価 |                    1 評価項日 1 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イ1) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[数値目標 ]

・「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

(平成 18年法律第 47号)等 を踏まえ、常勤職員数について、平成 2

4年度末までに期首 (20年度当初)に比較 して 20%を尊∫減する。

[数 llL日 標 ]

。「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革のIIt進 に関する法律」
(平成 18年法律第 47号 )等 を踏まえ、常勤職員数について、平成 2

4年度末までに期首 (20年度当lll)に 比較して20%を肖1減する。

・常勤職員数について、期首 (平成 20年度当初)に対する期末 (平成
24年度末)の割合が80%と なるよう、平成 20年度においても計画
的に肖1減をイ子う。

・常勤職員数について、り切首 (平成 20年度当初)に 対する,切 末 (平成
24年度末)の害1合が 80%と なるよう、平成 20年度においても計画
的に削減を行 う。

平成 21年度内にラスパイレス指数を98 1以 内とする

[評価の視点]

・的確に業務運営を進める観点から、効率的かつ柔軟な組織編成や、適

正な人員の配置を行っているか。

[評価の視 ,点 ]

・的確に業務運営を進める観点から、効率的かつ柔軟な組織編成や、適
正な人員のllL置 を行っているか。

・人員の計画的な削llaや給与体系の見直 し、給与水準の適正化を行 うな

ど、人件費改革に取 り組んでいるか。 (政・独委言r価の視点事項 と同様)

・人員の計画的な肖1減や給与体系の見直 し、給与水準の適正化を行 うな

ど、人件費改革に取り組んでいるか。 (政 ・独委評価の視点事項と同様)

。国の財政支出吉1合 の大きい法人及び累積欠 l」l金 のある法人について、

コの財政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関す

る法人の検 lT状況をチェックしているか。 (政・独委評価の視点)

・国の財政支出吉1合の大きい法人及び累積欠損金のある法人について、
国のロオ政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適t/1性 に関す

る法人の検証状況をチェックしているか。 (政 ・独委評価の視点)

。人事交流や有能な人材の招聘等、資質の高い人材確保 に取 り組んでヽ

るか。

,人 事交流や有能な人羽 の招聘等、資質の高い人材lL保 に取 り組んでい

る力、

IJと 異なる、又は法人独自の諸手当は、適tylで あるか。

法定外福利費の支出は、適切であるカ

・国家公務員の「1就職者のポス トの見直 しを図つているか。特に、
ポス トの公募や、平成 21年度末までに廃 Lす るよう指導されてし

託ポス トの廃止等は適切に行われたか。

員
嘱

役
る

・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポス トの見直 しを図つている

か 。



中 り切 月 標 (第 2,切 ) 中 計 画 (第 2り 切) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(2)内 部統11・ ガバナンス強化への

取組
「整理合理化言1画 Jに 基づき、

効率的かつ的確な業務遂行を図る
ため、内部統制・ガバナンス強化
に向けた条件整備を図ること。

(2)内 部統‖J・ ガバナ ン

取組

ス強 化 ― ′)

① 内部統‖」の向 上を図るための取
組役職員の1殴務執行のあり方をは
じめとする内部統11に ついて、そ
の1旬 Lを 図るための検討を行い、
具体的な取組状況を公表する。

② 内部進行管lTの 充実
各業務 rБ P呵 ごとに業務 Ht要 を設

定 し、継続的に業務のモニタリン
グを行い業務の進行管理を行 うこ
とにより、計画的な業務遂行に努
める。

③  リスク回避・軽減への取組

国立のぞみの園の施設運営業務
において リスク要因への徹底 した
対応を■|る ため、施設利用者等に
係 る感染lT予防対策や事故防止対
策、防災対策について組織的な取
り組みを進める。

① 業務内容の情報開示
」立のぞみの国の運営状況や It4

務状況、業務の遂行状況等につい
て、 工1民 にとって分か りやすいよ
う情報開atを行 う。

取組をイ「効に機能させるための

監査実施に係る条件整備
随意契約の適正イヒ等の効率的な

⑤

2)内 部統制 ,ガ バナンス強化への
取組

①
糸■

内部統制の向上をほ|る ための取

内部統制について、平成 20年
度に取 りまとめた内部統制・ガバ

ナンス強化に関する報告に基づき、
リスク対応に重点を置いた取組を
イう

1う
。

また、適切な業務運営を確保す
るため、業務の執行状況等に関す
る内部監査を実施する。

② 内部進行管理の充実
ア 業務 H標 に対する進行状 77Lを

把握するため、各部所にモニタ
ーを置き、継統的にモニタリン
グを行 う。

イ 業務の進行管理を適t/Jに 行 う
ため、モニターと役員等による
モニタリング評価会議を平成 2

1年度中に4回開11し 、業務の
進行状17Lの 評価を行 うとともに、
業務遂行に反映させる。

③ リスクロ避・軽減への取組
ア 施設利用者及び職員の健康管
理の観点から、定り切的に健康診
断を実施するほか、健康的な4三

活を維持するために必要な‖キ置
を適確に講 じる。

イ ロ頃から施設利用者の安全に
気をllLる とともに、事故が万
発4iし た場合に、事故原因の分
析と対応策の検討を組織的に行
い、同じ事故が起こらないよう
注意喚起を図る。

ウ ノロウィルス等の感染症に対
して、地元保健所 と連携 しなが
ら、効果的 。重点的な蔓延防 L

対策を講じる。

工 安全防災訓練の計画的な実施
など、防災対策に取 り組む。

① 業務内容の情報開示
ホームページ等において、平成

20年度の業務運営の状況やHイ 務
状況について公表するとととtぅ に、
14成 21年度における業務連営の

遂行状況に関わる重要事項等につ
いて適■L公口同するなど、積極的な
情報開示を行う。

⑤ 取組を有効に機能させるための

監査実施に係る条件整備
監事及び会言1監査人による監杏
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が効果的かつ効率的に行 うことが
できるよう、平成 21年度から内
音5監査を実施するとともに、それ
を打l当 する部所を組織 として位置
付ける。

自己言`Ftti l                    l 評価項 目2 定

評 価 の 視 点 等 (現行 ) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[数値 日標 ]

・業務の進行管llFを 適切に行 うため、モニターと役員等によるモニタリ
ング評価 会議を平成 20年度中に 4回 DΠ llし 、業務の進行状17Lの 評価を

行 うとともに、業務に反映させる。

[数 lL日 標]

・業務の進行管理を適切に行 うため、モニターと役員等によるモニタリ
ング評価 会議を平成 21年度中に4回 DΠ イイIし 、業務の進行状況の評価を
行 うととt)に 、業務に反映させる。

[評価の視点]

・内部統制の向上、ガバナンス強化に向けて、どのように取組んでいる
か。 (政・独委評価の視点事項 と同様)

[評価の視点]

・内部統制の向上、ガバナンス強化に向けて、どのように取組んでいる
か。 (政・独委評価の視点事項と同様)

・業務の進行管理のため、組織的かつ継続的にモニタリングを行つてし

るか。
また、モニタリングの結果を業務に反映させる仕組 となつているか。

・業務の進行管理のため、組織的かつ継続的にモニタリングを行ってい

るか。
また、モニタリングの結果を業務に反映させる仕組となっているか。

・業務の情報開示や監査機能の強化など、的確な業務遂行をチェックす

る取組を行っているか。

・業務の情報開示や監査機能の強化など、的確な業務遂行をチェックす
る取組を行っているか。

・施設利用者の安全を守り、法人としてのリスク回避・軽減を図るため、
①感染症予防や防災対策に対して、どのように取り組んでいるか。
②施設利用者の事故防 lL対策に剤して、どのように取り組んでいるか。
また、事故が発生した場合に、原因をどのように分析し、どのような

lll発 防 1■策を講じているか。

施設利用者の安全を守り、法人としてのリスク回避・軽減を図るため、
①感染症予防や防災対策に対して、どのように取り組んでいるか。
②施設利用者の事故防止対策に対して、どのように取り組んでいるか。

また、事故が発生した場合に、原因をどのように分析し、どのよう
な再発防止策を講じているか。

業務改善の取組を適切に講 じているか。
(業 務改善の取組 :rl民 からの苦情・指摘についての分析・支l応 、 Tl

民が疑念を抱くことのない開かれた法人運営、日安箱等lll員 からの
提案を受け付けるためのイJ:組 みの構築、改善に取り組む職員を人事
評価 しているか等)

・lTl民 のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さく
継続する必要性の乏 しい事務・事業がないか等の検証を行い、その結果
に基づき、見直しを区っているか。

・関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた兄直しを図つて
いるか。 (独 立行政法人会言1基 準上の関連公益法人に限らず、すでに批判
されていたり、 Tl民から疑念を抱かれる可能性のある業務委託等につい
て、①当該業務委託等の必要性、②独立行政法人自ら行わず他者に行わ
せる必要性、③①及び②の必要があるとして、他者との契約についてそ
の競争性を高める方策等を検言ヽ|し 、/RL直 しをぼっているか等)

4



中 H 標 (第 2り υl) 中 画 (第 2り 引) Fヽ成 21年 度 言 画 F`成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(3)業 務連営の効率化に伴 う経費節
減

‐般管理費及び事業費等の経費
(運営費交付金を充当するもの〈定
年退職者に係る退職手当に相当す
る経費を除く〉)に ついて、中り帆
日標り切間の最終年度 (平成 24年
度)の額を、前中り切目標り切間の最
終年度 (平 成 19年度)と 比べて
23%以上節減すること。

＞
減

３
　
①

業務連営の効率化に伴 う経費節

経費の節減
中り切H標 に基づく運営費交付金

の節減 目標を達成するため、常勤
職員数の縮減、給与体系・給与水
準の適正化、「随意契約兄直 し計画」

(・1/成 19年 12月 策定)(以下、
「随意契約見直 し計画」という。)

等に基づく合llT化 に取り組む。

② 運営費交付金以外の収入の確保
地域のニーズを踏まえた多様

な事業の実施や、施設・設備等
の効率的な活用を引き続き検許l

し、事業収入の増力‖を図る。

利用者負11を 求めることがで
きるサー ビスについて、社会 一

般情勢を踏まえ適切な額の負担
を求める。

3)業務運営の効率化に伴 う経費節
減

① 経費の節減
ア 定年退lll者 の後れ片充について、

原則 として行わないこととし、
常vll職 員数の削減を図る。

イ Ч4成 21年度から実施するlil

家公務員の給 与構造改革を踏ま
えた新 しい給 与制度の円滑な施
行を図り、人件費の削減に取 り
組む。

ウ 契約について、「随意契約見直
し計画」(14成 19年 12月 策定)

(以 下、「随意契約見直 し言1画」
という。)等 に基づき適正な実施
を図る。

② 運営費交付金以外の収入の確保
ア 平成 21年 4月 の障害福祉サ
ービス費用の改定の影響を正確
に把握 し、安定的な事業費収入
の確保に努める。

イ 行動障害等を布するなど著 し
く支援が困難な者 2名 に対して、
継続 して社会

`L活
適応支援を提

供するほか、今後の地域
`117舌

移
行の状況に応 じて、/11た な対象
者のイ「り切限の受け入れについて

検討する。

ウ 就労移行支援の利用拡大など、
計画的な実施をⅨる。

工 地域のニースを踏まえ、短り切
入所をIIE進 する。

オ 通所利用者の利用拡大を図る。
また、施設外の生活介護事業

を｀
「 成 21年度から新たに実施

し、通所利用者の新規開拓に努
める。

力 外来診療について広報に努め
ることにより、診療収入の1曽 を
IXlる 。

キ 法人の単独事業として実施す
るr■ 宅の知的障害者を文1象 とし
た宿泊体験及び余 lx活 動の場を
提供する事業の利用者の拡大を
区|る 。

ク IIlや 地方自治体、民間日1体等
の実施事業等を積極的に受託す
る。

ケ 専 Pη 学校等の学生や、ホーム
ヘルパー研修受講者等の実習を
受け入れる。



中 日 標 (第 2"1) 中 計 画 (第 2期 ) 平 成 21年 度 言1画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

とができるサービスについて、
社会 一般情勢を踏まえ適切な額
の負担1を 求める。

自Et評 価 |                    1 評価項目3 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イテ) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[数値 目標 ]

・一般管理費及び事業費等の経費 (運営費交付金を充当するもの (定 年

退lld者 に係る退職手当に相当する経費を除 く))に ついて、中り切H標期間
の最終年度 (平 成 24年度)の額を、前中り切日標り切間の最終年度 (1/成
19年度)と 比べて 23%以上削減すること。

[数値日標]

・一般管理費及び事業費等の経費 (運営費交付金を充当するもの (定 年
退職者に係る退職手当に村1当 する経費を1余 く))について、中期目標り切問
の最終年度 (平 成 24年度)の 額を、前中ル1目 標り切間の最終年度 (平 成
19年度)と 比べて23%以上削減すること。

[評価の視点]

・一般管理費及び事業費等の経費 (運営費交付金を充当するもの (定年

退職者に係る退職手当に相当する経費を除く))について、前中期目標期
間の最終年度 (平成 19年度)と 比較 して、どの程度節減が図られてい

るか。

[評価の視点]

。一般管理費及び事業費等の経費 (運営費交付金を充当するもの (定 年
退lld者 に係る退職手当に相当する経費を1除 く))|こ ついて、前中り切H標り切
間の最終年度 (平成 19年度)と 比較 して、どの程度節減が図られてい

るか。

事業収入の増加を図るための取組を行っているか 事業収入の増加を図るための取組を行つているか。

・事業費における冗費を点検 し、その削減を図っているカ

中 H  標 (第 2,り 1) 中 言1 画 (第 2り 引) Ч4成 21年 度 言1画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

効率的かつ効果的な施設 。設備の

利用
既存の施設・設備を有効活用 しつ

つ、効率的かつ効果的な業務運営を
図ること。

効率的かつ効果的な施設 。設備の

利用
土地、建物等の資産について、資

liの利用頻度、本来業務に支障のな
い範囲内での有効活用の可能性の観
点から、利用方法等の検言ヽ1を 行 う。
併せて、老朽化等により不用 となっ
た建物の処分等を検討する。

1)施設利用者の状況を考慮 した利
用方法の検討

施設・設備等について、施設利
用者の減少や能力・障害の状況等
に合わせた見直 しを図るなど、効
率的かつ効果的な利用を図る。

効率的かつ効果的な施設・設備の
利用

11)土地・建物等の資産の利用方法
等の検訃l

① 効率的かつ効果的な利用の検討
土地、建物等の資産について、

資産の利用頻度、本来業務に支障
のない範囲内での有効活用の可能
性の観点から、現状分析や利用方
法等の検討を随時行う。

併せて、不用となった建物の処
分等についても検討する。

② 施設利用者の状況を考慮 した利
用方法の検討

施設利用者に対する支援の充実
等を図るため、既存の施設・設備
等について、施設利用者の障害等



中 H  ウI(a与 2り 11) 中 り切 言1 画 (第 2り切) りえ 成 21年 度 言1画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

①

)地域の社会資源・公共財 として
のγ舌用

診療所の機能の活用
診療 Prfの 機能を活用 して、地域

の知的障害者等に医療を提供する。

柘1祉関係者等への活動の場とし
ての活用

施設・設備等について、格i祉 関
係者、ボランティア等の活動の場
に提供するなど、 用の利用促進
を|夕 |る 。

②

の状況に適確に月応 した4L活 の場
や 日中活動の場、余 lx時 間を過ご

す場等への有効活用を図る。

2)地域の社会資源 '公 共財として
の7舌 用

① 診療所の機能の活用
診療所の機能を活用 して、地域

の知的障害者等に夭療を提供する。

② 福祉関係者等への活動の場とし
ての7舌 用
ア 施設・設備等について、lf祉

関係者、ボランティア等の活 IIn

の場として提供する。

イ 施設・設備等について、lI祉
関係者の研修会等の場として提
供する。

ウ 施設利用者 と地域住民との交
流を進め、障害者に刈する地域
住民の理解を高めるため、施設
利用者と地域住民が参加するイ
ベン トを企画 し実施する。

自己言平イ両 |                    1 評lh項 目4 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イ1) .17価 の 視 点 等 (案 )

[評価の視点]

・保イ「する建物等の資産について、適時・的確に利用方法等を検言ヽ「し

有効活用に努めているか。 (政・独委評価の視点事項と同様)

[評価の視点]

・保有する建物等の資i辛 について、適時・的確に利用方法等を検討 し

有効活用に努めているか。 (政 ・独委評価の視,点事項と同様 )

・施設利用者の減少や能力・障害の状況等を略まえ、施設・設備等の効
率的かつ効果的な利用が割られているか。

・施設利用者の減少や能力・障害の状況等を踏まえ、施設 。設備等の効
率的かつ効果的な利用が図られているか。

・保/1資産の活用について、監事の監査において適切にチェックを受け
ているか。

・保有資産の活用について、監事の監査において適切にチェックを受け
ているか。

・施設・設備等について、ヤ」祉関係者やボランティアの利用など、地域
の社会資源・公共財として、地域住民への積極 r的 な施設 DΠ 放が行われて
いるか。

・施設・設備等について、福祉関係者やボランティアの利用など、地域
のイli会 資源・公共財として、地域住民への積極的な施設開放が行われて
いるか。

地域の知的障害者等への医療が適切に提供 され ているか。 地域の知的障害者等への医療が適切に提供されているか。



中 目  標 (第 2期 ) 中 りυl 芦 画 (第 2,切 ) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

合理化の推進
契約は、原則として一般競争入札

等によるものとし、以下の取組によ
り、随意契約の適正化を推進するこ
と。

① 「整理合理化計画」に基づき、
国立のぞみの国において策定 し

た 「随意契約見直 し計画J(平成
19年 12月 )の取組を着実に実
施するとともに、その取組状況を
公表すること。

一般競争入札等により契約を行
う場合であつても、特に企画競争
や公募を行 う場合には、競争性、
透明性が十分に確保される方法に
より実施すること。

監事及び会計監査人による監査
において、入札・契約の適正な実
施について徹底的なチェックを受
けること。

②

③

合理化の推進
重度かつ高齢の知的 7‐f害 者 という

施設利用者の特性を十分考慮 しなが

ら、契約は原則 として一般競争入札
等によるものとし、以下の取組によ
り、随意契約の適正化をIIE進する。

①  「整理合理化言1画」に基づき、
国立のぞみの園において策定 した
「随意契約見直 し計画」の取組を
着実に実施するとともに、その取
組状況を公表する。

② 一般競争入本L等 により契約を行
う場合であっても、特に企画競争
や公募を行 う場合には、競争性、
透明性が十分に確保 される方法に
より実施する。

監事及び会計監査人による監査
において、入札・契約の適正な実
施について徹底的なチェックを受
ける。

③

合理化のIE進

1)「随意契約見直し言「画」に基づく
取組等

①  「随意契約見直 し計画」に基づ
く1叉糸R
平成 21年度において )ヽ、

「随意
契約見直 し需1画 」に基づく取組を
着実に行い、契約の適正な実施を
図るとともに、その取組状況を公
表する。

② 競争性、透明性のlt保
一般競争入札等のうち企画競争

や公募を行う場合には、競争性、
透明性が十分に確保される方法に
より実施する。

(2)入札・契約の適正な実施の確保
監事及び会許1監 査人による監査に
おいて、入札・契約の適正な実施
について徹底的なチェックを受け
る。

(3)外 畜β委託の検討
平成 21年度における新 しい事

業等の実施状況を見極めながら、
外部委託の検討を行 う。

自己評価 |                   1 評価項目5 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イ7) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[評価の視点]

・「随意契約見直 し言1画」の実施状況はどうか。また、その状汐しについて
公表 しているか。 (政 。独委評価の視点事項と同様 )

[評 15の 視点]

。「随意契約見直 し言1画」の実施状況はどうか。また、その状況について
公表 しているか。 (政 。独委評価の視点事項と同様)

。一般競争入札等の実施状況はどうか。そのうち、企画競争や公募を行
う場合には、競争性、透明性が十分に確保 させる方法により実施 してい

るか。 (政・独委評価の視点事項と同様 )

。一般競争入札等の実施状況はどうか。競争性、透明性が十分に確保 さ
せる方法により実施 してい るか。 (政 ・独委評価の視点事項 と同様)

・入札・契約の実施状況について、監事及び会計監杏人による徹底的な
チェックを受けているか。 (政 ・独委評価の視点事項と同様)

・入札・契約の実施状況について、監事及び会計監杏人による徹底的な
チェックを受けているか。 (政 ・独委評価の視点事項と同様)



・契約方式等、契約に係る規il類 について、整備内容や運用の適tyl性等
必要な評価が行われているか。 (llt・ 独委評 ldhの 視点)

・契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切性等、
必要な評価が行われているか。 (政 。独委評価の視点)

・法人の特定の業務を独占的に受託 している関連法人について、当該法人
と関連法人との関係が具体的に明らかにされているか。当該法人との業
務委託の妥当性についての評lhが 行われているか。(政・独委評lHの 視点 )

・法人の特定の業務を独占的に受話している関連法人について、当該法
人と関連法人との関係が具体的に,1ら かにされているか。当該法人との
業務委託の妥当性についての評11が行われているか。 (政 ・独委.7価 の視
′は)

関連法人に対する出資、出えん、負れ1金等 (以 下「出資等」という。)に
ついて、法人の政策目的を踏まえた出資等の必要性の評価が行われてし`
るか。 (政 独委評価の視 ,点 )

・関連法人に対する出資、出えん、負担金等 (以 下 「出資等」という。)

について、法人の政策 目的を踏まえた出資等の必要性の評価が行われて
いるか。 (政 :独 委評価の視点)

・契約監視委員会での見直 し・点検は適tylに 行われたか (そ の後のフォ
ローアップを含む。)。 また、「随意契約等の見直 し言画」が計画どお り進
んでいるか。

中 日 標 (第 2,切 ) 中 壽1 画 (第 2り 切) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

rl民 に対して提供するサービスそ
の他の業務の質の1向 上に関する事項
通抑1法第 29条第 2項第 3号のITl

民に
'1し

て提供するサービスその他
の業務の質の向 卜に関する事項は、
次のとおりとする。

自立支援のための取組
1)重度xII的 障害者のモデル的な支
援を行うことにより、施設利用者
の地域への移行を積極的に推進
し、施設利用者数について、独立
行政法人T77行 時 (平成 15年 10
月)と 比較 して、 3害嚇 減するこ
と。

第 lr4民 に文lし て提供するサービスそ
の他の業務の質の向 Lに関する日標
を達成するためとるべきキ‖置

自立支援のための取組
重度の知的障害者に対する先導的

かつ総合的な支援の提供等を目的 と
するITl立 の施設であることを踏まえ、
次の取組を行 うことにより、重度か
つ高齢の矢目的障害者の自立に向けた
モデル

“

」な支援の確立に努めるとと
t)に 、他の知的障害関係施設等に対
し、これ らの知的障害者に文lす る支
援ノj法等のモデルを提供する。

1)地域移行に向けた取組
中り朝H標 に基づき、より多くの

地域移行の実現に向けて、地域移
行の取れを丁寧かつきめ胤‖かく進
める。

FTJ民 に対 して提供す るサー ビスそ
の他 の業務の質の向上に関す る Ht‖

を達成す るためとるべきlll置

日立支援のための取組

(1)地域移行に向けた取組
① 施設利用者の地域移行のスピー

ドアップ
施設利用者の地域移行の取組に

ついて、引き続き丁寧かつきめ利‖
かくllFめ るとともに、より多くの

地域移行の実現に1占 |け て、効率的
かつ効果的に取組み、平成 21年
度中に 15～ 20人 FI[度 の地域 177

行を目指す。



自己評価 |                    1 評価項目6 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イテ) 評 イ両 の 視 点 等 (案 )

[数値 目標 ]

・重度知的障害者のモデル的支援を行 うことにより、施設利用者の地域
への移行を積極的に推進 し、施設利用者数について、独立行政法人移行
‖寺 (平 成 15年 10月 )と 比較 して、 3害 1縮 llXす ること。

[数 lL目 標 ]

・重度知的障害者のモデル的支援を行 うことにより、施設利用者の地域
への移行を積極的に推進 し、施設利用者数について、独立行政法人移行
‖寺 (平 成 15年 10月 )と 比較して、 3吉 1以 上締減すること。

・施設利用者の地域移行の取組について、引き続き丁寧かつきめ剰‖かく

進めるとともに、より多くの地域移行の実現に向けて、効率的かつ効果

的に取組み、平成 20年度中に 15～ 20人程度の地域移行を目指す。

・施設利用者の地域移行の取組について、引き続き丁寧かつきめ和‖かく
進めるととt,に 、より多くの地域移行の実現に向けて、効率的かつ効果
的に取組み、平成 21年度中に 15～ 20人 程度の地域移行を目持す。

[評価の視点]

・施設利用者数について、独立イT政法人移行時 としヒ較 して 3害1を 縮減

する日標に対する進捗状況はどうか。

[評価の視点]

・施設利用者数について、独立行政法人移行時と比較 して 3吉 1を 縮減
するH標 におjす る進捗状 1/Lは どうか。

中 期 目 標 (第 2り切) 中 り切 壽1 画 (第 2ル 1) 平 成 21年 度 壽1画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

① 実施言十画の作成 と実践
厚生労lal省 、関係地方自治体

及び事業所等の協力の t)と 、施
設利用者 人ひとりについて、
次により地域移行に取 り組むこ

ととする。

ア 本人及び保護者等家族への

説明と同意の確保

イ 地域移行に向けた個別支援
計画に基づく生活・日中活動
に関する個別支援の提供や、
地域生活体験の実施

② 地域移行の段階的支援 (プ ロセ
ス)の実践
ア 本人及び保護者の同意を得る
ための取組

次の取組みを行うことにより、
平成 21年度中に 25人程度の
保護者の同意を得る。

a 移行先を具体的かつ丁寧に説
明することにより、具体的な
地域生 7舌 のイメージを持たせ、
安心感を与える。

b 来国の機会が少ない等のため
に地域移行に関する説明を受
けることが少ない家族に対し
て、家庭訪間を行 うなど、理
解 と同意を求める取組を強化
する。

c 地域移行に向けた具体的な個
りl支 援計画を作成する。

d 移行前に地域生活体験ホーム
において地域41活 体験を経験
させることにより、不安感を
角孝ツ肖する。

自己評価 |                    1 評価項目7 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イ子) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[数値日標]

・平成 20年度中に25人程度の保護者の同意を得る。

[数値目標 ]

・平成 21年度中に25人程度の保護者等の同意を得る。

10



[評価の視点]

・施設利用者の地域移行に向けて、施設利用者本人及び保護者等に力」し
て、どのように取り組んでいるか。
① 施設利用者及び保護者等への説明と同意の確保に関 して、どのよ
うに取り組んでいるか。
② 施設利用者に 1ヽす る41活 ・日中活 Ill支 援や、地域生活体験の実施
状況はどうか。

[HN/価 の視点]           ,
・施設利用者の地域移行に向けて、施設利用者本人及び保護者等に対し
て、どのように取り組んでいるか。
① 施設利用者及び保i笠 者等への説明と同.ま の確保に関して、どのよ
うに取り組んでいるか。
② 施設利用者に対するイL7舌 ・Π中活動支援や、地域Jl活体験の実施
状況はどうか。

中 期 目 標 (第 2り切) 中 言1 画 (第 2り切) 平 成 21年 度 言1画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

厚41労 1611省 、関係地方自治
体、事業所等の協力による移
行先のTL保

移行後のJi活 について、移
行先の協力により本人、保護
者が安心・信頼できる環境を
整備

② 地域移行モデルの情報提供
これまで蓄積 された地域移行の

実績等を踏まえ、他の知的障害関
係施設等に対 して、重度かつ高齢
の矢‖的障害者の地域移行に向けた
支援モデルの情報提供を行う。

イ 地域移行の環境整備に向けた
移行先のit保

出身都道府県・ il「 町本」や地域
のキーパー ソンからの紹介等を
受け移行先事業所を開拓する。

14成 21年度においては、茨
城県、栃本県、岐中県、大llK府 、
11日 県、広島県、大分県に対 し
て、重点的に地域移行への協力
を依頼する。

ウ 移行者に対する地域 4:γ舌定着
支援
・ 移行直前の健康診断の実施
を徹底する。

・ 移行先事業所 と連携 して地
域41活 の定着を図るためのフ
ォローアップを徹底 して行 う
ほか、高崎市に所在するケア
ホーム等への移行者に対して
は、地域相談支援センターに
よる支援を行 う。

地域移行モデルの作成
木人及び保護者に対する同意を

得る取れや、行政・事業所等との
調整など、地域移行にきめ利1か く
丁寧に対応 した事例を取りまとめ、
地域移行を進める Lで重要な関係
者の協力・調整に対する取組・心
構えに関するマニュアルを作成す
る。

③

自己評価 |                   | ・
N/価

項目8 H7  定

評 価 の 視 点 等 (現イT) 言`「 価 の 視 点 等 (案 )

[評価の視点]

・施設利用者の地域移行の実現のため、地域移行先の自治体や施設・事
業所等との協力・調整について、どのように取 り組んでいるか。
① 地域移行先を確保するための取組はどのように41つ ているか。
② 移行後の生活について、移行先の協力を得て、本人及び保護者等
が安′い。信頼できる環境を整備 しているか。

[評 11の 視点]

・施設利用者の地域移行の実現のため、地域移行先の自治体や施設 。事
業所等との協力・調整について、どのように取り組んでいるか。
① 地域移行先をFt保するための取組はどのように行つているか。
② 移行後の41活 について、移行先の協力を得て、本人及び保護者等
が安心・信FFtで きる環境を整備 しているか。



中 り切 日 標 (第 2り切) 中 画 (第 2'切 ) 平 成 21年 度 言 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

2)Ell度 知的障害者に対する自立の
ための先導的かつ総合的な支援を
行うことにより、サービスモデル

等を構築 し、他の知的障害関係施
設等への普及に取り組むこと。

(2)行 動障害等を有するなど著 しく
支援が困難な者に対する支援

行動障害等を有するなど著 しく
支援が困難な者の自立した生活が
面r能 となるようなサー ビスモデル

等を構築するとともに、他の知的
障害関係施設等に対 して情‖l提供
をイ予う。

2)行動障害等をイ「するなど著 しく
支援が困難な者に対する支援

① 福祉と医療の連携によるサービ
ス提供

行動障害等をイ]す るなど著 しく
支援が困難な者に対 して、自立 し
たJl活 が可能 となるよう、診療所
機能を有効に7舌 用 し福祉と1医 療の

連携による効果的なサー ビスを提
供する。

なお、実施にあたつては、外部
から行動 1算 害等の専P呵 家を平成 2
0年度から引き続き招へい し、専

P目 的な指導・助言を受ける。

② 新規受入の継続
平成 20年度から開始 した行動

障害等を有するなど著 しく支援が
困難な者の有期限の受入れを継統
し、施設入所支援、自立訓1練 等の
日中活動支援を提供する。

③ 日中活動支援の充実
提供する日中活動について、イロ

々の1障 害の特性、能力等に応 じて
効果的なサービス内容とするため、
1/成 21年度において施設外の4L

活介護事業を新たに実施するなど、
日中活動のメニューの充実を図る。

① 福祉の支援を必要とする矯正施
設等を退所 した知的障害者への支
援

福祉の支援を必要とする矯正施
設等を退所 した知的障害者に対 し
て、再犯を防止し地域での自立

`L活に向けて、有り切限の受入を継続
し、自立に向けた支援を提供する。
また、これらの実践等を通 じて、

刑務所出所後の受JUlと なる福祉施
設における効果的な支援プログラ
ムのDΠ 発等の検討を行 う。

自己評価 |                    1 評価項目9 評  定

評 価 の 視 点 等 (現イ子) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[評価の視点]

・重度・高齢の知的障害者に対する日立のための先導的かつ総合的な支
援のあり方を検討 し、能力・障害の状況等に合わせた効果的な施設入所
支援、日中活動支援の提供を行っているか。

[評価の視点]

・重度・高齢の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支
援のあり方を検討 し、能力 障害の状況等に合わせた効果的な施設入所
支援、 日中7舌 動支援の提供を行つているか。

12



・行動障害等をイ|す るなど著 しく支援が困螂[な 者に |ヽす る支援に関して、
どのように取り組んでいるか。

・全 Tlの 知的障害関係施設等の参考となるよう、重度の知的障害者に対
する地域移行を図るための支援モデルや、行動障害等をイ「するなど著 し
く支援が困難な者に対するサー ビスモデルの構築に向けて、どのように
取 り組んでいるか。また、他の知的障害関係施設等への情報提供につい

ては、どのように取 り組んでいるか。

・行動I章 害等を狗するなど著 しく
どのように取り組んでいるか。

支援が困難な者に対する支援に関して、

・全国の知的μ章害関係施設等の参考となるよう、重度の知的障害者に対
する地域移行を駆るための支援モデルや、行動 lif害 等をイIす るなど著 し
く支援が困難な者に対するサービスモデルの構築に向けて、どのように
取り組んでいるか。また、他の知的障害関係施設等への情報提供につい
ては、どのように取り組んでいるか。

中 日 標 (第 2'切 ) 中 り切 言1 画 (第 2'切 ) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

2 調査・研究
(1)重度知的障害者の地域移行、行

動障害等を有するなど著 しく支援
が困難な者の支援方法等につい
て、各年度において具体的なテー
マ等を設定し調 査・研究を行 う
こと。
なお、テーマ等の設定に当たつ

ては、障害補i祉 施策の動向や社会
的ニーズを踏まえ、lr害 福祉施策
のIIExfFに 資するt)の であつて、か
つ、その成果が知的 l~害 関係施設
等で活用されるなど実効性のある
ものとなるよう努めること。
また、調査・研究の内容に応 じ

て、関係機関等と連携・協力によ
り実施すること。

(2)成 果の積極的な普及・活用
調査・研究の成果について、以

下により積極的な情報発信を行 う
ことにより、知的障害関係施設等
における普及・活用を|ス |る こと。

① 広報媒体を活用 した情報発信
調査 。研究の成果について、ニ

ュースレターや法人ホームページ

等の広報媒体を一層活用 して、情
報発信に努めること。

② 講演会等の開lt
知的障害関係業務に従事する職

2 調査・研究
(1)調 査・研究のテーマ等の設定

調査・研究のテーマ等の設定に
当たつては、重度知的障害者の地
域移行プロセスの確立に関するこ
と、行動障害等を有するなど著 し
く支援が困難な者の支援方法等に
関すること、及び知的障害者の健
康管理、医療 と常[1社 の連携に関す
ること等、障害311祉施策の動向や
社会的ニーズを踏まえ、障害柘i祉

施策のlt進 に資するt)の となるよ
うにし、その成果が知的 l‐ 害関係
施設等で活用されるなど実効性の

あるものとなるように、各年度ご
とに厚生労lJl省 の意見等を踏まえ
て設定する。

２
①

調査・研究の実施体11等

方,。 内容の協議
各年度において行 う調査・研究

の基本的なカタ|や 具体的な内容に
ついて、外部のイ「識者等から構成
する 「ITl立 のぞみの国研究会議」
において協議を行 う。

業務の言1画的・効率的な実施
調査・研究業務について、計画

的かつ効率的に進めるため、ITl立

のぞみの国研究会議の下に 「調査
・研究調整会議」を引き続き設置
し、具体的な実施体制の検討や関

②

ｌ
①

調査 。研究
)調査・研究のテーマ

行動援護従業者養成研修プログ
ラムの全lr4的 な普及 と行動援護サ
ービスの標準化に関する調査・研
究

② I再 社の支援を必要とする矯正施
設等を退所 した障害者等の地域生
活移行のための効果的な支援プロ
グラムに関する調査・研究

重度・高齢の知的障害者に対す
る地域移行のプロセスの確立に関
する調査・研究 (5年 計画の 2年
次日)

行動障害等を泊するなど著 しく
支援が困難な者に対する効果的な
支援に関する調査・研究 (3年 計画
の 1年次H)

知的障害者の健康管lT・ ダ療 と
福社の連携に関する調査・研究(2
年計画の 2年次H)

地域でノli活する高齢知的障害者
のサービス利用に関する調査 研究

③

①

⑤

⑥

２
①

調査・研究の実施体11等
実施体‖J

外辛βのイ∫識を等から構成する
「

|コ 立のぞみの国研究会議 J

を平成 21年度に 2回 開催 し、
調査・研究のよ本的な方金|や具
体的な内容について協議等を行
つ。

計画r向 かつ効率的に調査・研
究を実施するため、日立のぞみ
の囲研究会議の下に設置する「調
査・研究調整会議」を定期的に
0日 催 し、IJ立 のぞみの国研究会
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中 り朝 日 標 (第 2,切 ) 中 り切 計 画 (第 2り 切) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績
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③ 各種研究会等を活用 した普及
全国的な各種研究会、学会等ヘ

の出席の機会を捉えて、調査・研
究成果の紹介・普及に努めるこ
と。

係各″5所 との連携・調整、進捗状
況の把握並びに調査 。研究の成果
の検 ll等 を行 う。

③ 外部の研究者等との連携・協力
調査・研究の内容に応 じて、外

部の研究者・関係機関等 と連携・

協力 して実施することが効果的な
場合には、適切な連携・協力体制
の確保に努めることとする。

議における決定事項を踏まえ、
具体的な実施体制の検言、1や関係
各部所 との連携・調整、進捗状
況の把握並びに調査・研究の成
果の検訂1等 を行 う。

② 外部の研究者等との連携 ,協力
調査・研究の内容に応 じて、外

部の研究者や関係機関、関係日1体
等との連携・協力により実施する
ことが効果的な場合には、適切な
連携・協力体制を確保する。

また、人材活用の観点から、調
査・研究の内容に応 じて、全国の
知的障害関係施設等のIIB員 の参加
を募って実施することも検討する。

自己評価  |                   1 評価項 日 10 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イテ) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[数値 目標 ]

・外部の有識者等から構成する「国立のぞみの園研究会議Jを 平成 20
年度に 2回開催 し、調査・研究の基本的な方,|や具体的な内容について

協議等を行 う。

[数値日標 ]

・外部の布識者等から構成する「国立のぞみの園研究会議」を平成 21
年度に 2回開llf:し 、調査・研究の基本的な方,|や具体的な内容について
協議等を行 う。

調査・研究を 6テ ーマ以 Lを実施する。

[評価の視′点]

・重度知的障害者の地域移行、行動1唯 害等をイ「するなど著 しく支援が困

難な者の支援方法等に関して、どのようなテーマ 内容等を設定 して調
査・研究に取 り組んでいるか。

[評価の視点]

・重度知的障害者の地域移行、行動障害等をイ「するなど著 しく支援が困
x‐rな者の支援方法等に関して、どのようなテーマ 。内容等を設定して調
査・研究に取り組んでいるか。

。設定されたテーマ等に対 して、どのような実施体制により取り組んで
いるか。

また、外部の研究者・関係機関等との効果的な連携は図られているか。

・設定 されたテーマ等に対 して、 どのような実施体11に よ り取 り組んで
いるか。

また、外部の研究者 ・関係機関等 との効果的な連携は図 られているか。

中 日 標 (第 2り 切) 中 画 (第 2り切) 平 成 21年 度 言1画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(3)成果の積極的な普及・活用
調査・研究の成果について、以

下により積極的な情報発信を行 う
ことにより、知的障害Fx3係 施設等
への普及・活用を図る。

① 広報媒体の活用
研究紀要を年間 1回 以 L発行す

るほか、ニュースレターや法人の
ホームページに分か りやすく掲載
するなど、情報発信に努める。

また、関係学会や関係団体等の

協力を得て学会誌、機関誌への掲
載をlXlる 。

(3)成果の積 lF7的 な普及 ・7舌用

① 広報媒体の活用
ア 調査・研究の成果のまとめと

して、研究紀要 (研究報告書)

を年間 1回 以上発行するほか、
調査・研究の要旨をニュースレ
ターやホームページに年間 1回、
分かりやすく掲載する。
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中 り切 H ヤ「 (第 2刃 l) 中 言1 画 (第 2り 馴) 平 成 21年 度 言 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

② 研修会、講演会等における発表
|」 立のぞみの国が主lrlす る研修

会等において、調査・研究の成果
を発表する機会を設ける。

また、関係口1体 等の講演会、研
究会等において、出席の機会を7舌

用 して、調査・研究の成果を紹介
するなどの普及に努める。

イ ネL会福祉学会や関係 l ll体 等の
学会誌、機関誌への調査・研究
論文の掲載を図る。

② 研修会、講演会等における発表

ア I Fl立 のぞみの国が主,1す るセ
ミナー等において、調査・研究
の成果を発表する。

イ 関係
'H体

等の言1演会、研究会、
学会等における出席の機会を7舌

用 して、調査・研究の成果を紹
介する。

自己評価  |                    1 言1′ lH項 目 11 評   定

言平 価 の 視 点 等 (現イ「) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[数イ直H標 ]

・研究紀要を年間1国以 L発行する
[数値 H標 ]

,研究紀要を年間 1回以 L発行する。

・調査 '研究の成果のまとめとして、研究紀要 (研究報告書)を 年間 1

回以上発行するほか、調査・研究の要旨をニュースレターやホームペー
ジに年間 1回、分か りやすく掲載する。

,調査・研究の成果のまとめとして、研究紀要 (研究報告書)を年F同 1

国以上発行するほか、調査・研究の要旨をニュースレターやホームペー
ジに年間 1回 、分かりやすく掲載する。

[評価の視,ほ ]

・調査・研究の成果について、知的障害関係施設等においてその成果等
が活用できる内容となつているか。また、その普及を1文 |る ためにどのよ
うに取 り組んでいるか。

[評価の視点]

・調査 ,研究の成果について、知的障害関係施設等においてその成果等
がl16用 できる内容となつているか。また、その普及を図るためにどのよ
うに取り組んでいるか。

・調査・研究の成果に関する評価の把握は行っているか。また、把握 し
ているのであれば、どのような評 llllを 得ているのか。

。調査・研究の成果に関する評価の把握は行っているか。また、把据 し
ているのであれば、どのような評価を得ているのか。

中 り切 ロ タk(第 2期 ) 中 計 画 (第 2り切) 平 成 21年 度 言1画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

3 養成・研修
次代の市i祉の担い手を養成するた

めの効果的なプログラムを策定 し、
全|コ の知的障害関係施設職員等を対
象とした養成 。研修を行 うととt)

に、ボランティアを希望する者には、
実践の機会を提供すること。

また、養成・研修の成果等が知的
障害関係施設等で活用されるなど、
実効性のあるものとなるように内容
等を具体的に設定するとと )ヽに 、成
果等を発表する機会を設けること。

3 養成・研修
次代の福祉の判lい 手を養成するた

めの効果的なプログラムを策定 し、
全ITlの 知的障害関係施設職員等を対
象とした養成 。研修を行うとともに、
ボランティアを希望する者には、実
践の機会を提供する。

なお、養成・研修の成果等が、知
r向 llr害 関係施設等で活用 されるなど
実効性のあるものとなるように、具
体的な内容、達成すべきH標 等につ
いて、各年度ごとに厚∠L労働省の意
見等を踏まえて設定する。

(1)養成・研修
IJの 政策課題や知的障害者に対

養成・研修

(1)養成 ,研修
① 研修会、セミナーの開ll l
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中 '切  目 標 (第 2'切 ) 中 計 画 (第 2り切) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

す る支援技術 に関す ること等をテ

ーマ に設定 して研修会等 を開141す

る。
また、ITl立 のぞみの国のフイー

ル ドを活用 した大学・専P]学 校 の

学41等 の実習生の受入れ について

は、実習の 目的 に沿 つた実習プ ロ

グラムを作成す ることとし、計画

的かつ効果的な実習 を提供す る。
なお 、こ うした研修会等の場に

おいて、調査 ・研究の成果等 を発

表す る機会 をTIt保 す るよ う、養成
・研修プ ログラムを工大す る。

2)ボ ランティアの養成
国立のぞみの園のフィール ドを

活用 して、ボランティアを実践す
る機会を積極的に提供するととく)

に、多様なニーズに対応 したメニ

ューを用意する。

ア 全国の知的障害関係施設、
事業所等の職員を対象として、
ITl立 のぞみの国が主11に より、
次のセミナーを実施する。

a 行動援護従業者養成中央セミ
ナーを実施する。

b ll祉セ ミナーについて、 Tlの
政策課題 となつているテーマ

や関心の高いテーマを選択 し、
平成 21年度中に 2回実施す
る。

なお、このうち 1回 は、福
祉の支援を必要とする矯正施
設等を退「

Flし た知的障害者ヘ

の支援に関するセ ミナーとす
る。

c 最先端の医学知識の紹介と
普及を日的 としたI章 害ダ療セ
ミナーを平成 21年度に 2回
実施する。

イ L「f馬 県等の地方自治体から養
成・研修事業を受託 して実oLす
る。

② 実習41の受入
ア 資格取得に当たって計画的か
つ効果的な実習を提供するため、
平成 20年度に作成 した実習プ
ログラムに基づき、社会福祉 |:

及び介護福祉 [し の養成に取り組
む。

なお、平成 21年度において
は、実習プログラムを実践する
中で、資格取得の養成学校等と
連携・協力 して、プログラムの

検証を行い、必要に応 じて、平
成 22年度に向けた改訂の検討
をイ予う。

イ 保育士、訪問介護員等の資格
取得のための実習場所 として、
コ立のぞみの国のフィール ドの
利用を希望する専P]学校等の学
41の受入を積極的に行う。

(2)ボ ランティアの養成
① ボランティアメニューの整備

平成 20年度に整備 したボラン
ティアメニューのプログラムに沿
つて、ボランティアの積極的な受
入を行 う。

② ボランティアメニューの川知
施設紹介 ビデオを活用 して、ITl

立のぞみの国の活動の周知を図る
とともに、ホームページゃニュー
スレター等にボランティアメニュ
ーを掲載する。

また、ボランティアl ll体等に対
して、利用に関する働きかけを行
,。
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自己評価 |                   1 評価項目12 評   定

評 価 の 視 点 等 (現 イ「) 言平 イ両 の 視 点 等 (案 )

[数 (直 HおI]
・厚41労働省の助成事業により、行動援護従業者養成中央セ ミナー及び
罪を犯 した知的障害者への支援に関するセ ミナーを、 r`成 20年度にそ
れぞれ 1回実施する。

[数 lL H tk]
・厚イli労働省の助成事業により、行動援護従業者養成中央セミナー及び
罪を犯 した知的障害者への支援に関するセミナーを、14成 21年度にそ
れぞれ 1回実施する。

・ITlの 政策課題となつているテーマや関心の高いテーマを選択し、ヤ:1祉

セミナーを平成 20年度に2回実施する。
・|コ の政策課題となつているテーマや関心の高いテーマを選択し、福1祉

セミナーを平成 21年度に2回実施する。

・最先端の医学知識の紹介と普及を目的 とした障害医療セ ミナーを14成
20年度に 2回 実施する。

・最先端の医学知識の紹介と普及を目的とした障害医療セ ミナーを 1/成

21年度に 2回実施する。

養成・研修の参加者の満足度が 80%以上とする。
(ア ンケー ト内容を精査のうえ、平成 22年度より評価の祝点等として
実施する。)

[評価の視点]

・養成・研修の実施状況はどうか。
[評価の視点]

・養成 。研修の実施状況はどうか。

・ITlの 政策課題への文」応や、知的障害関係施設においてその成果等が活
用できる養成・研修の内容・テーマとなつているか。

・ITlの 政策課題への対応や、知的障害関係施設においてその成果等が活
用できる養成・研修の内容・テーマとなつているか。

。大学・専P]学校の学生等に対する効果的な実習プログラムを策定し
芦1画的かつ効果的な実習を提供しているか。

・大学・専P]学校の学生等に対する効果的な実習プログラムを策定 し
言1画的かつ効果r的 な実習を提供 しているか。

ボランティアの養成の取組状況は どうカ ボランティアの養成の取組状況はどうか。

中 り切 H 標 (第 2り切) 中 言1 画 (第 2り 朝) Ч′ 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

援り,・ 助言
重度知的障害者の地域移行、障害

者自立支援法に基づくサービスの支
援技術等、ITl立 のぞみの国における
専 P可 的・先駆的な取り組みや調査・

研究の成果等に基づき、知的障害関
係施設等の求めに応 じて援助 '助言
を行 うことにより、知的障害関係施
設等における自立支援活動に寄与す
ることが可能となるよう、実効性の

あるものとすること。
また、援助・lly」 言の業務の川知を

図り、全国の知的障害関係施設等か
らの利用がなされるよう努めるこ
と。

援りJ・ りJ言
援 llyJ・ 」JJ言 の業務について、lLカ

ロ治体等にll知 することにより利用
拡大を図るとともに、」立のぞみの

国における地域移行の取組や障害者
自立支援法に基づくサービスの実践、
調査・研究の成果等を踏まえ、地域
移行や様々なサー ビスの実施方法、
支援技術等に関すること等について、
専Pq的 かつ効果的な援 J/」 ・J/J言 を実

施する。

援助・助言

)援助・」/J言 の利用拡大
ホームページ等の広報媒体を活

用 して、 Fl立 のぞみの国の業務や
援助・助言の内容、利用方法等に
ついて、川知を図 り、利用拡大に

努める。

)専 P]的 かつ効果的な援 lyJ・ 助言
の提供

障害者自立支援法に基づく lf害

福祉サービスの実践を踏まえ、自
立支援法の事業体系への移行準備
を進めている知的障害関係施設等
に対 して、事業運営の方法や支援
技術等など、求めに応 じて専門的
かつ効果的な援ly」

.助言、及び情
報提供を行 う。

なお、専P円 的かつ効果的な援助
・助言等とするため、調査・研究
の成果について 1)積 極的に活用 し
て実施する。



自己評価  |                      1 訓′価項 目13 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イ子) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[評価の視点]

・援助・助言の実施件数はどうなつているか。
[評価の視点]

・援助・Jy」 言の実施件数はどうなつているか。

・障害者支援施設等の求めに応じて、丁寧かつきめ細やかに対応した援
」JJ・ 助言を行つているか。

・障害者支援施設等の求めに応 じて、丁寧かつきめ細やかに対応 した援
1/1・ 助言を行っているか。

援助・助言の利用が促進されるような取組を行つているか。 援」/J・ 助言の利用が促ilrさ れるような取組を行つているか。

中 期 目 標 (第 2111) 中 画 (第 2,切 ) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

その他の業務
前 4事項に附帯する各種の業務を

行 うこと。

その他の業務
前 4事項に附帯する業務 として、

主に次の業務を行 う。

1)診療所について、施設利用者の

高齢化等に対応 した適切な医療を
行 うとともに、地域の知的障害者
等に対 しても診療を行う。

また、心理外来等の利用の拡大
に努める。

その他の業務

ｌ
①

診療所について
適tylな 医療の提供

診療所は、施設利用者のかか
りつけ医として、施設利用者の

高齢化等に対応 した適切な医療
を提供するほか、次の健康診断
牛を言1画的に実施する。

a 施設利用者全員を対象に、
健康診断を定期的に実施する。
b 女性の施設利用者を対象に
子宮がん検診を実施するほか、
対象年riiに 該当する者に対 し
て、乳がん検診を実施する。
c 施設利用者全員 (禁忌を除
く)に対 して、インフルエン
ザ予防接種を実施する。

困
の
を
支

ヽ

が
祉
等
る
め

イ

② 地域医療への貢献
地域医療への貢献を図る観点か

ら、施設利用者への診療に支障の

ない範囲内で、地域の知的障害者
等に対する診療に積極的に取り組
む。

心IIF外 来等の利用拡大等
心理外来等について、利用拡大

に努めるとともに、関係機関と連
携しその充実を図る。

③

18



中 り馴 目 tR(第 2カ 1) 中 力l 言1 画 (第 2り朝) 平 成 21年 度 言 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

地域の障害者支援のltt点 として、
中核的な役害1を‖1う とともに、

地域の l~害者等に対する相談や短

'切

入所、 日中 一時支援等の地域 41

7舌 を支援するサービスを実施する。

(2)地域の障害者支援の充実
① 高崎市自立支援協議会における

活動
高1/.l市 自立支援協議会に参加 し

地域の lf害 者の暮らしやすい環境
づくりに向けた活動を積極的に行
つ。

② 地域の障害者に対する生活支援
地域の障害者等を文l象 として、

短り切入所や共同4i活 介護 (ケ アホ
ーム)等のサービスを提供すると
ともに、ll談 支援、 日中 時支援
等の地域生7舌支援事業を実施する。

平成 21年度においては、地域
の知的障害者等の自立を支援する
ため、方L設外においてもイ117「 介護
事業を行い、日中7舌 動の充実を図
る。

自己評価 |                   1評 価項目14 評   定

評 価 の 視 点 等 (IF_イ「) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[評価の視点]

・診療所においては、必要な医療スタッフや設備が確保されるなど、施

設利用者の高齢等の状況に合わせたえ療がlfL供 されているか。
また、地域医療への貢献の観点から、地域の知的障害者等に

'1し

てど
のような取組を行っているか。

[評価の視点]

・診療所においては、必要な|え燎スタッフや設備が確保されるなど、施
設利用者の高齢等の状況に合わせた医療が提供されているか。

また、地域 |え療への貢献の観点から、地域の知的障害者等に対 してど
のような取組を行っているか。

・地域の lF害者及び家族に対して利談や、短り切利用等の提供、41活体験
事業や共同/1活 介護事業などの地域41活 を支援するサービスの充実に取
り組んでいるか。

・地域の障害者及び家族に対 して村談や、短り切利用等の提供、/i活体験
事業や共同生活介護事業などの地域生活を支援するサービスの充実に取
り組んでいるか。

中 り切 日 標 (第 2期 ) 中 ,切  計 画 (第 2り朝) 平 成 21年 度 言 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

前 5事項で提供するサー ビスに対
する第二者からぎ/nL等 を聴取する場
の確保
適t/」 なサービスの提供と業務連営

の向 iを 隊るため、第二者から意見
等を聴取する機会を確保するととt)

に、第二者言`「価機関によるヤ
`祉

サー
ビスの評lHを 実施すること。
また、その評価結果等を公表 し、

事業運営への反映に努めること。

6 サー ビス提供等に関する第二者か
ら意見等を聴取する機会の確保

lTl立 のぞみの国の業務運営の向 li

を図るため、第二者から意/nu等 を聴
取する機会の確保を図るとともに、
福祉サービスに係る第二者言`「価機関
による定力l的 な評価を実施する。

また、その評価結果等の公表を図
るとともに、lTl立 のぞみの国の事業
運営に反映させるよう努める。

(1)第 二者から意見等を聴取する場
のFΠ lヤ:

総合施設の運営や調査・研究、
養成・研修等の業務全般に関する

第二者の意見等を事業運営に反映
させるため、イ1識者、行政担当者、
地域代表、保護者等から構成され
る会合を原則年 1回以上開11す る。

(2)第二者評価機関による言`「価
第=者評価機関による評価につ

いて、概ね 3年に 1回実施する。

サー ビス提供等に関する第二者か
ら意見等を聴取する機会の確保

1)「 IJ立 のぞみの国の業務連営の向
[1を 図るための運営懇談会」σ)開

lll:

イl識者、行政‖当者、地域代表、
保護者竿から構成される「J立 の

ぞみの国運営懇談会Jを 年間 l国
以 Ltt141し 、総合施設の運営、調
査・研究、養成・研修、援 lly」

.1/J

言等のITl立 のぞみの国運営業務全
般に関する意見等を聴取するとと
もに、その内容を公表 し、事業連
営に反映させる。

(2)第 二者評価機関による言`F価
福祉サー ビスに係る第二者評価

機関による評価を実施する。

ｎ
υ



自己言`「価  |                    1 評価項 目15 評   定

評 価 の 視 点 等 (現 イf) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[数値 目標 ]

・総合施設の運営や調査・研究、養成 。研修等の業務全般に関する第二

者の意見等を事業運営に反映させるため、イ識者、行政担当者、地域代
表、保護者等から構成される会合を原則年 1回以 Lttlflす る。

[数 lL H標 ]

・総合施設のl■営や調査・研究、養成・研修等の業務全般に関する第二
者の意/mL等 を事業運営に反映させるため、イi識者、行政IL当 者、地域代
表、保護者等から構成される会合を原則年 1回以 11開 lllす る。

第二者評価機関による評価について、概ね 3年に 1回実施する 第 二者言
｀
F価機関による評価 について、概ね 3年に 1口実施する。

[評価の視点]

・適切なサービス提供と業務運営の向上を図るため、第二者の,意見等を
聴取する機会の開催状況はどうか。

[評価の視点]

・適りJなサービス提供と業務運営の向上をⅨるため、第二者の意見等を
聴取する機会の開催状況はどうか。

・その場で出された意見等について、どのようにサービスや業務運営に

反映されているか。また、その結果について公表 しているか。

・その場で出された意見等について、どのようにサービスや業務運営 |

反映されているか。また、その結果について公表 しているか。

中 期 目 標 (第 2期 ) 中 期 p‐ l 画 (第 2り切) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

第 4 財務内容の改善に関する事項
通則法第 29条第 2項第 4号 の貝オ務
内容の改善に関する事項は、次のと
お りとする。

自己収入の増加に努めることによ
り、中期目標り切間中において、総事
業費 (定年退llilrt者 に係る退職手当を
除く。)に占める自己収入の比率を、
40%以上にすること。

経費の節減を見込んだ予算による
業務運営の実施

「第 2 業務連営の効率化に関す
る事項」で定めた事項に lL慮 した中
り切計画の予算を作成 し、当該予算内
で健全な運営を行 うこと。

第 3 予算
収支言|

(人 件費の兄積 りを含む)

画及び資金計画

予算
男|1紙 1の とお り

収支言1画
別紙 2の とお り

資金nl画
別紙 3の とお り

第 4 短期借入金の限度額

限度額
450, 000, 000円

想定される理山

)運営費交付金の受入れの遅延等
による資金の不足に対り志するため。

)予 定外の退職者の発4Lに 伴 う退
職手当の支給等、偶発的な出費に
月応するため。

重要な財産を譲渡 し、又は壮l保 に
しようとするときは、その言1画

なし

(2

第 5

第 3 予算 (人 件費の見積 りを含む)、

支訂1画及び資金計画

予算
卿l紙 1の とおり

収支計画
別紙 2の とおり

資金計画
男|1紙 3の とおり

収

4 短ル1借入金の限度額

1 限度額
450, 000, 000円

2 想定される理日

(1)運営費交付金の受入れの遅延等
による資金の不足に対応するため。

(2)予定外の退職者の発生に伴 う退
Jll手 当の支給等、偶発的な出費に
対応するため。

重要な財産を譲渡 し、又は担保
供 しようとするときは、その計画

なし
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中 ルI H tI(第 2刃 1) 中 言| 画 (第 2期 ) 14成 21年 度 計 画 Чた 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

第 6 采1余金の使途

l l14員 の資質の向 11の ための学会、
研修会等への参加及び外部の関係機
Fx3と の人事交流

2 施設・設備及び備品の補修、整備
〕|び に備品の購入

3 施設利用者の個坤l支援芦1画 の適 t/」

な運用や地域における支援体11づ く
りなどの地域移行の取組み

4 退職手当 (依 順退職等)への充当

第6 乗1余 金の使途

l l● K員 の資質の向 11の ための学会、
研修会等への参加及び外部の関係機
関との人事交流

2 施設 '設備及び備品の補修、整備
並びに備品の購入

3 施設利用者の個坤l支援言画の適切
な運用や地域における支援体制づく
りなどの地域移行の取組に係る費用

4 退lld千 当 (依願退職等)への充当

自己言
｀
r価  |                   1評 価項目16 評   定

評 llhの 視 点 等 (現イr) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[数 ll日 標 ]

・自己収入の増加に努めることにより、中り切H標り切間中において、総事
業費 (定午退j敵 者に係る退職手当を除く。)に 占める自己収入の比率を、
40%以 1に すること。

[数値 H標 ]

・自己収入の増加に努めることにより、中期日標り切間中において、総事
業費 (定 年退職者に係る退IIn手 当を除く。)に 占める自己収入の比率を、
40%以 上にすること。

[評価の視点]

・総事業費 (定年退職者に係る退職千当を除く。)に 占める自己収入の
比率は、 どうなつているか。

[評価の視点]

・総事業費 (定 年退職者に係る退職手当を除く。)に |"め る自己収入の
比率は、 どうなっているか。

・運営費交付金を充当して行 う事業については、中り切H tkに基づく予算
を作成 し、当該予算の範囲内で予算を執行 しているか。

・運営費交付金を充当して行 う事業については、中り切H標 に基づく予算
を作成 し、当該予算の範囲内で予算を執行しているか。

・予算、収支計画及び資金計画について、各費日に関 して計画と実績の
差異がある場合には、その発イlillF山 が明らかになつてお り、今理的な t)

のであるか。   (政  独委評11の 視点事項と同様)

・予算、収支計画及び資金言1画 について、各費目に関して計画と実績の
差異がある場合には、その発41埋 山が明らかになつてお り、合理的なも
のであるか。   (政 ・独委評llhの 視点事項と同様 )

・運営費交付金が全額収益化されずに債務として残された場合には、そ
の発てLIIT Illが 明らかになつてお り、それが合FT的 なt)の であるか。

(政 。独委評価の視点事項と同様)

・運営費交付金が全額収益化されずにllt務 として残された場合には、そ
の発/L理 由が明らかになっており、それが合理的な t)の であるか。

(政 ・独委評価の視点事項と同様)

中 り切 H 標 (第 2"|) 中 言 画 (第 2カ 1) r`成 21年 度 言1画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

第 5 その他業務運営に関する重要事項
通員1法 第 29条第 2項第 5号のそ

の他業務連営に関する重要事項は、
次のとお りとする。

1 施設整備や改修等については、適
切な支援サービスの確保に用意 しつ
つ、施設利用の状 17L、 社会経済情勢
を踏まえ、その必要性や経費の水準
等について十分に精査すること。

第 7 その他主務省令で定める業務連営
に関する事項

1 人事に関する計画

(1 ) ノ」,|

施設利用者の・lX少 等を踏まえ、
業務運営の効率化を図 りつつ、人
員の適りJな ′

'こ

置等に努める。

第 7 その他主務省令で定める業務運営
に  関する事項

1 人事に関する戸1画

(1 ) ノブ,「

施設利用者の減少等を踏まえ、
業務連営の効率化を図 りつつ、人
員の適りJな 配置等に努める。

０
∠



中 刃l 日 標 (第 2)り |) 中 言十 画 (第 2期 ) 'F成 21年 度 計 画 14成 21年 度 の 業 務 の 実 績

(2)人員に係る指標
り切末 (24年度末)の常勤職員

数をり切首 (20年度当初)の 80
%と する。

(参 考 1)
lld員 の数
り切首の常wl」職員数    279名

期末の常P/1職員数の見込み
3名

(参 考 2)
中り切目標期日日の人件費総額
中力IH tR"1間 中の人件費総額 /mu込 み

11,581百 力円

(2)人 員に係る指標
常勤職員数について、平成 21

年度当初及び年度末の見込みを次
のとおりとする。

(参 考 1)

職員の数
年度当初の常勤職員数  270名

年度末の常勤Ill員 数の/nL込 み
0名

(参 考2)
人件費総額

平成 21年度の人件費総額見込み
2.474百 万円

自己評価 |                   1評 価項目17 評  定

評 価 の 視 点 等 (現 イI) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[評価の視点]

・ 人事に関する計画は実施されているか。
[評価の視点]

・ 人事に関する計画は実施されているか。

中 日 標 (第 2り切) 中 計 画 (第 2'切 ) 平 成 21年 度 計 画 平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

施設・設備 に関す る言1画

積立金処分にFx3す る事項

なし

施設 ・設備
の内容

予定額
(単位 :百

万円)

財  源

ク
エ

ン
置

り
設

プ

一

ス
ラ
事

90
20年度
施設整備費

ク
エ
定

ア
等

″御岬［嘲い

ス
ラ
事
寮
フ
改

107

20年 度施設
整備費ネ打助
金 (第 2次
湘i正 )

施設・設備に関する言画
なし

ただ し、平成 20年度第 2次 袖
止予算 (明 許繰越)に 計上された
次の工事について、 21年度内に
施工する。
・ 生活寮等に係る消防法方L行令
改正に伴 う第 2'切 スプリンクラ
ー設置工事

・ 特定寮 (つ つ じ寮)のバ リア
フリー化等改修工事

積立金処分に関する事項

なし

自己評価 |                   1評 価項目18 評   定

評 価 の 視 点 等 (現イ子) 評 価 の 視 点 等 (案 )

[評価の視点]

・施設・設備に関する計画は実施されているか。
[評価の視点]

・施設・設備に関する計画は実施されているか。

22



料 3-3-⊂

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園役員給与規程

平成 15年 10月  1日 規程第  6号
平成 15年 10月 31日 規程第 15号
平成 16年  6月  1日 規程第 27号
平成 16年  7月  1日 規程第 28号
平成 17年  7月  1日 規程第 49号
平成 18年  6月 30日 規程第 65号
平成 19年  6月 29日 規程第 85号
平成 21年  6月 25日 規程第 126号
平成 21年 12月  1日 規程第 134号

(目 的)

第 1条 この規程は、独立行政法人通貝1法 (平成 11年法律第 103号 )第
62条の規定に基づき、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の
ぞみの園 (以 下 「のぞみの園」という。)の役員 (以下 「役員」とい
う。)の給与の支給について定めることを目的とする。

(給与)

第 2条 役員の給与は、常勤の役員については俸給、通勤手当及び特別手当
とし、非常勤の役員については、通勤手当及び非常勤役員手当とする。

(俸給 )

第 3条 役員の俸給月額は、次の各号とする。

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園役員給与規程

日規程第
日規程第 1
日規程第 2
日規程第 2
日規程第 4
日規程第 6
日規程第 8
日規程第 12

(目 的)

第 1条 この規程は、独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第
62条 の規定に基づき、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の
ぞみの園 (以下 「のぞみの園」とい う。)の役員 (以 下 「役員」とい
う。)の給与の支給について定めることを目的とする。

(給与)

第 2条 役員の給与は、常勤の役員については俸給、通勤手当及び特別手当
とし、非常勤の役員については、通勤手当及び非常勤役員手当とする。

(俸給 )

第 3条 役員の俸給月額は、次の各号とする。
1)理事長789,000円

692, 000円
646,000円

役 員 給 与 規 程

2)理 事
3)監 事

789,000円
692,000円
646,000円

号
号
号
号
号
号
号
号

６

５

７

８

９

５

５

６

１

１

１

１

１

０

９

５

３

　

　

　

３

２

２

月

月

月

月

月

月

月

月

０

０

６

７

７

６

６

６

年

年

年

年

年

年

年

年

５

５

６

６

７

８

９

１

１

１

１

１

１

１

１

２

成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平

1

2
3

理事長
理 事
監 事

(俸給の支給定 日及び支給方法)

第 4条 役員の給与 (特別手当を除く。)の支給定 日は、毎月 15日 (そ の
日が休 日に当たるときは、その日以降において、その日に最も近い休
日でない日)と する。ただし、理事長が特に支給定 日以外の日を指定
した場合は、この限 りでない。

2 役員の給与は、通貨で直接役員にその全額を支払 うものとする。た
だし、法令又は別に定めるものがあるときは、給与の一部を控除 して
支払 うことができる。

(新たに役員となった者の俸給 )

第 5条 新たに役員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただ し、

(俸給の支給定日及び支給方法 )

第 4条 役員の給与 (特別手当を除く。)の支給定 日は、毎月 15日 (そ の
日が休 日に当たるときは、その日以降において、その日に最も近い休
日でない日)と する。ただ し、理事長が特に支給定 日以外の日を指定
した場合は、この限 りでない。

2 役員の給与は、通貨で直接役員にその全額を支払 うものとする。た
だ し、法令又は別に定めるものがあるときは、給与の一部を控除して
支払 うことができる。

(新たに役員となった者の俸給 )

第 5条 新たに役員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、



退職 し又は解任 された役員が即 日役員に任命 されたときは、その日の

翌 日から俸給を支給するc

(役員でなくなった者の俸給 )

第 6条 役員が退職 し又は解任により役員でなくなったときは、その日まで

俸給を支給する。
2 役員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

(俸給の 日害J計算 )

第 7条 第 5条又は前条第 1項の規定により本俸を支給する場合であつて月
の初 日から支給するとき以外のとき又は月の末 日まで支給するとき以

外のときは、その月分の俸給については、その月の現日数から日曜日

及び土曜 日の日数を差 し引いた日数を基礎として、日割によつて計算
した額を支給する。

(通勤手当)

第 8条 通勤手当は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和 25年法律第
95号。以下 「一般職給与法Jと い う。)第 12条第 1項に規定する

通勤手当の支給要件に該当する役員に支給する。
2 通勤手当の月額は、一般職給与法第 12条第 2項に規定する額とす
る。

3 前 2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴 う支給額の改

定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準 じ

て別に定める。
(特別手当)

第 9条 特別手当は、期末手当及び勤勉手当とする。
2 期末手当は 6月 1日 及び 12月 1日 (以 下これ らの日を「基準 日」~と

い う。)にそれぞれ在職する役員に対 して、それぞれ基準 日から起

算 して 30日 をこえない範囲内において理事長が定める日に支給す

る。 これらの基準 日前 1箇月以内に退職 し、又は死亡した役員につい

ても別に定める場合を除き同様 とする。
3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において当該役員が受ける~べ

き俸給月額、俸給月額に 100分 の 25を乗 じて得た額及び俸給月

額に 100分 の 20を 乗 じて得た額の合計額 (以 下「

退職 し又は解任 された役員が即 日役員に任命されたときは、その日の

翌日から俸給を支給する。
(役員でなくなった者の俸給 )

第 6条 役員が退職 し又は解任により役員でなくなったときは、その日まで
俸給を支給する。

2 役員が死亡 したときは、その月まで俸給を支給する。
(俸給の日害1計算 )

第 7条 第 5条又は前条第 1項 の規定により本俸を支給する場合であつて月
の初 日から支給するとき以外のとき又は月の末 日まで支給するとき以
外のときは、その月分の俸給については、その月の現 日数から日曜 日
及び土曜 日の日数を差 し引いた 日数を基礎 として、日害1に よつて計算
した額を支給する。

(通勤手当)

第 8条 通勤手当は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和 25年法律第
95号。以下 「一般職給与法Jと い う。)第 12条第 1項 に規定する
通勤手当の支給要件に該当する役員に支給する。

2 通勤手当の月額は、一般職給与法第 12条第 2項に規定する額 とす
る。

3 前 2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴 う支給額の改
定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じ
て別に定める。

(特別手当)

第 9条
特別手当は 6月 1日 及び 12月 1日 (以下この項においてこれ らの

日を「基準 日」という。)にそれぞれ在職する役員に対 して、それぞ
れ基準 日か ら起算 して 30日 をこえない範囲内において理事長が定め
る日に支給す る。 これ らの基準 日前 1箇 月以内に退職 し、又は死亡 し
た役員についても別に定める場合を除き同様 とす る。

2 生型手当の額は、それぞれの基準 日現在において当該役員が受ける
べき俸給月額、俸給月額に 100分の 25を 乗 じて得た額及び俸給月
額に 100分の 20を乗 じて得た額の合計額に、 6月 に支給する場合
においては 100分の 160、 12月 に支給する場合においては 10
0分の 175を乗 じて得た額に基準 日以前 6箇月以内の期間における
その者の在職期間の次に掲げる区分に応 じ、当該各号に定める割合を
乗 じて得た額とする。

6箇月
5箇月以上 6箇月未満
3箇 月以上 5箇 月未満
3箇 月未満

に、 6月 に支給する場合においては 100分の 65、 12月 に支給す
る場合においては 100分 の 85を乗 じて得た額に基準日以前 6箇 月

以内の期間におけるその者の石職期間の次に掲げる区分に応じ、当該
各号に定める害1合 を乗じて得た額とする。
1)6箇月 100分 の 1

2)5箇 月以上 6箇月未満  100分 の
3)3箇 月以上 5箇月未満  100分 の
4)3箇 月未満      100分 の

０

０

０

０

０

８

６

３

０

０

０

０

０

８

６

３

の
の
の
の

分
分
分
分

０

０

０

０

０

０

０

０

１

２

３

４



う業績評価の結果及びその者の職務実績等を
考慮 し、これを増額 し、又は減額することができる。

第 9条の 2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第 2項及び第 4項
の規定にかかわらず、当該各号の基準 日に係る特別手当 (第 3号に掲
げる者にあっては、その支給を一時差 し止めた特別手当)は、支給し
ない。

(1) 基準日から当該基準 日に対応する支給 日の前 日までの間に独立行政
法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 23条第 2項又は第 3項
の規定により解任 されたもの

(2) 基準 日前 1箇月以内又は基準日から当該基準 日に対応する支給 日の
前 日までの間に離職 した役員 (前号に掲げる者を除く。)で、その離
職 した日から当該支給 日の前 日までの間に禁固以上の升1に処せ られた
もの

(3) 次条第 1項の規定により特別手当の支給を一時差 し止める処分を受
けた者 (当 該処分を取 り消された者を除く。)で、その者の在職期間
中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せ られたもの

第 9条の 3 理事長は、支給 日に特別手当を支給することとされていた役員
で当該支給 日の前 日までに離職 した者が次の各号のいずれかに該当す
る場合は、当該特別手当の支給を一時差 し止めることができる。

(1) 離職 した 日から当該支給 日の前 日までの間に、その者の在職期間中
の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴 (当 該起訴に係る犯罪
について禁固以上の刑が定められているものに限 り、刑事訴訟法 (昭
和 23年法律第 131号 )第 6編に規定する略式手続きによるものを
除く。第 2項において同 じ。)を され、その判決が確定 していない場
合

(2) 離職 した 日から当該支給 日の前 日までの間に、その者の在職期間中
の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕 された場合又はその者
から聴取 した事項若 しくは調査により判明 した事実に基づきその者に
犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対 し特別手当
を支給することが、のぞみの園の公共的使命に対する国民の信頼を確
保 し、特別手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重
大な支障を生ずると認めるとき

2 理事長は、前項の規定による特別手当の支給を一時差 し止める処分 (以
下 「一時差止処分Jと い う。)について、次の各号のいずれかに該当す
るに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取 り消さなければな
らない。ただし、第 3号に該当する場合において、一時差止処分を受け
た者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕 されて
いるときその他 これを取 り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反
すると認めるときは、この限りでない。

3 理事長は、前項の規定による特別手当の額について厚生労働省独立
行政法人評価委員会が行 う業績評価の結果及びその者の職務実績等を
考慮 し、これを増額 し、又は減額することができる。

第 9条 の 2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第 1項の規定にか
かわらず、当該各号の基準 日に係 る特別手当 (第 3号に掲げる者にあ
つては、その支給を一時差 し止めた特別手当)は、支給 しない。

(1) 基準 日から当該基準 日に対応する支給 日の前 日までの間に独立行政
法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 23条第 2項又は第 3項
の規定により解任 されたもの

(2) 基準 日前 1箇月以内又は基準 日から当該基準 日に対応する支給日の
前 日までの間に離職 した役員 (前号に掲げる者を除く。)で、その離
職 した日から当該支給 日の前 日までの間に禁固以上の刑に処せ られた
もの

(3) 次条第 1項の規定により特別手当の支給を一時差 し止める処分を受
けた者 (当 該処分を取 り消された者を除く。)で、その者の在職期間
中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の升1に処せ られたもの

第 9条の 3 理事長は、支給 日に特別手当を支給することとされていた役員
で当該支給 日の前日までに離職 した者が次の各号のいずれかに該当す
る場合は、当該特別手当の支給を一時差 し止めることができる。

(1) 離職 した日から当該支給 日の前 日までの間に、その者の在職期間中
の行為に係 る汗1事事件に関して、その者が起訴 (当 該起訴に係る犯罪
について禁固以上の刑が定められているものに限 り、刑事訴訟法 (昭
和 23年法律第 131号 )第 6編に規定する略式手続きによるものを
除く。第 2項において同 じ。)を され、その判決が確定 していない場
合

(2) 離職 した日から当該支給 日の前 日までの間に、その者の在職期間中
の行為に係る升1事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者
から聴取 した事項若 しくは調査により判明 した事実に基づきその者に
犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対 し特別手当
を支給することが、のぞみの園の公共的使命に対する国民の信頼を確
保 し、特別手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重
大な支障を生ずると認めるとき

2 理事長は、前項の規定による特別手当の支給を一時差 し止める処分 (以
下 「一時差止処分Jと い う。)について、次の各号のいずれかに該当す
るに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取 り消さなければな
いない。ただし、第 3号に該当する場合において、一時差止処分を受け
た者がその者の在職期間中の行為に係 る刑事事件に関し現に逮捕されて
いるときその他これを取 り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反
すると認めるときは、この限 りでない。



(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に

係る刑事事件に関 し禁固以上の刑に処せ られなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件につき公訴を提起 しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る特別手当の基

準 日から起算 して 1年を経過 した場合
3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生 じた

事情に基づき、特別手当の支給を差 し止める必要がなくなつたとして当

該一時差止処分を取 り消すことを妨げるものではない。
4 理事長は、一時差止処分を行 う場合は、当該一時差止処分を受けるベ

き者に対 し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載 した説

明書を交付 しなければならない。
(非常勤役員手当の月額 )

第 10条  非常勤の監事の非常勤役員手当は、月額 20万 9千 円とする。
2 第 6条及び第 7条の規定は、前項の非常勤役員について準用する。

附  則
1 この規程は、平成 15年 10月 1日 から施行する。
2 実施 日の前 日において、心身障害者福祉協会 (以 下 「協会」 という。)

の役員であった 者で、引き続きのぞみの園の役員となった者の在職期間の

算定については、協会の役員 であった期間をのぞみの園の在職期間とみな

す。

附  則
1 この改正は、平成 15年 11月 1日 から施行する。
2 平成 15年 12月 に支給する特別手当の額は、本改正後の第 9条第 2項
の規定にかかわらず、この規定により算定される特別手当の額 (以下この

項において 「基準額」 とい う。)か ら次に掲げる額の合計額 (以 下この項
において 「調整額Jと い う。)に相当する額を減 じた額とする。この場合

において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当は支給 しない。
(1)心身障害者福祉協会 (以 下 「協会Jと いう。)の役員であつた者で引

き続きのぞみの園の役員となった者にあっては、平成 15年 4月 1日 にお
いて協会の役員として受けるべき俸給及び通勤手当の月額の合計額 (の ぞ

みの園設立後に役員となつた者にあつては新たに役員となった日において

受けるべき俸給及び通勤手当の月額の合計額)に 100分の 1 07を 乗

じて得た額 (以下 「基礎額Jと い う。)に、同年 4月 から10月 までの月

数 (同年 4月 1日 から施行 日の前 日までの期間において、協会またはのぞ

みの園の役員として在職 しなかつた期間がある場合は、その月数を減 じた

月数)を乗 じて得た額
(2)平成 15年 6月 に心身障害者福祉協会の役員として支給された特別手

当の額に 100分の 1 07を 乗 じて得た額
3 前項第 1号 に規定する基礎額及び前項第 2号に掲げる額に 1円 未満の端

数が生 じたときは、これを切 り捨てるものとする。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に

係る井1事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかつた場合
(2) ―時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつ

た行為に係る升1事事件につき公訴を提起 しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る特別手当の基
準日から起算 して 1年を経過 した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明 した事実又は生 じた
事情に基づき、特別手当の支給を差 し止める必要がなくなつたとして当
該一時差止処分を取 り消すことを妨げるものではない。

4 理事長は、一時差止処分を行 う場合は、当該一時差止処分を受けるベ

き者に対 し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載 した説
明書を交付 しなければならない。

(非常勤役員手当の月額 )

第 10条 非常勤の監事の非常勤役員手当は、月額 20万 9千円とする。
2 第 6条及び第 7条 の規定は、前項の非常勤役員について準用する。
附  則

1 この規程は、平成 15年 10月 1日 から施行する。
2 実施 日の前 日において、心身障害者福祉協会 (以 下 「協会」とい う。)

の役員であった 者で、引き続きのぞみの園の役員となった者の在職期間の

算定については、協会の役員 であった期間をのぞみの園の在職期間とみな
tr。

附  卿l

l この改正は、平成 15年 11月 1日 から施行する。
2 平成 15年 12月 に支給する特別手当の額は、本改正後の第 9条第 2項
の規定にかかわらず、この規定により算定される特別手当の額 (以 下この
項において 「基準額」 とい う。)か ら次に掲げる額の合計額 (以 下この項
において 「調整額」とい う。)に相当する額を減 じた額とする。この場合
において、調整額が基準額以上 となるときは、特別手当は支給 しない。
(1)心身障害者福祉協会 (以 下 「協会」とい う。)の役員であった者で引
き続きのぞみの園の役員 となつた者にあっては、平成 15年 4月 1日 にお
いて協会の役員として受けるべき俸給及び通勤手当の月額の合計額 (の ぞ
みの園設立後に役員となった者にあつては新たに役員 となった日において
受けるべき俸給及び通勤手当の月額の合計額)に 100分 の 1.07を 乗
じて得た額 (以 下 「基礎額Jと いう。)に、同年 4月 から10月 までの月
数 (同年 4月 1日 から施行 日の前 日までの期間において、協会またはのぞ
みの園の役員として在職 しなかつた期間がある場合は、その月数を減 じた
月数)を乗 じて得た額
(2)平成 15年 6月 に心身障害者福祉協会の役員として支給された特別手
当の額に 100分の 1 07を 乗 じて得た額

3 前項第 1号に規定する基礎額及び前項第 2号に掲げる額に 1円未満の端
数が生じたときは、これを切 り捨てるものとする。



附  貝」
この規程は、平成 16年 6月 1日 から施行する。

附  則
この規程は、平成 16年 7月 1日 から施行する。

附  則
この規程は、平成 17年 7月 1日 から施行する。

附  則
この規程は、平成 18年 7月 1日 から施行する。

附  則
この規程は、平成 19年 7月 1日 から施行する。

附  則
1 この規程は、平成 21年 6月 25日 から施行する。
2 平成 21年 6月 に支給する特別手当に関する第 9条の規定の適用につい
ては、第 9条第 2項中 「100分の 160」 とあるのは 「100分の 14

附  則
この規程は、平成 16年 6月 1日 か ら施行する。

附  則
この規程は、平成 16年 7月 1日 か ら施行する。

附  則
この規程は、平成 17年 7月 1日 か ら施行する。

附  則
この規程は、平成 18年 7月 1日 か ら施行する。

附  則
この規程は、平成 19年 7月 1日 から施行する。

附  則
1 この規程は、平成 21年 6月 25日 から施行する。
2 平成 21年 6月 に支給する特別手当に関する第 9条の規定の適用につい
ては、第 9条第 2項中 「100分の 160Jと あるのは 「100分 の 14
5」 とする。5」 とす る。

附  則
この規程は、平成 21年 12月 1日 から施行する。
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園役員給与規程

平成 15年 10月  1日 規程第   6号
改 正 平成 15年 10月 31日 規程第  15号

平成 16年  6月  1日 規程第  31号
平成 16年  7月  1日 規程第  32号
平成 17年  7月  1日 規程第  49号
平成 18年  6月 30日 規程第  65号
平成 19年  6月 29日 規程第  85号
平成 21年  6月 25日 規程第 126号
平成 21年 12月  1日 規程第 134号

(目 的 )

第 1条  この規程 は、独 立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 62条 の規定
に基づ き、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 (以 下 「のぞみの

園」 とい う。)の役員 (以下 「役員」 とい う。)の給与の支給 について定めることを

目的 とす る。

(給与 )

第 2条 役員 の給与は、常勤の役員については俸給、通勤手当及び特別手 当 とし、非常勤
の役員 につ いては、通勤手当及び非常勤役員手 当とする。

(俸給 )

第 3条 役員 の俸給月額は、次の各号 とす る。
1

2
3

理事長

理  事

監 事

789,OOO円
692, 000円
646, 000円

(俸給の支給定 日及び支給方法)

第 4条 役員の給与 (特別手当を除く。)の支給定 日は、毎月 15日 (そ の 日が休 日に当
たるときは、その 日以降において、その日に最 も近い休 日でない 日)と する。ただ
し、理事長が特に支給定日以外の 日を指定 した場合は、この限 りでない。

2 役員の給与は、通貨で直接役員にその全額を支払 うものとする。ただ し、法令又
は別に定めるものがあるときは、給与の一部を控除して支払 うことができる。

(新たに役員 となった者の俸給)

第 5条 新たに役員 となった者には、その日か ら俸給を支給する。ただし、退職 し又は解
任 された役員が即 日役員に任命 されたときは、その日の翌 日から俸給を支給する。

(役員でなくなった者の俸給 )

第 6条 役員が退職 し又は解任により役員でなくなったときは、その日まで俸給を支給す
る。

2 役員が死亡 した ときは、その月まで俸給を支給する。

(俸給の日割計算 )

第 7条 第 5条又は前条第 1項の規定により本体を支給する場合であって月の初 日から支

給するとき以外のとき又は月の末 日まで支給するとき以外のときは、その月分の俸
給については、その月の現 日数から日曜 日及び土曜 日の日数を差 し引いた 日数を基
礎 として、 日割によって計算 した額を支給す る。

(通勤手当)

第 8条 通勤手当は、一般職の職員の給与に関す る法律 (昭和 25年法律第 95号。以下
「一般職給与法」 とい う。)第 12条第 1項に規定する通勤手当の支給要件に該当

する役員に支給す る。
2 通勤手当の月額は、一般職給与法第 12条第 2項に規定する額 とす る。
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3 前 2項に規定す るもののほか、通勤の実情の変更に伴 う支給額の改定その他通勤

手当の支給 に関 し必要な事項は、国家公務員の例に準 じて別に定める。

(特別手当 )

第 9条 特別手 当は、期末手当及び勤勉手 当とす る。
2 期末手 当は 6月 1日 及び 12月 1日 (以 下 これ らの 日を 「基準 日」 とい う。)にそ

れぞれ在職する役員に対 して、それ ぞれ基準 日か ら起算 して 30日 をこえない範囲

内において理事長が定める日に支給す る。 これ らの基準 日前 1箇月以内に退職 し、

又は死亡 した役員についても別 に定める場合 を除き同様 とす る。

3 期末手 当の額は、それぞれの基準 日現在において当該役員が受けるべ き俸給月額、

俸給月額 に 100分 の 25を 乗 じて得た額及び俸給月額に 100分 の 20を乗 じて

得た額 の合計額 (以下 「基礎額」 とい う。)に 、 6月 に支給す る場合においては 10
0分の 65、 12月 に支給す る場合 においては 100分 の 85を乗 じて得た額に基

準 日以前 6箇月以内の期 間におけるその者の在職期間の次に掲げる区分に応 じ、当

該各号 に定 める害」合を乗 じて得た額 とす る。
1

2

3

4

6箇月 100分 の 100
5箇 月以上 6箇月未満  100分 の 80
3箇月以上 5箇月未満  100分 の 60
3箇 月未満 100分 の 30

4 勤勉手当は、基準 日にそれぞれ在職す る役員に対 し、基準 日以前の 6箇月以内の

期間におけるその者の職務実績等 に応 じて、支給 日に支給す る。 これ らの基準 日前

1月 以 内に退職 し、若 しくは解任 され、又は死亡 した役員 については別 に定める場

合を除 き同様 とす る。

5 勤勉手 当の額は、基礎額に別 に定 める割合 を乗 じて得た額 とす る。 この場合にお
いて、のぞみの園が支給する勤勉手 当の額の総額 は、勤勉手 当基礎額に 100分 の

80を 乗 じて得た額を超 えてはな らない。
6 理事長は、前項の規定による特別手当の額 について厚生労働省独立行政法人評価

委員会が行 う業績評価の結果及びその者の職務実績等 を考慮 し、これ を増額 し、又

は減額す ることができる。

第 9条の 2 次の各号のいずれかに該 当す る者には、前条第 2項及び第 4項 の規定にかか

わ らず 、当該各号の基準 日に係 る特別手当 (第 3号に掲げる者 にあっては、その支

給を一時差 し止めた特別手当)は、支給 しない。

(1) 基準 日か ら当該基準 日に対応す る支給 日の前 日までの間に独立行政法人通則法

(平成 11年法律第 103号 )第 23条第 2項又は第 3項の規定によ り解任 され

た もの

(2) 基準 日前 1箇月以内又は基準 日か ら当該基準 日に対応す る支給 日の前 日までの

間に離職 した役員 (前号に掲げる者 を除 く。)で、その離職 した 日か ら当該支給 日

の前 日までの間に禁固以上の刑 に処せ られた もの

(3) 次条第 1項の規定により特別手 当の支給 を一時差 し止 める処分を受けた者 (当

該処分 を取 り消 された者を除 く。)で、その者の在職期 間中の行為に係 る刑事事件

に関 し禁 固以上の刑 に処せ られた もの

第 9条の 3 理事長は、支給 日に特別手当を支給す ることとされ ていた役員で当該支給 日

の前 日までに離職 した者 が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特別手当の

支給 を一時差 し止めることができる。

(1) 離職 した 日か ら当該支給 日の前 日までの間に、その者 の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関 して、その者 が起訴 (当 該起訴に係 る犯罪について禁固以上の刑

が定め られているものに限 り、刑事訴訟法 (昭和 23年法律第 131号 )第 6編
に規定す る略式手続 きによるものを除 く。第 2項において同 じ。)を され、その判

決が確 定 していない場合

(2) 離職 した 日か ら当該支給 日の前 日までの間に、その者 の在職期間中の行為 に係

る刑事事件に関 して、その者が逮捕 された場合又はその者か ら聴取 した事項若 し

くは調査 により判明 した事実に基づ きその者 に犯罪があると思料するに至 った場
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合であって、その者 に対 し特別手 当を支給することが、のぞみの園の公共的使命
に対す る国民の信頼 を確保 し、特別手当に関す る制度の適正かつ 円滑な実施 を維
持す る上で重大な支障を生ずると認 めるとき

2 理事長 は、前項の規定による特別手当の支給を一時差 し止める処分 (以 下 「一時

差止処分」 とい う。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合 には、
速やかに当該一時差止処分 を取り消 さなければな らない。ただ し、第 3号 に該 当す
る場合 において、一時差止処分を受けた者がその者 の在職期間中の行為 に係 る刑事
事件 に関 し現に逮捕 されてい るときその他 これ を取 り消す ことが一時差止処分 の 目
的に明 らかに反す ると認 めるときは、この限 りでない。

(1) 一時差止処分 を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係 る刑事事

件に関 し禁 固以上の刑 に処せ られなかった場合

(2) 一時差止処分 を受けた者 について、当該一時差止処分の理由 となつた行為 に係
る刑事事件 につき公訴を提起 しない処分があった場合

(3) 一時差止処分 を受けた者がその者 の在職期間中の行為に係 る刑事事件 に関 し起
訴 をされ ることなく当該一時差止処分に係 る特別手当の基準 日か ら起算 して 1年
を経過 した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明 した事実又は生 じた事情 に基づ

き、特別手 当の支給を差 し止 める必要がな くなった として当該一時差止処分 を取 り
消す ことを妨 げるものではない。

4 理事長は、一時差止処分 を行 う場合は、 当該一時差止処分 を受 けるべ き者 に対
し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載 した説明書を交付 しなけれ
ばな らない。

(チF常勤役員手当の月額 )

第 10条 非常勤の監事の非常勤役員手当は、月額 20万 9千円とする。
2 第 6条及び第 7条の規定は、前項の非常勤役員について準用す る。

附 ｀
則

1 この規程は、平成 15年 10月 1日 か ら施行す る。
2 実施 日の前 日において、心身障害者福祉協会 (以 下 「協会」 とい う。)の役員であった

者 で、引き続 きのぞみの園の役員 となった者 の在職期間の算定については、協会 の役員
であった期間をのぞみの園の在職期間 とみなす。

附  則

1 この改正は、平成 15年 11月 1日 か ら施行す る。
2 平成 15年 12月 に支給す る特別手当の額は、本改正後の第 9条第 2項の規定にかか

わ らず、この規定によ り算定 され る特別手当の額 (以 下 この項において 「基準額」 とい

う。)か ら次に掲げる額の合計額 (以 下 この項において 「調整額」 とい う。)に相 当す る

額 を減 じた額 とす る。 この場合 において、調整額が基準額以上 となるときは、特別手 当

は支給 しない。

(1)心 身障害者福祉協会 (以 下 「協会」 とい う。)の役員 であった者で引き続 きのぞみの

園の役員 となつた者 にあつては、平成 15年 4月 1日 において協会の役員 として受 け

るべ き俸給及び通勤手当の月額 の合計額 (の ぞみの園設立後に役員 となった者 にあっ

ては新たに役員 となつた 日において受けるべ き俸給及び通勤手当の月額の合計額)に
100分 の 1 07を 乗 じて得た額 (以 下 「基礎額」 とい う。)に 、同年 4月 か ら 10
月 までの月数 (同 年 4月 1日 か ら施行 日の前 日までの期間において、協会またはのぞ

みの園の役員 として在職 しなかつた期間がある場合 は、その月数 を減 じた月数)を乗
じて得た額

(2)平成 15年 6月 に心身障害者福祉協会の役員 として支給 された特別手当の額に 10
0分の 1 07を 乗 じて得た額

3 前項第 1号に規定す る基礎額及び前項第 2号に掲げる額に 1円未満の端数が生 じた と

きは、 これ を切 り捨てるもの とす る。

附  則

この規程は、平成 16年 6月 1日 か ら施行す る。

-3-



附  則
この規程は、平成 16年 7月 1日 か ら施行す る。

附  則

この規程は、平成 17年 7月 1日 か ら施行す る。

附  貝」

この規程は、平成 18年 7月 1日 か ら施行す る。,

附  則

この規程は、平成 19年 7月 1日 か ら施行す る。

附  則

1 この規程は、平成 21年 6月 25日 か ら施行する。

2 平成 21年 6月 に支給す る特別手当に関す る第 9条の規定の適用については、第 9条
第 2項中 「100分 の 160」 とあるのは 「100分 の 145Jと す る。

附  則

この規程は、平成 21年 12月 1日 か ら施行す る。

-4-



資料4-1

独立行政法人の業務実績に関する二次評価結果(概要)

―政策評価・独立行政法人評価委員会による「年度意見」一

〔
醤7を筆儒5糟繁彗 鰍 写腎馨資Fの

業務の実績に

〕

独立行政法人の業務実績については、各年度終了後、各府省の独立行政法人評価委員会が評価(=一次評価)を

行つています。

総務省の政策評価 独立行政法人評価委員会 (委 員長 :岡素之・住友商事 (株 )代表取締役会長、独立行政法人

評価分科会長 :富田俊基・中央大学法学部教授)は、一次評価の客観的かつ厳正な実施を確保するため、各府省の

評価委員会の評価結果について横断的評価(=二次評価)を行い、各評価委員会に対して必要な意見を通知するこ

ととされています。

⇒ 指摘事項の具体例は、P.6～ 18を参照。

1 平成20年度業務実績評価に対する意見 (二次評価)について

本意見は、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が、各府省の独立行政法人評価委員会等から提出され

た独立行政法人101法 人、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団(助 成業務)、 国立大学法人及

び大学共同利用機関法人の平成20年度業務実績評価の結果について、府省横断的な視点から二次評価を実施し

た結果を意見として通知するもの(指摘事項は241事項)。

(1)二次評価の主な視点
平成20年度における独立行政法人の業務の実績に関する二次評価については、平成21年 3月 30日 に当委員会

で決定した「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」(以 下「評価の視点」という。)に沿つて、同 日当委員

会の独立行政法人評価分科会で決定した「平成20年度業務実績評価の具体的取組について」(以下「評価の具体

的取組」という。)において示している点に特に留意して実施した。

(主な視点)

① 評価の結果が国民に分かりやすいものとなっているか。

② 政府方針等において当該年度に取り組むこととされている事項についての評価が的確に行われているか。
③ 財務内容や業務運営の改善等のため重要な視点と考えられる財務状況、保有資産の管理 運用、人件費管理、契約等に関する

評価が適切に行われているか。

(2)二 次 評 価 における新 たな取 組

評価の視点及び評価の具体的取組において示している視点等のうち、契約並びに諸手当及び法定外福利費に関
する事項については、国民の関心が高く、よリー層の透明性の向上と厳格な評価が求められることから、各府省の協
力を得て実態調査を実施した。その結果は、当委員会の二次評価のみならず、各府省評価委員会における一次評
価へ活用するため、各府省評価委員会にもフィードバックした。

MIC戦 輛 」rど脳

平成21年 12月 9日



2意見の概要

(1)府省評価委員会に対する共通意見

ア 契約の適正化 (独法及び準用法人計103法人中93法人について指摘)

調査結果の概要 (本文 P239～ 265)

ア 契約規程類の整備状況
○ 指名競争入札限度額が国の基準 と異なる (1法

人)

○ 包括的随契条項(注 )に 係る基準が明確かつ具体的
に定められていない (3法人 )

○ 予定価格の作成・省略について会計規程等に明
確に定められていない (12法 人 )

○ 総合評価方式や複数年度契約について会計規程
等に明確に定められていない (23法人)

○ 総合評価方式や企画競争 ・公募 を実施する場合
に要領 。マニュアル等が整備 されていない (33法
人)

(注 )「 その他随意契約とする特別の理由があるとき」など、随意
契約とすることができることについて、包括的にしか定めてい
ない条項

イ 契約の審査体制の状況
0 82法人において「随意契約審査委員会」「入札

検討委員会」等の審査組織 (合計453組織)が設
けられている

○ 上記の審査組織 (453組織)の うち契約全般を
対象とするのは234組織、第二者を構成員とする
ものは89組織、事前審査をするものは417組織

意見の概要

ア 契約に係る規程類の整備の有無及び規定内容を
把握 した上で、規程類の整備内容の適切性等につ
いて厳格に評価すべき (34法人)

イ 法人の業務の特性、契約事務量、職員規模など
を勘案 した上で、契約事務手続に係る審査体制等
が契約の適正性確保の観点から有効に機能 してい

るか検証結果を明らかにすべき (66法 人)

調査結果の概要 (本文 P239～ 265)

随意契約見直 し計画の進捗状況

平成18年度 平成20年度 目標

競争性のない随意契約 り

`877億

円 4、256億円 3,334億 円

○ 随意契約見直 し計画における競争性のない随意
契約の削減 目標(件数)を 達成 していない (37法人 )

工 特定委託契約 (注 )の再委託の状況

○ 一括再委託の禁止措置や再委託の把握措置につ

いて内部規程等に定められていない (29法人 )

○ 再委託を行 う場合に承認 届出等の手続を行つ

ていない案件がある (5法人 )

○ 再委託の金額を把握 していない案件がある (5法
人 )

○ 随意契約による契約において再委託割合(金額 )

が50%以上の案件がある (9法 人 )

(注)試験、研究、調査、システムの開発 運用等の委託契約

オ ー般競争入札における 1者応札の状況

平成19年度 平成20年度

一般競争入札(a) 2万 4,286件 3万 5,662件

1者応札(b) 1万 805件 1万 7.412件

割合(b/a) 445% 488%

0 1者 応札の割合 (件数)

0 1者 応札の割合 (件数)

法人)

が50%以上 (33法人)

が前年度より増加 (56

意見の概要

ウ 随意契約見直 し計画における競争性のない随意

契約の削減目標 を達成 していない法人について、

随意契約見直 し計画の実施 ・進捗状況等の検証結

果を引き続き明らかにすべき (37法 人 )

工 特定委託契約における再委託の必要性等につい

て厳格な検証を行い、必要に応 じ改善方策の検討
を促すべき (38法 人 )

オ 制限的な応札条件が設定 されていないかなど

厳格な検証 を行い、必要に応 じ改善方策の再検討
を促すべき (33法 人 )

※ 左記の調査結果も踏まえ、政府としては、「独立行政

法人の契約状況の点検・見直 しについて」 (平成21年 11

月17日 閣議決定)に基づき、①競争性のない随意契約の

見直 しを更に徹底 して行 うとともに、②一般競争入札等

についても真に競争性が確保されているか点検、見直 し

を行うこととしている。



イ 諸手当及び法定外福利費の適切性確保 (独法101法人中84法人について指摘)

調査結果の概要 (本文P267～ 300)

ア 諸手当
① 国家公務員と比べて給与水準が高い法人 (51法

人)の うち、給与水準に影響する手当 (俸給の特別
調整、扶養手当、住居手当等)に ついて、国より高
い支給額を定めている手当、支給額算定方法が国と
異なる手当、法人独自の手当 (41法人、延べ103手
当)

② 給与水準に影響 しない手当 (通勤手当、特殊勤務
手当等)について、国より高い支給額を定めている
手当、支給額算定方法が国と異なる手当、法人独自
の手当 (29法 人、延べ65手 当)

イ 法定外福利費
‐

国におけるレクリエーション経費の見直 し等を契機
に、以下のとおり支出の見直しが行われている。

支出項目 19年度に支出 うち廃止予定

互助組織への支出 31法人 11法人

文化 .体 育 レクリエーション事業への支
出

57法人 33法人

食券交付等の給食費補助 27法人 20法 人

慶弔関連への支出 81法人 2法人

福利厚生代行サービス等への支出 18法人 7法人

意見の概要

諸手当について、
① 給与水準の適正化に向けて講ずる措置が十分

なものとなつているかという観点から、適切性
について評価すべき (38法人、延べ90手当)

② 社会一般の情勢に適合 したものとなっている
かという観点から、適切性について評価すべき
(27法人、延べ58手 当)

イ 法定外福利費の支出について、他の法人が支出
を行つていない又は支出を廃止するよう見直 しを
行つている状況も踏まえ、国民の理解を得られる
ものとなつているかという観点から、適切性につ
いて評価すべき (81法人)

4

(2)府省評価委員会に対する個別意見 (合計 64事項について指摘 )

① 評価結果について、評定や評価の理由・根拠についての説明が不明確・不十分であるので、分かり
やすい評価を行うべき。

/情 報通信研究機構 (総務省評価委員会)

/ 農畜産業振興機構 (農林水産省評価委員会 )

/ 空港周辺整備機構 (国土交通省評価委員会)な ど          13法 人 (3評価委員会 )

② 勧告の方向性、既往の政府の方針等で指摘した事項の取組状況に係る評価が不十分であるので、的
確な評価を行うべき。

(勧告の方向性関係〉
/ 国際交流基金 (外務省評価委員会)

/ 日本学生支援機構、大学入試センター (文部科学省評価委員会)

/ 農業・食品産業技術総合研究機構 (農林水産省評価委員会)など   15法 人 (5評価委員会)

(そ の他政府方針等〉
/ 高齢・障害者雇用支援機構、医薬品医療機器総合機構 (厚生労働省評価委員会)

/ 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (経済産業省評価委員会)

/ 奄美群島振興開発基金 (財務省評価委員会・国土交通省評価委員会)

/ 環境再生保全機構 (環境省評価委員会)な ど            13法 人 (7評価委員会)

③ 財務状況、保有資産の管理・運用等に係る評価が不十分であるので、的確な評価を行うべき。

/ 財務状況関係                           3法 人 (2評価委員会)

/ 保有資産の管理・運用等関係                    3法 人 (2評価委員会)

/ 関連法人への出資関係                       3法 人 (3評価委員会 )

V/ 給与水準・総人件費改革関係                   14法 人 (7評価委員会)



3 意見の具体例

匝 証定理由・根拠等が不明確で、評価結果が分かりにくくなっている例  J

情報通信研究機構 (総務省)

農畜産業振興機構 (農林水産省)

総務省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:無線ネットワーク技術に関する研究開発

【評定 :AA(中 期目標を大幅に上回つて達成)】

※ 平成19年度評定 :A評定(中 期目標を十分達成 )

評価項目:光量子通信技術に関する研究開発

【評定:AA(中 期目標を大幅に上回つて達成)】

※ 平成19年度評定 :A評定(中 期目標を十分達成 )

評価項目:バイオコミュニケーション技術に関する研究開発

【評定 :AA(中 期目標を大幅に上回つて達成)】

※ 平成19年度評定 :B評定 (中期目標を概ね達成)

評価項目:時空標準に関する研究開発」

【評定:AA(中 期目標を大幅に上回つて達成 )】

※ 平成19年度評定 :A評定(中期目標を十分達成)

評価項目「無線ネットワーク技術に関する研究開発」、

「光量子通信技術に関する研究開発」及び「時空標準に関

する研究開発」については、平成19年度の評価結果では評

価がA評定 (中期 目標を十分達成)と され、「バイオコ

ミュニケーション技術に関する研究開発」については、同

評価結果では評価がB評定 (中期目標を概ね達成)と され

ており、20年度の評価結果においてはこれらすべての評価

がAA評定 (中期目標を大幅に上回つて達成)と されてい

る。 しかしながら、研究成果について様々な言及があるが、

中期目標の達成状況については必ず しも十分に示されてい

るとは考えられない。

したがって、19年 度評価においてA]定 やB]定 で

あったものを20年度の評価において最上級の評定とする説

明が十分になされているとは言い難い。

今後の評価に当たっては、最上級の評定を付すに当た

り、中期目標の達成状況をPBkま えた説明をすべきである。

農林水産省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:肉用牛対策 (※ )

【評定 :a(設定した指標が達成された)】

厳しい経営環境が続く肉用牛肥育経営に対処するため、肉

用牛肥育経営安定対策事業に係る補てん金の的確な交付を

目的に,四 半期毎に基金造成必要額の報告を受け、所要の基

金生成 (計 169億 円)を行つたことは、設定した指標の「取り組

肉用牛肥育経営安定事業については、本法人から交付した

補助金等により公益法人等に造成される基金をもって行われる

もので、価格低落等により生産者の収益性が悪化した場合に的

確に補てん金を交付することを目的とするものであるが、補てん

金の交付状況及び基金造成の所要額や基金保有額等を考慮

した補助金等の交付必要額が明らかにされないまま、補助金等

の交付先である公益法人において所要の基金造成が行われた

みが十分であったJとしてa評定とする。

(※ )肉用牛肥育経営者、肉用子牛生産者、肉専用種繁殖経

営者等の経営の安定を図るため、価格の低落等により生産者の

収益性が悪化した場合に的確に補てん金を交付する。

(参考)評価指標

畜産に係る補助のうち肉用牛肥育経営安定事業に係る

所要(当面の必要額)の基金造成

ことをもつて、a評定(設定した指標が達成された(取り組みが士

分であつた))が付されており、根拠の説明が不十分である。また、

本法人は、この事業のほかにも、交付した補助金等により公益

法人等に造成される基金をもつて行う同種の事業(以下「基金

事業」という。)を実施しているが、これらの基金事業の評価にお

いても同様の問題がみられる。

今後の評価に当たつては、肉用牛肥育経営安定事業を含む

基金事業(畜産関係業務の41基 金 (平成21年 10月 現在 )、 砂

糖関係業務の4基金 (平 成20年 12月 現在))について、基金保

有額を含む事業の実施状況等を業務実績報告書等で明ら力ヽこ

させた上で、事業の有効性・適切性・効率性について検証を行

い、その状況に応じて本法人が基金事業者に的確な指導を行う

を行うべきである。



空港周辺整備機構 (国土交通省 )

② 勧告の方向性、既往の政府方針等における指摘事項に対する取組状況の評価
が不十分な例

国際交流基金 (外務省 )

国土交通省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:民家防音工事補助事業

【評定 :4(優れた実施状況 )】

空調機器の更新工事単価及び調査単価の減額を行つたほか、

競争入札制度を導入し、事業費の縮減が図られている。 また、

積算方法を簡略化し、事務手続きの迅速化 効率化を図り、申

請者に対するサービスレベルが低下しないよう努めている。

他の特定飛行場と比較して、大阪では申請者からの委任が受

けられなかったことから入札実施件数が少ない状況にあるもの

の、全体としてみれば、整理合理化計画等に定められているこ

れらの取り組みを、20年度から速やかに実施しており、中期目

標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。

民家防音事業については、年度計画において、「業務内容及び
空調機の機能低下に係る調査項目の精査・見直しを図るとともに、

空調ltl工 事及び空調機機能低下に係る調査委託業務について、

競争入札とすることにより事業費の縮減を図る。」、「工事積算方

法の精査・見直しを図り、積算の標準化及び定格化等により事務

手続の迅速化・効率化を図る。」とされている。
これに対し、空調機器の故障調査については、故障判定につい

て従前の外部委託による調査から申請者の自己診断による判定
とするなど調査内容を見直して調査単価を約40%減額し、空調

機器の更新工事単価についても、見直しを行い約20%減額した。
このような取組を踏まえ、評価結果においては、「中期目標の達

成に向けて優れた実施状況にあると認められる。」として4点 (優

れた実施状況)と評価されている。

しかしながら、年度計画に記載されている事項が実施されてい

ることからすれば着実な実施状況であることについての確認がで

きても、優れた実施状況であることについての確認はできない。ま
た、単に年度計画に記載されている事項を実施したことにより五
単価が大幅に減額されていることを踏まえれば、減額前の設定
単価が高すぎたためとも考えられるが、こうした点については言及

されていない。

今後の評価に当たっては、単価の設定に関する事実関係など

も踏まえ、評定を付す根拠をより明確にした上で、評価を行うべき

である。

○ 受益者負担率の適切性の検証を促すような評価が必要

外務省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:日 本語能力試験

【評定 :S(中期計画の実施状況が当該年度において著しく順調)】

受験者数、受験料収入とも大幅に増加した前年を上回る実

績を達成している。規模の効率点を超え、経費、受益者負担率

も適切と考えられ、海外日本語事業推進の象徴的事業となつて

おり、中期計画の達成状況は極めて順調である。今後もさらに

努力し成果を挙げることを期待する。

海外における日本語能力試験については、本法人の主要な

事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性 (平成18年 11月

27日 )の「第2-2受 益者負担の適正化」において、受益者負

担を適正化し、国の歳出への依存度を極力低くする観点から、

経費の縮減を促進することとされたことを受け、受験料収入で賄

えない現地試験実施経費を本法人が負担し、受験料収入の余

剰金は本法人へ還元することとされており、平成20年度は約24

億円が還元されているが、評価結果をみると、受験料水準が適

切であるかどうかについては明らかになっていない
^

今後の評価に当たつては、本法人へ還元された現地余剰金に

ついて、受験者への還元の観点から受益者負担率の適切性の

検証を促すような評価を行うべきである。



日本学生支援機構 (文部科学省 )

大学入試センター(文部科学省)

○延滞状況ごとの回収実績の明確化、延滞抑制策等の効果分析、回収率の厳格な評価が必要

文部科学省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:返還金の確保等の状況

【評定 :A(中期計画通り、または中期計画を上回つて履行し、

中期目標に向かつて順調、または中期目標を上回るペースで成

果を上げている)】

当年度分の回収率は、前年度から03ポイント向上し、返還金

についても前年度を上回つており全体としては評価できるが、全

体として回収率の向上は低調であるため、回収率の更なる向上

に向けた取組が必要である。特に滞納分の回収率は年度により

増減があるため、これらの要因の分析を更に進め、回収業務の

外部委託の結果を参考にしつつ、回収率の更なる向上に向けた

取組が必要がある。

(参考)全体に係る回収率、当年度分回収率、延滞分回収率の状況

「 成 16年 差 平成 17年 5 平成 18年 自 平成 19年層 平成 20年 度

全体に係る回収率 7821 7979

当年度分回収率 9379

延滞分回収率

奨学金の回収に関しては、これまでも機構が債務者の住所(特

に転居後の住所等)を確実に把握していない、電話による督促

が効果的 厳格に実施されていないなどの問題点が指摘されて

きたところであり、機構においては、「奨学金の返還促進に関する

有識者会議」の報告を踏まえ、当年度分の奨学金の回収強化と

ともに、特に延滞分の奨学金の回収について抜本的強化を図る

こととしている。しかしながら、上記のとおり平成20年度の当年度

分回収率には若干の改善が図られているものの、延滞分回収率

については改善が見られない。

今後の評価に当たつては、延滞状況 (当年度返還分、延滞3ヶ

月未満 延ヽ滞3ヶ 月以上 1年未満、延滞 1年以上8年未満、孤

滞8年以上等)ごとの回収実績について評価結果等で明らかに

立ことともに、上記有識者会議で取りまとめられた返還促進策、

延滞状況に応じて実施する延滞抑制策 回収強化策による回収

率向上の効果を把握分析した上で、全体に係る回収率、当年度

分回収率、延滞分回収率の状況について厳格な評価を行うベ

豊である。
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○ 事業効果の明確化が必要

文部科学省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:インターネットを利用したハートシステムによる適切

な大学進学情報の提供状況

【評定 :A(中 期計画通り、または中期計画を上回つて履行し、中

期目標に向かって順調、または中期目標を上回るペースで成果を上

げている)】

ハートシステムや大学ガイダンスセミナーについては、参加者

笠の盃適里⊇曇込睦全工 し改善に役立てており、特にガイダンス

セミナーでは高い満足度713%を得ている(満足度の指標70%
は、平成13年度～16年度の平均数値588%を参考に目標とし

て高めに設定した)。 今後も、センターがなすべき役割を十分認

識した上で、厳選した情報を提供するなど、利活用に向けて一

層の知恵を出すことが望まれる。特にハートシステムについては、

昨年度の総務省の2次評価の指摘を踏まえ、速やかに対策の検

討に着手し改善方策をとりまとめたことは認められる。引き続き、

更なる改善を求めたい。

インターネットを活用したハートシステムによる進学情報提供事

圭については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、

「型用件数が多々減少していることから、その効果を明確にさせ

た上で評価を行うべきである。」との指摘を行つている。しかしな

がら、当該指摘を踏まえたハートシステムによる情報提供事業の

効果については依然明らかにされていない。

今後の評価に当たつては、インターネットを活用したハートシス

テムによる進学情報提供事業について、その効果を明らかにさ

せた上で評価を行うべきである。



農業・食品産業技術総合研究機構 (農林水産省 )

○ 事務・事業の費用対効果や存廃の必要性を含めた評価が必要

高齢・障害者雇用支援機構 (厚生労働省 )
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農林水産省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授
【評定:B(計画に対して業務の進捗がやや遅れている。)】

入学者の確保に関しては、様々な取り組みが行われていること
は評価できるが、前年度に引き続き入学定員を充足できていな
い。入皇者確保に向けたこれまでの取り組みの効果について分

本法人の農業者大学校は、平成17年度まで旧独立行政法

人農業者大学校として運営され、18年度から本法人に移管され

たものである。独立行政法人による事業として運営された13年

度以降、入学者数が入学定員を下回る状況が18年度まで常態

化 (この間の定員充足率は40%～ 78%)してぃた。このようなこ

とから、抜本的な見直しが行われ、入学対象者の変更、入学定

員の50人から40人 への削減、修業年限の3年から2年への短縮、

カリキュラムの大幅な見直しが行われて、20年度に新たな農業

学者数も31人と定員の40人を下回つている(定 員充足率は

78%)。

これについて、貴委員会においては、農業者大学校が先端

的農業技術及び先進的な経営管理手法の教授を中心とする農

業の担い手の育成という目的の達成手段として妥当かつ有効な

ものとなつているかという観点から評価を行つた結果、定員の適

正規模への言及は時期尚早であり、入学定員の充足のためにこ

れまでの取組の分析及び入学者確保に向けた一層の努力が必

要であると評価している。

しかしながら、農業者大学校の定員充足の現状を踏まえると、

として妥当かつ有効なものとなっているかという観点から、費用対

析するとともに、入学者確保に向けた一層の努力が必要である。
教育方法 内容に関しては、本科において入学者の多様性を踏
まえた充実したカリキュラムが設定されていること、農業者を対象
とした専修科において農研機構の研究成果を活かしたコースが
設定されていること、学生授業評価アンケーHこよる授業改善の
取り組みがなされていること等、人材養成目的に即した教育課
程が編成されており評価できる。20年度に実施したアンケートの
結果等を反映した、より充実かつニーズに合致したカリキュラム
が構成されることを期待する。卒業生の就農率 (947%)が 高いこ
と、新教育課程の卒業生の就農を支援するために、無料職業紹
介室を開設したことは評価できる。今後は、関係機関と協力しな
がら、農業者大学校の必要性や目的、農業の担い手育成業務
に係る国民の理解増進を進め、意欲ある入学者や定員が確保
されることを期待する。
(参考)入学者数の推移

19年度 13114115116 18 20

定員(A) 50 1 50 1 50 1 50 50 40

33i39123131

…
22 i b6 1 /8 1 46 1 62 1 19_ 1 40 1 1 775

効果や存廃の必要性も含めた評価を行うべきである。(注 1)平 成19年 度は、新たな農業者大学:校の開学に向けた準備のため 入学者はいなし、
(注 2)平成13～ 18年度までは、旧農業者大学校本校分の数値である.

○ 関連公益法人への業務委託について、契約方式の妥当性を含めた厳格な評価が必要

厚生労働省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:総合評価

各者5道府県の雇用開発協会等への業務の委託については、

平成22年度から競争性のある契約形態へ移行すべく、外部の

皇識経験者、事業主団体代表者からなる審査委員会を設け、

競争性及び透明性の確保に向け努力するなど、着実に検討を

進めていることは評価できる。今後も取組を引き続き的確に行う

ことを期待する。

社団法人全国重度障害者雇用事業所協会への委託業務に

ついては、平成20年度から競争性のある契約形態 (公募 )に 移

行したが、同協会1者のみが企画書を提出し、受託する結果と

なつている。また、各都道府県の雇用開発協会等への委託業務

については、22年度から競争性のある契約形態(企画競争)に

移行することとしていたが、当該企画競争が真に競争性・透明性

が確保されているとはいえないのではないかとの指摘がなされ、

最終的には一般競争入札にすることとされた。

今後の評価に当たっては、このような経緯を踏まえ、これら査

託業務について、真に競争性・透明性が確保されているか、契

約方式の妥当性を含めて厳格に評価す杢宣である。

13



医薬品医療機器総合機構 (厚生労働省)

石油天然ガス・金属鉱物資源機構(経済産業省 )

○目標未達成の要因分析と改善策を踏まえた厳格な評価が必要

厚生労働省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:業務の迅速な処理及び体制整備(医薬品)

【評定:B(中 期目標を概ね達成している。)】

新医薬品の審査承認事務処理期間12ヶ 月の達成目

標80%に対して達成率は70%、 優先審査品目の審査事

務処理期間6ヶ月の達成率50%に対して達成率33%と

数値目標については下まわつたが、評価の視点の体制整

備の各細目については、すべて達成されていることを踏ま

えれば概ね計画を達成したと評価する。

本法人の医薬品の承認審査業務について、第1期 中期計画の最終

年度である平成20年 度には、①新医薬品について、審査事務処理期

間12か月を80%について達成する、②厚生労働大臣が指定した優先

審査の対象製品について、審査事務処理期間6か 月を50%に ついて

達成するとの数値目標が設定されているが、これら目標に対する実績

は、それぞれ70%、 33%となっており、目標達成に至つていない。

本法人の21年度からの第2期 中期計画においては、ドラッグ・ラグ

(欧米で承認されている医薬品が我が国では未承認であつて、国民に

提供されない状態)25年を23年度に解消するとの目標に向け、より実

効的な目標設定として、申請者佃1期 間も含む総審査期間を21年度以

降順次短縮していく数値目標(23年 度には、1年短縮)が設定されてい

ること、医薬品審査の迅速化のため新医薬品審査人員を3倍増(18年

度審査人員112人 を21年度までに236人増員)す ることとされているこ

となどにかんがみれば、医薬品の審査期間の短縮に係る数値目標の

達成状況については、十分な分析の下に評価が行われる必要がある

力江貴委員会の評価ではそうした分析を踏まえた上での評価を十分に

行つていない。

今後の評価に当たつては、各年度の目標の達成度合のみならず、未

達成の場合における要因/nt析 と改善策を明らかにさせた 卜で 駁細存

厳格に評価すべきである。
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○ 事業の進捗状況及び進捗率等の明確化が必要

経済産業省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目 :サービスの質の向上(資 源備蓄 )

【評定 :B(質 量の両面において概ね中期計画を達成)】

備蓄コストの軽減、緊急事態への対応について準備が進め

られている。

石油備蓄基地操業に関する入札制度導入に向けた取組み

と整理合理化計画の前倒し、アジア備蓄制度整備への支援、
レアメタル備蓄の強化など全体としての取組みは高く評価で

きる。
・ 国家石油想 地下備蓄波方基地の建設に関して、堅坑金属

地下備蓄方式の国家石油ガス備蓄基地 (波方基地)の建設に

ついては、第2期 中期目標に基づき作成した中期計画において

平成22年度に完了予定とされていたが、堅坑金属配管の錆対

策のため建設工事に遅れが生じており、その完了予定を24年度

に延ばさざるを得ない状況となっている。

本件については、昨年度(平 成19年度)の年度評価意見にお

いて、「今後、中期目標等に掲げる目標と業務の実績との間に乖

離が生じる場合においては、これらを踏まえて厳正に評価を行う

べきである。」と指摘している。

しかしながら、このことについて、貴委員会は、20年度の評価結

果における「資源備蓄」の項目の中で、「国家石油ガス地下備蓄

波方基地の建設に関して、堅坑金属配管の錆対策等を実施し

配管の錆対策等を実施したことにより、建設工事の完了年度

を延ばさざるを得なくなつた。

以上を総合的に勘案しB評価とした。

(参考)国 家石油ガス備蓄基地の整備【実績】

国家石油ガス地下備蓄基地の建設において、湧水や堅坑金属配管
の錆の発生に対応。

・ 波方基地の建設に関して、竪坑金属配管の錆対策のため、建設工

事の完成時期を中期計画に示された平成22年度から24年度に延ば
さざるを得なくなったことは事実。

他方、倉敷基地においては、大規模な高透水帯に遭遇したものの、
大幅なレイアウト変更により工期延伸(4ヶ月)と 工事費増(410億円)を

最小限に抑えている。

たことによ生建設工事の完了年度を延ばさざるを得なくなつたJ

ことなどを総合的に勘皇し評価しているが、当該建設工事の20

年度に饉 工事実績は明らかにされているものの、工事全体

における進捗状況及び進捗率等は明らかにされていない。

今後の評価に当たつては、当該建設工事の工事全体における

進捗状況及び進捗率等を明らかにさせた上で評価を行うべきで

ある。

15



奄美群島振興開発基金 (財務省、国土交通省)

○貸付対象事業の実施状況の適正性の観点からの評価が必要

環境再生保全機構 (環境省 )

○法人における会計処理方法の検証状況を明確した上での評価が必要
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財務省評価委員会及び国土交通省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

(貸付事業の適切性に関し、特段の記載なし)

(参考)融資業務に関する評価 (評価項目、評定、評定理由の

概要)

※評定については、財務省評価委員会/国土交通省評価委員会
の順で記載

○事務処理の迅速化【評定 :A(順調)/4(優れた実施状況)】

案件の926%を 標準処理期間内に処理(目 標は8割以上)

関係金融機関との情報交換(43回 )

中小企業信用情報データベースシステムの活用  等
○適切な貸付条件の設定

【評定:A(順調)/3(着 実な実施状況)】

融資メニューの特化 重点化            ・

日本政策金融公庫の状況を踏まえた適切な金利設定
リスク区分に応じた段階的な金利設定
地元の融資需要についての意見の聴取 交換(12回) 等

○利用者に対する情報提供 (保証業務と共通事項)

【評定 :A(順調)/3(着実な実施状況)】

ホームページでの迅速な情報提供、窓口への資料の備え付け
の徹底、広報誌での広報  等

○利用者二―ズの把握及び業務への反映蜘 業務と共通皇
遅翌【評定:B(お おむね順調)/3(着実な実施状況)】

.アンケート、資金説明会の実施   等

融資業務については、「平成19年度決算検査報告」(平成20

年11月 7日 会計検査院から内閣あて送付)において、「貸付対

象事業の実施状況の確認が適切でなかった」との指摘を受けて

いるが、平成20年度の評価結果をみると、融資業務において、

貸付対象事業の実施状況の確認が適切に行われたかという観

点に立った評価が行われていない。

今後の評価に当たつては、事務処理の迅速化、適切な貸付条

件の設定等の観点だけでなく、貸付対象事業の実施状況の適

正性という観点からも評価を行うべきである。

環境省評価委員会の評価結果 当委員会の二次評価意見

評価項目:財務の状況

【評定:A(中期目標の達成に向け、適切に成果をあげている。)】

公害健康被害補償業務の特定賦課金に係る破産更生債権

の会計処理 については、環境省令 !三基づき、相手方が確定して

いない賦課金を収益計上することとされており、これを暁動の概

念により、償却処理するとはできないと判断す■

(参考)当該破産更生債権は、昭和49年度以降毎年積み上

がつており、平成20年度末には、26億 7千 万円になっている

にもかかわらず、貸借対照表の資産の部に計上されている。

本法人の公害健康被害補償予防業務勘定においては、生生

度の当委員会の意見として、貴委員会に対し、「本法人に対し、

会計処理について改めて検証した上で業務実績を報告させ、評

価を行うべきである。1との指摘を行つている。

しかしながら、平成20年度の業務実績評価においては、会計

処理方法についての「省令に基づき相手先が確定していない賦

課金を収益計上してきていることを考慮すると、これを時効の概

念により貸倒償却することは困難」との業務実績報告書の記述

や、「環境省令に基づき、相手方が確定していない賦課金を収

益計上することとされており、これを時効の概念により、償却処理

することはできない」との評価結果の記述が見られるものの、法

人がいかなる検証を行つたのかという事実を基に貴委員会が評

価したのかは明確になっていない
^

今後の評価に当たっては、法人における会計処理方法の検証
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国立大学法人及び大学共同利用機関法人

○ 経営協議会の機能発揮状況を明らかにする観点からの評価が必要

国立大学法人評価委員会の評価結果等 当委員会の二次評価意見

○ 「国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る

業務の実績に関する評価結果の概要」(国立大学法人評価委員会)

経営協議会については、ほとんどの法人において適切な審議

が行われ、学外委員の意見を法人運営の改善に反映している

が、7法 人(法人名略)において、審議すべき事項が報告事項と

して扱われているなど適切な審議が行われていない。

また、経営協議会の運営の工夫改善や学外委員による懇談

会の活用等を通じて、学外者の意見がより法人運営の改善に

活用されることが期待される。

○ 個別の法人に対する評価結果 (90法 人中)

① 経営協議会学外委員の意見の積極的活用について「注目

される」と評価 ・…………………………………… 5法人

② 運営の工夫 改善について「注目される」と評価 …8法人

③ 法定審議事項を報告事項として扱うなどの不適切な運営に

ついて「課題がある」と評価  ………………………7法人

④ 前年度に不適切な運営を指摘した法人における改善の取

組について「注目される」と評価  ………….… ….5法人

(注 )結果の分類は、当委員会の検討に当たり便宜上行つたものである。

経営協議会については、議事要旨(議事録)及び学外委員の

意見を法人運営に活用した具体例に関する資料等を基に、必

要に応じてヒアリングでの追加確認を行いつつ、その運営の合規

性や、学外委員の意見の法人運営への活用について評価を

行つているが、法人が提出した資料や評価結果からは、学外委

且の意見二どのようL法人運営に活用したのかが分かりにくいも

のもみられる。

今後の評価に当たつては、国民の幅広い意見を法人運営に適

切に反映させる役割を持つ経営協議会の重要性にかんがみ、

経営協議会が期待される役割を十分に発揮しているか明らかに

する観点から、学外委員の意見の法人運営への一層の活用に

ついて、その情報の公表状況も踏まえ、評価を行うべきである。

18

(参考1)平成20年度の業務実績評価対象独立行政法人(101法人)

【内閣府所管】4法人

国立公文書館

国民生活センター

北方領土問題対策協会

沖縄科学技術研究基盤整備機構

【総務省所管】4法人

情報通信研究機構

統計センター

平和祈念事業特別基金

郵使貯金 簡易生命保険管理機構

【外務省所管】2法人

国際協力機構

国際交流基金

【財務省所管】5法人

酒類総合研究所

造幣局

国立印刷局

○通関情報処理センター

日本万国博覧会記念機構

【文部科学省所管】25法 人

国立特別支援教育総合研究所

大学入試センター

国立青少年教育振興機構

国立女性教育会館

○国立国語研究所

国立科学博物館

物質 材料研究機構

防災科学技術研究所

放射線医学総合研究所

国立美術館

国立文化財機構

教員研修センター

科学技術振興機構

日本学術振興会

理化学研究所

宇宙航空研究開発機構

日本スポーツ振興センター

日本芸術文化振興会

日本学生支援機構

海洋研究開発機構

国立高等専門学校機構

大学評1面 学位授与機構

国立大学財務 経営センター

○メディア教育開発センター

日本原子力研究開発機構

【厚生労働省所管】 14法 人

国立健康 栄養研究所

労働安全衛生総合研究所

勤労者退職金共済機構

高齢 障害者雇用支援機構

福祉医療機構

年金 健康保険福祉施設整理機構

年金積立金管理運用

【農林水産省所管】 13法人

農林水産消費安全技術センター

種苗管理センター

家畜改良センター

水産大学校

晨業 食品産業技術総合研究機構

農業生物資源研究所

晨業環境技術研究所

国際農林水産業研究センター

森林総合研究所

水産総合研究センター

農畜産業振興機構

農業者年金基金

晨林漁業信用基金

【経済産業省所管】 11法人

経済産業研究所

工業所有権情報 研修館

日本貿易保険

産業技術総合研究所

製品評価技術基盤機構

【国土交通省所管】 20法人

土木研究所

建築研究所

交通安全環境研究所

海上技術安全研究所

港湾空港技術研究所

電子航法研究所

航海訓練所

海技教育機構

航空大学校

自動車検査

鉄道建設 運輸施設整備支援機構

国際観光振興機構

水資源機構

自動車事故対策機構

空港周辺整備機構

海上災害防止センター

都市再生機構

奄美群島振興開発基金

日本高速道路保有 債務返済機構

住宅金融支援機構

【環境省所管】 2法人

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園  新エネルギー 産業技術総合開発機構  国立環境研究所

労働政策研究 研修機構

雇用 能力開発機構

労働者健康福祉機構

国立病院機構

医薬品医療機器総合機構

医薬基盤研究所

日本貿易振興機構

原子力安全基盤機構

1青 報処理推進機構

石油天然ガス 金属鉱物資源llt構

中小企業基盤整備機構

環境再生保全機構

【防衛省所管】¬法人

駐留軍等労働者労務管理機構

(注)○印の法人は、平成20年 度以降に廃止 民営化等された法人(平 成21年 10月 1日 現在)、 法人の名称に含まれる「独立行政法人」は省略
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(参考2)府省評価委員会において厳しい評定が付されている例

法人名 評価項 目 評 定

勤労者退職金共済機構
(厚生労働省)

○予算、収支計画及び資金計画
(財務内容の改善)

2-(3)― ①累積欠損金の処理
く業績〉

平成20年度においては、中退共事業にお
いて1,929億円、林退共事業において14億
円の損失を計上。

【評定 :C】 (中 期計画をやや下回つている。)

(評定理由)

金融市場の状況など外生的な要因が大きく影響しているものであるが、
累積欠損金の解消は、制度の持続的な運営に当たっての重要課題であ
り、機構は、今後とも引き続き、資産運用について安全かつ効率的な運
用を基本としつつ、着実な解消に努める必要があると考える。

日本貿易保険
(経済産業省)

○ 業務運営の効率化
く業績〉

随意契約の見直しについて、件数ベース
ではやや改善が見られたものの、金額ベース
では小幅の改善に止まつている。

【評定 iC】 (質 量のどちらか一方において中期計画に未達、もしくは、法
人の業務運営に当たって問題となる事象が発生。)

(評定理由)

「独立行政法人整理合理化計画」等の政府の方針に照らし、依然とし
て結果としての数字が高い水準にあることに鑑みれば厳しい評価を行うこ
とが適当との判断をし、今年度評価はCとする。

中小企業基盤整備機構
(経済産業省)

○予算、収支計画及び資金計
(財務内容の改善)

く業績〉

小規模企業共済勘定については、19年度
や20年度の米国の金融危機を契機とする歴
史的な金融市場の混乱の影響により、運用
資産の約20%を 占める委託運用資産が大
幅に下落し、平成20年度の欠損金が3,152

億円増加し、9,982億 円となつている。

【評定 :C】 (質 量のどちらか一方において中期計画に未達、もしくは、法
人の業務運営に当たって問題となる事象が発生。)

(評定理由)

小規模企業共済勘定については、急激な資産運用環境の悪化の中で
適切な対応を行つてきたが、結果的に同勘定の繰越欠損金が大幅に増
加し、中期計画目標を達成できなかった。

奄美群島振興開発基金
(国土交通省)

○予算、収支計画及び資金計画
(1)財務内容の改善
① 保証業務

く業績〉

リスク管理債権は、計画に比して1,225百 万
円増加して4,632百万円。また、リスク管理債
権の回収率は、計画に比して44ポイント下
回つて38%となったほか、リスク管理債権の
割合については、計画に比して171ポイント
上回つて467%となっている。

【評定:1】 (着実な実施状況にあると認められない。)

(評定理由)

依然として多額のリスク管理債権及び繰越欠損金を抱えている状況に
あることから、奄美群島振興開発基金の果たすべき役割、奄美群島内の
事業者の実情等に十分留意しつつ、計画未達成事項の分析を踏まえた
改善策を講じるとともに、引き続き、財務の健全化に努める必要がある。
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(参考3)政策評価口独立行政法人評価委員会について

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号 )

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価 )

第三十二条 独立行政法人は(中略)各事業年度における業務の実績につい

て、評価委員会の評価を受けなければならない。

5審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があ

ると認めるときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。

(中 期目標に係る業務の実績に関する評価)

第二十四条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の

期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければなら

ない。

3第三十二条第二項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用

する。

政 策 評価・独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会 委 員名 簿

岡 景之

【■自u口■閉澪中国

全本 良闘 齢 雄

薦丼 員理子 穣蓉屋実

讐″由洋 男口 玲子

讐
｀
東隊享

(略 )

日

冒

■

官 ス=節

編捐ぽ生

向薔箔鋼i
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政策評価・独立行政法人評価委員会

0政策評価・独立行政法人評価委員会(政独委)は、総務省に設
置されている審議会です。

。 独立行政法人の評価や見直しに関しては、通常の審議会と異な
り、大臣からの諮問を受けて審議 答申するのではなく、委員会
自らが主体となって評価活動や勧告などを行います。

0政独委の下に、政策評価分科会と独立行政法人評価分科会が
設置されており、独立行政法人の見直しは後者が担当していま
す。さらに、独立行政法人評価分科会の下には、5つの府省別
ワーキング グループが置かれています。
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平成 20年度における厚生労働省所管独立行政法人の

業務の実績に関する評価の結果等についての意見 (備考付 )
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【1 所管法人共通】

総務省政・独委意見 備考

(契約の適正化)

(1)契約に係る規程類に関する評価結果

契約に係る規程類の整備状況については、当委員会から貴委員会に対 し、平成 19年度評価意見

を通知 しているところであり、同意見においては、「独立行政法人における契約の適正化について

(依頼 )」 (平成 20年 11月 14日 総務省行政管理局長事務連絡。以下 「行政管理局長事務連絡Jと

いう。)を も踏まえて評価することを求めている。

貴委員会における平成 20年度評価結果をみると、厚生労働省所管 14法人の中で、行政管理局長

事務連絡において要請されている事項に未措置のものがある4法人のうち 1法人については、複数

年契約に関する会計規程等における規定状況等について、「契約の規程類のうち未整備のものにつ

いては、平成 21年度中に措置することが必要である」などの言及がなされている。

しかしながら、 3法人については、表 4-(1)の とおり、例えば、複数年契約に関する規定が会

計規程等において明確に定められていないにもかかわらず、評価結果においては、明確な規定が設

けられていないことについて、言及されていないなどの状況がみられた。

例えば、独立行政法人は、国と異なり複数年契約を締結することが可能であるが、発注者の都合

による契約期間中途の契約解除が困難であるため、事業環境の急激な変化により業務の変更や休止

が生じたり、十分なサービスの質が確保できなかつたりした場合において、かえって契約の固定化

による弊害を招くおそれもあることから、適正な運用を図るため、複数年契約を締結する場合の要

件等をあらかじめ定めておくべきであり、その規定の整備内容の適切性等について検証し、評価結

果において明らかにする必要があると考える。

今後の評価に当たっては、契約の適正化を図る観点から、契約に係る規程類の整備の有無及び規

定内容を把握した上で、これらの規程類の整備内容の適切性、行政管理局長事務連絡において要請

されている事項の措置状況等について厳格に評価を行うとともに、その結果を評価結果において明

らかにすべきである。

表 4-(1)の法人の未措置の状況につい

ては、次年度の評価において評価を行う必

要がある。

O

-1-



表4-(1)契 約の規程類に関する評価結果

法人名
未措置の状況

(府省評価委員会の評価結果の状況)

国立健康・栄養研究所 ・複数年契約に関する規定を会計規程等において明確に定め

ていない (言及なし)

・総合評価方式を実施する場合、要領・マニュアルを整備 し

ていない (言及なし)

国立重度知的障害者総

合施設のぞみの園

・予定価格の作成を省略する場合の理由や対象範囲を明確か

つ具体的に定めていない (評価あり)

・複数年契約に関する規定を会計規程等において明確に定め

ていない (評価あり)

・総合評価方式、企画競争、公募を実施する場合、要領・マ

ニュアルを整備 していない (評価あり)

労働者健康福祉機構 。公募を実施する場合、要領・マニュアルを整備 していなし

(言及なし)

年金・健康保険福祉施設

整理機構

・総合評価方式、複数年契約に関する規定を会計規程等によ

いて明確に定めていない (不十分 )

・企画競争を実施する場合、要領・マニュアルを整備 してし

ない (不十分)

(注)1 独法分科会通知 を受 けて各府省 か ら提出 されたデー タ等に基づ き作成 した。

2 「未措置の状況 Jは 、府省評価委員会における平成20年度業務実績評価の時点において整理 した。「評価 あ りJ

とは、府省評価委員会 にお ける評価が十分な もの、「不 十分 Jと は、府省評価委員会における評価が十分 とは言え

ない もの、「言及 な し」 とは、府省評価委員会における評価結果において言及がないものをい う。
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(2)契約事務手続に係る執行体制や審査体制の確保に関する評価結果

契約事務手続に係る執行体制や審査体制の確保に関して、厚生労働省所管 14法 人のうち 10法人

においては、表 4-(2)の とおり、「随意契約審査委員会Jな どの組織を設置し、このうち 1法人に

おいては、外部の第二者を構成員とする組織を有しており、評価結果において、「外部の第二者か

ら構成される契約審査委員会において、契約の適正性に関する審査が行われている」旨の言及など

がなされている。

また、上記のような組織を有しない4法人においても、表 4-(2)の とおり、「監事・会計監査人

のチェック強化」や「契約部門・原課の体制強化等」などの措置が採られており、評価結果におい

て、「すべての契約について、監事監査において徹底したチェックが行われているJ旨 の言及など

がなされている。

しかしながら、表 4-(2)の とおり、以下の①～④に留意した検証が評価結果において言及され

ていない等の状況がみられた。 (括弧内は、該当法人数)

① 審査体制の整備方針 (整備 していない場合は整備しないこととした方針)(3法人)

② 契約事務の一連のプロセス (7法人)

③ 執行・審査の担当者 (機関)の相互けん制 (6法人)

④ 審査機関から法人の長に対する報告等整備された体制の実効性確保の考え方 (7法人)

今後の評価に当たっては、法人の業務特性 (専門性を有する試験 。研究法人等)、 契約事務量 (契 |○ 第二者を構成員とする契約審査組織が少

約金額・件数等)及び職員規模などを勘案した上で、当該審査体制等が契約の適正性確保の観′点か | ないことと等から「独立行政法人の契約状

ら有効に機能しているかの検証結果について、評価結果において明らかにすべきである。    1 況の点検 見直しについて」(平 成 21年 11

月 17日 間議決定)に基づき、監事及び外部

有識者によつて構成される「契約監視委員

会」が設置されることとなった。
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表4-(2)契 約事務手続に係る執行体制や審査体制の確保に関する評価結果

法人名

審査組織等の設置 注 2 既存体制の強ィヒ等 江 4

評価結果

注 5
組織の名称

注 3
組織数

祀
原

制

河
　

体

壼

意働安全 Glr生 総合研 究
○ ① ④

寄齢 障害者雇用支援 ヽ不し 契 約 手 続 き連 営 委 員
○ ○ ①②③④

国立 重 度 知 的 障 害 者 総 プロポーザル審査委員会 ○ ①

け働政策研究 研修機
道意契約審査委員会 ○ ①②③C

雇用 能力開発機構

企画審査委員会 (私 の仕事

愴の管理  運営業務 )、 イ

メージキャラクター等の提
○ ○ ○ ①

労働者健康福祉機構
入札 契約手続運営委員
会、随意契約審査会、設計 ○ ○ ○ ①②③④

医薬品医療機器総合機
O ③

年金 健康保険福祉施
○ ○ ○ ①②③④

合計
(厚 生労働省所管 )

/
/

/

l1/11

② 7

③ 8

47

合計

(独 立行政法人全体 )

）
②

③

の

(注)1 独法分科会通知を受けて各府省から提出されたデータに基づき作成した。

2 「
審査組織等」とは、法人の経営責任者 (理事長など)や執行責任者、民間有識者などから構成され、調達方

式、随意契約理由、仕様書の内容、入札条件などを契約締結前後に審査する組織をいう。

3 組織が多数となる場合は、代表例を記載した。

4 「既存体制の強化等Jの 「その他」には、審査対象案件の拡大・額の引き下げ等が含まれる。

5 評価の視点等に示された、①審査体制の整備方針 (整備していない場合は整備しないこととした方針)、 ②契約

における一連のプロセス、③執行、審査の担当者 (機関)の IB互 のけん制、④審査機関から法人の長に対す

る報告等整備 された体制の実効性確保の考 え方に留意 した検証が評価結果において言及 されている場合、その番

号を記載 した。

(3)随意契約見直し計画の実施・進ちょく状況等に関する評価結果

随意契約見直し計画の実施・進ちょく状況等に関して、厚生労働省所管4法人については、表4

-(3)の とおり、競争性のない随意契約件数の削減について、法人が自ら掲げた削減 目標件数を既

に達成しており、評価結果において、「「随意契約見直し計画」の措置状況についても、平成 20年

度までに計画に掲げた競争性のある契約への移行が終了しており評価できる。」など競争性のない

随意契約の見直しが着実に実施されている旨、評価がされている。

また、10法人の随意契約については、日標年度である平成 22年度に向けて随意契約件数の削減

に取り組んでいるところである。なお、これらの法人についても、「「随意契約見直し計画」におい

ては、一般競争入札等の割合を、平成 22年度までに、金額ベースで 18年度の 608%か ら91%に、

件数ベースで546%か ら87%に 大幅な拡大を図ることとしているが、平成 20年度における実施状

況は件数ベースで 77%、 金額ベースで 795%と なっており、平成 22年度までの見直し計画の達成

に向け、一般競争入札等への移行を積極的に実施した。」などの評価がされている。

今後の評価に当たっては、随意契約に対する厳しい批判があることを踏まえ、法人の取組を加速

させるよう、随意契約見直し計画の実施・進ちょく状況等の検証結果について、引き続き評価結果

において明らかにすべきである。

表 4-(3) 随意契約見直し計画の進捗状況 (単位 :億円)

O 随意契約件数の削減の検証については、

これまで契約総件数に対する競争性のない

随意契約の割合が低減してきているか否か

を中心に検証行つてきた。

次年度の評価においては、上記に加え、

平成 18年度に随意契約であつた契約一つ

一つについて、一般競争入札等への移行状

況も検証することが求められている。

国立健康・栄養研究所

労働安全衛生総合研究

所

勤労者退職金共済機構

高齢・障害者雇用支援



(注)1 独法分科会通知 を受 けて各府省か ら提出 されたデータに基づ き作成 した。

2 平成20年 度時点で既 に随意契約 見直 し計画に定 めた随意契約 削減 日標件数を達成 した法人については 「達成 Jと

記載 した。なお、随意契約見直 し計画の達成期限は、平成22年度末 となってお り、「達成Jし た法人以外についても、

「随意契約見直 し計画」の取組は行われてお り、評価 も実施 されている。

3 「金額」欄 については、随意契約の金額 を参考 までに示 した ものである。

(4)契約の第二者委託に関する評価結果

国においては、契約の第二者委託に関して、「公共調達の適正化について」 (平成 18年 8月 25

日財計第 2017号 )に より、特定委託契約を行う場合には、不適切な再委託により効率性が損なわ

れないようその適正な履行を確保しなければならないとされており、国と同様に独立行政法人にお

いても適切に対処することが要請されている。厚生労働省所管 14法 人については、特定委託契約

の適正な履行確保のため、「特定委託契約における再委託の承認・届出等を実施 しているJな どの

国立重度知的障害者総

労働政策研究・研修機

構

雇用・能力開発機構

労働者健康福祉機構

医薬品医療機器総合機

構

医薬基盤研究所

年金・健康保険福祉施

設整理機構

年金積立金管理運用

1,731 3

措置を講じているとしているが、評価結果においては、以下のような状況がみられた。

5法人については、表4-(4)一 ①のとおり、一括再委託の禁止措置及び再委託の把握措置につ

いて、契約書のひな型等において措置条項を定めていないなど、その実効性が必ずしも十分に担保

されているとは言い難い状況にあるが、その原因・理由を明らかにした上で評価がされていない。

また、 1法人については、表 4-(4)一 ②のとおり、随意契約による委託契約の再委託割合が高

率 (50%以上)と なっている案件があるものがあるが、その原因・理由を明らかにした上での評価

がされていない。

特に随意契約は、その者にしかできないことを理由として締結されているものが多く、当該契約

の再委託率が高い場合は、随意契約理由との整合性に問題を生 じるとも考えられ、また、関連公益

法人等との取引等の透明化が求められていることから、関連公益法人等に対 して再委託がなされる

ような場合、間接的に関連公益法人等と取引があることとなるため、その状況を明らかにした上で

評価を実施していく必要があると考えられる。

今後の評価に当たっては、再委託の必要性等について、契約の競争性・透明性の確保の観点から

より厳格な検証を行い、必要に応じ、改善方策の検討などを促すとともに、その結果を評価結果に

おいて明らかにすべきである。

なお、一般競争入札においても、 1者応本Lで再委託割合が高率 (50%以上)と なっており、かつ

同一の再委託先に継続 して再委託がされている案件がある法人については、十分に競争の効果が発

揮されているかどうか、適正な履行の確保ができているかどうかという観点から、今後の評価に当

たつては、 1者応札と再委託割合の関係にも留意をしつつ評価をすべきである。

表 4-(4)一①  再委託の把握及び一括再委託の禁上に係る措置状況

○ 福祉医療機構が行つていた随意契約によ

る委託契約で再委言モ割合が高率なものにつ

いては、平成 20年度をもつて廃止されてい

るが、それをもつて評価 しないことは問題

があるとして指摘されたものである。

○ 次年度の評価においては、表4-(4)一①

の法人については、その指摘事項について

検証を行う必要がある。

なお、再委託の割合が高率 (50%以上)で

ある契約を行つた法人があれば、その適切

性を評価する必要がある。

原因・理由を明らかにした上での評価がされていない事項

・一括再委託の禁止措置について、契約書のひな型や内部規程等において措置

条項を定めていない

・再委託の把握措置について、契約書のひな型や内部規程等において措置条項

を定めていない

。一括再委託の禁止措置について、契約書のひな型や内部規程等において措置労働安全衛生総



(注)1 「平成 20年 度業務実績評価 に関す る調査 (契約の適正化)について」 (平成 21年 6月 10日 政独委事務局)等

に基づ き作成 した。

2 特定委託契約 の再委託実績 の有無にかかわ らず、一括再委託の禁止措置、再委託の把握措置について、契約書

のひな型や 内部規程等 において措置条項 を定めてお らず、その ことについて原因 理 由を明 らかに した上での評

価が され ていない法人について本表に記載 している。

表4-(4)一②  個別契約における再委託の状況

法人名 原因・理由を明らかにした上での評価がされていない事項

福祉医療機構 随意契約による委託契約の再委託害1合が高率 (50%以上)で、かつ同一の相手

先に継続 して再委託が行われているものがある。

(注)1 独法分科会通知を受けて各府省から提出されたデータ等に基づき作成した。

2 特定委託契約の再委託実績があるとする法人について、再委託の理由の把握、再委託の承認等の手続、又は再

委.f金額の把握が行われていないもの、随意契約による委託契約の再委託害J合が高率 (50%以上)と なっている

案件があるものや、一者応札で再委託害1合 が高率 (50%以 上)と なっており、かつ同一の再委託先に継続して再

委託がされている案件があるものがあるが、そのことについて原因 理由を明らかにした上での評価がされてい

ないものを本表に記載した。

3 該 当契約 は、平成 20年度 をもって廃止 されている。

条項を定めていない

。再委託の把握措置について、契約書のひな型や内部規程等において措置条項

を定めていない

・―括再委託の禁止措置について、契約書のひな型や内部規程等において措置

条項を定めていない

・再委託の把握措置について、契約書のひな型や内部規程等において措置条項

を定めていない

国立重度知的障

害者総合施設の

ぞみの園

・―括再委託の禁止措置について、契約書のひな型や内部規程等において措置

条項を定めていない

年金積立金管理

運用

・再委託の把握措置について、契約書のひな型や内部規程等において措置条項

を定めていない

(5)一般競争入札における 1者応札に関する評価結果

一般競争入札における 1者応札の改善方策については、「独立行政法人における契約の適正化に

ついて (依頼)」 (平成 21年 4月 13日 及び 7月 3日 総務省行政管理局事務連絡)に より、1者応札

について改善方策を取りまとめ、平成 21年 7月 末までに公表するよう、各府省を通じて独立行政

法人に要請されたところであり、現在すべての法人において改善方策が取りまとめられ、ウェブサ

イ トで公表されているところである。

一般競争入札における 1者応札に関し、厚生労働省所管 2法人については、評価結果において、
「一者応札となった契約案件について業者等から意見聴取を行つた上での改善方策の策定・公表

等、個々の契約についても着実な取組がなされている」など一者応札となっている原因等の把握が

なされた上で、この改善方策の妥当性等について言及がされている。

しかしながら、12法人については、評価結果において一者応札となっている原因等の把握がな

された上で、改善方策の妥当性等について言及されていない。

特に、表 4-(5)の とおり、3法人については、平成 20年度における一般競争入札のうち 1者応

札となっている契約の占める割合が高率 (1者応札率が 50%以上)であるが、うち 2法人につい

ては、原因等について評価結果において言及されていない。また、10法人については、19年度に

比べて 1者応札割合が増加しているが、うち8法人については、原因等について評価結果において

言及されていない。

今後の評価に当たっては、一般競争入札において制限的な応札条件が設定されていないかなど、

競争性・透明性の確保の観点からより厳格な検証を行い、必要に応 じ改善方策の再検討などを促す

とともに、1者応札の状況を踏まえた上で、その原因等についても評価結果において明らかにすべ

きである。

○ 次年度の評価においては、各法人がウェ

ブサイ トで公表した改善方策を検証する必

要がある。

また、 1者応札率が 50%以 上である法人

についてはその原因等を厳格に検証する必

要がある。

-9-



表4-(5) 一般競争入札に係る 1者応札に関する評価結果

契約の状況 (上段 :件数 (件 )、 下段 :金額 (億円))

平成 19

年度の

一般競

争入札

におけ

る 1者

属,本 L宮1

合 (C)

(B■

A)

平成20年

度の-11

競争入|し

:二 お :す る

1昔 rL‐ IL

,1合 (F,

(E■ D,

国立健康 栄養研究所

動労者退職金共済機

立重度知的障害者

合施設のぞみの園

-13601 -115■

(注)1 独法分科会通知を受 けて各府省か ら提出 されたデー タに基づ き作成 した。

2 -般 競争入札において 1者応札 となつている理由等 を把握 した上で、改善方策の妥当性等 について言及が され

ている法人は、評価結果欄 に 「○」を記載 した。

3 平成 20年度 の一般競争入札 にお ける 1者応札率が50%以 上 となつている法人及び平成20年 度 の 1者応札件数割

合が平成 19年度 と比較 して増加 している法人については、それ ぞれ 「OJを 記載 した。

4 計数は、それぞれ 四捨五入 によっているので、端数 において差引き・合計 とは合致 しない ものがある。

年金積立金管理運用

(諸手当及び法定外福利費の適切性確保)

諸手当

(1)給 与水準に影響する諸手当の適切性

独立行政法人 101法人中、平成 20年度の事務・技術職員、研究職員、病院医師及び病院看護

師のいずれかの給与水準について、対国家公務員指数が 100を 超えている 51法人について、給

与水準に影響する諸手当で、国の諸手当と同じ目的で支給しているが、国より高い支給額を定め

ていたり、国と支給額算定方法等が異なっていたりするもの (以下「国と異なる諸手当」という。)

を設けている法人は、39法人 (延べ 76手 当)と なっており、また、法人独自の諸手当を設けて

いる法人は、17法人 (延べ 27手 当)と なつている。

貴委員会の評価結果をみると、以下の法人の諸手当について、支給する理由やその適切性が明

らかにされていなかった。

今後の評価に当たっては、給与水準の適正化に向けて講ずる措置が十分なものとなっているか

という観点から、国と異なる諸手当及び法人独自の諸手当を支給する理由を検証した上で、その

○ 意見文中で列挙している法人の諸手当に

ついて、政・独委として適切・不適切まで

の評価を行つていないが、各府省評価委員

会が国と異なる独立行政法人の個々の諸手

当について支給理由やその適切性を検証し

ていないことを指摘されたものである。

O 「給与水準に影響する諸手当」とは、対

国家公務員指数 (ラ スパイレス指数)の算

定対象となる諸手当 (超過勤務手当、特殊

勤務手当等の実績給及び通勤手当を除 く手

当)を いう。



適切性について評価結果において明らかにすべきである

事 項 法人名

国
と
異
な
る
諸
手
当

俸給の特別調整 労働政策研究・研修機構、雇用・能力開発機構

初任給調整手当 労働者健康福祉機構

扶養手当 医薬品医療機器総合機構

期末手当 (期末特別手

当)、 勤勉手当

高齢・障害者雇用支援機構、労働政策研究・研修機構、雇用・

能力開発機構、医薬品医療機器総合機構、年金・健康保険福

祉施設整理機構

法人独自の諸手当 高齢・障害者雇用支援機構、労働者健康福祉機構、年金・健

康保険福祉施設整理機構

(2)給与水準に影響しない諸手当の適切性

独立行政法人101法人中、給与水準に影響しない諸手当で、国と異なる諸手当を設けてい

る法人は、9法人 (延べ12手当)と なっており、また、法人独自の諸手当を設けている法人

は、20法人 (延べ53手当)と なっている。

貴委員会の評価結果をみると、以下の法人の諸手当については、手当を支給する理由やそ

の適切性が評価結果において明らかにされていなかった。

今後の評価に当たっては、社会一般の情勢に適合したものとなっているかという観点か

ら、国と異なる諸手当及び法人独自の諸手当を支給する理由を検証した上で、その適切性に

ついて評価結果において明らかにすべきである。

事項 法人名

国と異なる諸

手当

超過勤務手当 労働政策研究・研修機構

法人独自の諸手当 高齢・障害者雇用支援機構、雇用・能力開発

機構、労働者健康福祉機構

○  「対国家公務員指数が 100を超えている

51法人」のうち厚生労働省所管法人は、高

齢・障害者雇用支援機構、福祉医療機構、労

働政策研究 研修機構、雇用・能力開発機構、

労働者健康福祉機構、国立病院機構、医薬

品医療機器総合機構、医薬基盤研究所及び

年金・健康保険福祉施設整理機構である。

O 「給与水準に影響しない諸手当」とは、

対国家公務員指数 (ラ スパイレス指数)の

算定対象とならない諸手当 (超過勤務手当、

特殊勤務手当等の実績給及び通勤手当)を

いう。

2 法定外福利費

独立行政法人101法人における法定外福利費の支出状況をみると、多くの法人において、従来か

ら支出を行つていないか、国におけるレクリエーション経費の見直しを契機 としてあるいは自発的

に、平成20年度以降、支出を廃止するよう見直しが行われているものがある。

貴委員会の評価結果をみると、「福利厚生費については、時間外勤務に伴 う夜食の支給や保養所

利用の補助等を実施していたが、平成20年度早々に廃上しており、必要な見直しが行われていると

評価できる。今後とも、職員のモチベーションの維持に留意しつつ、適宜必要な見直しが行われる

ことを期待する。」などとされている。

今後の評価に当たっては、以下の法人からの支出について、多くの法人が支出を行つていない又

は支出を廃止するよう見直しを行つている状況も踏まえ、国民の理解を得られるものとなっている

かとい う観点から、その適切性を評価結果において明らかにすべきである。その際、「独立行政法

人のレクリエーション経費について」 (平成20年 8月 4日 総務省行政管理局長通知)においては、

国費を財源とするレクリエーション経費については支出しないこと、国費以外を財源とする場合で

も厳 しく見直すこととされていることに留意する必要がある。

事項 法人名

互助組織 (※)に 対する法人からの支出

※法人の職員により構成され、職員に対

する福利厚生事業等を実施する組織で

あつて、法人からの支出を受けている

ものをいう。

高齢・障害者雇用支援機構、労働政策研究・研

修機構、雇用・能力開発機構、労働者健康福祉

機構

文化・体育・ レクリエーションに関連す

る事業に対する法人からの支出 (互助組

織が法人からの補助 (包括補助を含む。)

を受けて行う支出も含む。)

高齢・障害者雇用支援機構、労働政策研究・研

修機構、雇用・能力開発機構、労働者健康福祉

機構、国立病院機構

○ 「2 法定外福利費」においては、「1 諸

手当」と異なり、国において行つている法

定外福利費であつても、国が支出をしてい

ることをもつて直ちにその適切性について

評価 しな くてよいことにはならないとの

政・独委の判断の下、指摘されたものであ

る。

○ 高齢・障害者雇用支援機構、労働政策研

究・研修機構、雇用・能力開発機構及び労

働者健康福祉機構においては、法人支出分

は互助組織の管理経費等に使用 している

が、互助組織への負担が労使折半であるこ

とから包括補助であるとして、互助組織が

行う「文化・体育・レクリエーションに関

連する事業に対する法人からの支出」及び

「慶弔見舞金、永年勤続表彰等の個人に対

する給付等に係る事業」に法人からの支出

があるとされた。



慶弔見舞金、永年勤続表彰等の個人に対

する給付等に係る事業に対する法人から

の支出 (互助組織が法人からの補助 (包

括補助を含む。)を受けて行 う支出も含

む。)

労働安全衛生総合研究所、高齢・障害者雇用支

援機構、福祉医療機構、国立重度知的障害者総

合施設のぞみの回、労働政策研究・研修機構、

雇用・能力開発機構、労働者健康福祉機構、国

立病院機構、医薬品医療機器総合機構

【2 独立行政法人国立健康・栄養研究所】

総務省政・独委意見 備考

本法人の総人件費改革については、給与水準等公表によると、平成17年度の基準値429,528千円

に対し20年度425,451千円 (16%の減少 (人 事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))と なってお

り、取組開始から3年経過 した時点で 3%以上の削減に至っていない。しかし、業務実績報告書に

おいては、「平成17年度実績と比べ 3%減 と計画の範囲内で執行した。」とされており、これを前

提として「総人件費については、基準となる17年度実績を3%下回つており、中期目標、中期計画

による削減率 (5年で 5%、 20年度は3%)を 達成しているが、早期に目標を達成するため、更な

る努力が求められる。」との評価を行つているが、公表値を前提とした法人の取組の検証状況につ

いては評価結果において明らかにされていない。

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、公表値を前提と

した法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で 5%以上の削減を確実

に達成するための展望を評価結果において明らかにした上で、法人の取組を促すべきである。

○ 総人件費改革の取組状況の検証は、公表

値を基に検証すべきものであり〔公表値に

含まれない非常勤役員の人件費も含めた

総人件費の削減状況だけをもつてその取

組を評 1面 すべきではないとされた。



【3 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構】

社団法人全国重度障害者雇用事業所協会への委託業務については、平成20年度から競争性のある

契約形態 (公募)に移行したが、同協会 1者のみが企画書を提出し、受話する結果となっている。

また、各都道府県の雇用開発協会等への委託業務については、22年度から競争性のある契約形態 (企

画競争)に移行することとしていたが、当該企画競争が真に競争性・透明性が確保されているとは

言えないのではないかとの指摘がなされ、最終的には一般競争入札にすることとされた。

今後の評価に当たっては、このような経緯を踏まえ、これら委託業務について、真に競争性・透

明性が確保されているか、契約方式の妥当性を含めて厳格に評価すべきである。

【4 独立行政法人医薬品医療機器総合機構】

本法人の医薬品の承認審査業務について、第 1期 中期計画の最終年度である平成20年度には、①

新医薬品について、審査事務処理期間12か月を80%に ついて達成する、②厚生労働大臣が指定した

優先審査の対象製品について、審査事務処理期間 6か月を50%について達成するとの数値目標が設

定されているが、これら目標に対する実績は、それぞれ70%、 33%と なっており、日標達成に至っ

ていない。

本法人の平成21年度からの第 2期 中期計画においては、ドラッグ・ラグ (欧米で承認されている

医薬品が我が国では未承認であつて、国民に提供されない状態)25年 を23年度に解消するとの目

標に向け、より実効的な目標設定として、申請者側期間も含む総審査期間を21年度以降順次短縮し

ていく数値目標 (23年度には、1年短縮)が設定されていること、医薬品審査の迅速化のため新医

薬品審査人員を3倍増 (18年度審査人員H2人を21年度までに236人増員)することとされているこ

となどにかんがみれば、医薬品の審査期間の短縮に係る数値目標の達成状況については、十分な分

析の下に評価が行われる必要があるが、貴委員会の評価ではそうした分析を踏まえた上での評価を

十分に行つていない。

今後の評価に当たつては、各年度の目標の達成度合のみならず、未達成の場合における要因分析

と改善策を明らかにさせた上で、取組を厳格に評価すべきである。

本法人の医療機器の承認審査業務について、第 1期中期計画の最終年度である平成20年度には、

①新医療機器について、審査事務処理期間12か月を90%について達成する、②厚生労働大臣が指定

した優先審査の対象製品について、審査事務処理期間 9か月を70%について達成するとの数値目標

が設定されているが、これら目標に対する実績は、75%、 75%と なつており、新医療機器全体の目

標については達成に至っていない。

本法人の平成21年度からの第 2期 中期計画においては、デバイス・ラグ (医療機器におけるドラ

ッグ・ラグと同様の問題)を 25年度に解消 (承認までの期間を19か月短縮)するとの目標に向け、

より実効的な目標設定として、申請者側期間も含む総審査期間を21年度以降順次短縮していく数値

目標 (25年度には、7か月短縮)が設定されていること、医療機器審査の迅速化のため人員を3倍

総務省政・独委意見

○ 委託業務については、随時競争性のある

契約に移行することとしていたが、取組を

加速し、各都道府県の雇用開発協会等への

委託業務については、22年度から一般競争

入札 (最低価格方式)に、23年度から委託

方式を廃止することとしている。

総務省政・独委意見

○ 医薬品・医療機器の承認審査業務につい

ては、中期計画で数値目標 (ア ウ トカム指

標)を 定めており、その目標が未達成であ

るにもかかわらず、その検証が不十分であ

るとされた。



増 (20年度35人 を25年度までに69人増員)することとされていることなどにかんがみれば、医療機

器の審査期間の短縮に係る数値日標の達成状況については、十分な分析の下に評価が行われる必要

があるが、貴委員会の評価ではそうした分析を踏まえた上での評価を十分に行つていない。

今後の評価に当たっては、各年度の目標の達成度合のみならず、未達成の場合における要因分析

と改善方策を明らかにさせた上で、取組を厳格に評価すべきである。

総務省政・独委意見

【5 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構】

総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「公表値

を前提とした法人の取組状況の適切性について検証すべきJ旨指摘している。

本法人は、平成21年度末までに4%以上の削減を行うこととされており、これに対する取組

状況は、法人の給与水準等公表における「総人件費改革の取組状況」のとおり、基準値である

17年度36人に対して、取組開始から3年経過した20年度の人員数は83%増の39人 となつてお

り、削減の取組が順調に進ちょくしているとは言い難いが、公表値を前提とした法人の取組状

況の適切性についての検証がされていない。

今後の評価に当たつては、平成17年度の基準値36人 に対 し、21年度末までに4%を 削減する

との目標達成に向けた法人の取組について、その妥当性・適切性について厳格に評価すべきで

ある。

備考

○ 総人件費改革の取組状況の検証は、公

表値設定時点は法人の業務本格化前であ

るとの理由があるにせよ、公表値は必要

が認められれば修正することも可能なも

のであり、その修正が行われていない以

上、公表値を基に検証すべきとされた。

-19-


	参考資料1-1
	参考資料1-2
	参考資料2-1
	参考資料2-2
	資料1-1-1
	資料1-1-2
	資料1-1-3
	資料1-2-1
	資料1-2-2
	資料1-2-3
	資料1-3
	挿入元ファイル:"第46回独法評価委員会医療・福祉部会2.pdf"
	資料1-4-1
	資料1-4-2
	資料1-4-3
	資料1-4-4
	資料1-5
	資料1-6-1
	資料1-6-2
	資料1-7
	資料2
	資料2-1-1
	資料2-1-2
	資料2-2-1
	資料2-2-2

	資料3
	資料3-1-1
	資料3-1-2
	資料3-1-3
	資料3-2
	資料3-3-1
	資料3-3-2

	資料4
	資料4-1
	資料4-2





